
JP 2020-142103 A 2020.9.10

10

(57)【要約】
【課題】可変表示の表示結果を導出表示する場合の演出
効果を高める。
【解決手段】可変表示を実行し、第１表示領域（例えば
、分割領域全体）および第２表示領域（例えば、分割領
域内の端部領域）を含む表示領域において可変表示の表
示結果を導出表示可能である。また、第１表示領域にお
いて特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導出表示さ
れて有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御される
場合と第２表示領域において特定表示結果が導出表示さ
れて有利状態に制御される場合とで、有利度合いが異な
る（例えば、分割領域内の端部領域において大当り図柄
が確定表示される場合には、分割領域全体で大当り図柄
が確定表示される場合と比較して、確変大当りとなるこ
とに対する期待度（確変期待度）が高い）。
【選択図】図９－２



(2) JP 2020-142103 A 2020.9.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　可変表示を実行し、第１表示領域および第２表示領域を含む表示領域において可変表示
の表示結果を導出表示可能な可変表示実行手段と、
　可変表示の表示結果として特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な
有利状態に制御可能な有利状態制御手段とを備え、
　前記第１表示領域において前記特定表示結果が導出表示されて前記有利状態に制御され
る場合と前記第２表示領域において前記特定表示結果が導出表示されて前記有利状態に制
御される場合とで、有利度合いが異なる
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技を行うことが可能なパチンコ機やスロット機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技媒体である遊技球を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技球が入賞すると、所定個の賞球が遊技者に
払い出されるものがある。さらに、識別情報を可変表示（「変動」ともいう。）可能な可
変表示装置が設けられ、可変表示装置において識別情報の可変表示の表示結果が特定表示
結果となった場合に、遊技状態（遊技機の状態。よって、具体的には、遊技機が制御され
ている状態。）を変更して、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構成されたものがあ
る（いわゆるパチンコ機）。
【０００３】
　また、所定の遊技媒体を１ゲームに対して所定数の賭数を設定した後、遊技者がスター
トレバーを操作することにより可変表示装置による識別情報の可変表示を開始し、遊技者
が各可変表示装置に対応して設けられた停止ボタンを操作することにより、その操作タイ
ミングから予め定められた最大遅延時間の範囲内で識別情報の可変表示を停止し、全ての
可変表示装置の可変表示を停止したときに導出された表示結果に従って入賞が発生し、入
賞に応じて予め定められた所定の遊技媒体が払い出され、特定入賞が発生した場合に、遊
技状態を所定の遊技価値を遊技者に与える状態にするように構成されたものがある（いわ
ゆるスロット機）。
【０００４】
　なお、遊技価値とは、遊技機の遊技領域に設けられた可変入賞球装置の状態が、打球が
入賞しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊技者にとって有利な状態になる
ための権利を発生させたりすることや、賞球払出の条件が成立しやすくなる状態になるこ
とである。
【０００５】
　パチンコ遊技機では、始動入賞口に遊技球が入賞したことにもとづいて可変表示装置に
おいて開始される特別図柄（識別情報）の可変表示の表示結果として、あらかじめ定めら
れた特定の表示態様が導出表示された場合に、「大当り」が発生する。なお、導出表示と
は、図柄（最終停止図柄）を最終的に停止表示させることである。大当りが発生すると、
例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当り遊技状態に移行する。そ
して、各開放期間において、所定個（例えば、１０個）の大入賞口への入賞があると大入
賞口は閉成する。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例えば、１５ラウンド）に
固定されている。なお、各開放について開放時間（例えば、２９秒）が決められ、入賞数
が所定個に達しなくても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。以下、各々の大入賞
口の開放期間をラウンドということがある。また、ラウンドにおける遊技をラウンド遊技
ということがある。
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【０００６】
　また、可変表示装置において、最終停止図柄（例えば、左中右図柄のうち中図柄）とな
る図柄以外の図柄が、所定時間継続して、特定の表示結果と一致している状態で停止、揺
動、拡大縮小もしくは変形している状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動
したり、表示図柄の位置が入れ替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当り発
生の可能性が継続している状態（以下、これらの状態をリーチ状態という。）において行
われる演出をリーチ演出という。また、リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さら
に、リーチ演出を含む可変表示をリーチ可変表示という。そして、可変表示装置に変動表
示される図柄の表示結果が特定の表示結果でない場合には「はずれ」となり、変動表示状
態は終了する。遊技者は、大当りをいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行う。
【０００７】
　そのような遊技機では、可変表示を実行し、表示領域において可変表示の表示結果を導
出表示可能に構成されている。例えば、特許文献１には、同じ演出表示装置の表示画面に
おいて確変図柄の大当り図柄や非確変図柄の大当り図柄が確定表示されることが記載され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１５－１０７３８１号公報（段落０４６６－０４６７、図６　　
０）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載された遊技機では、有利度合いに関係なく同じ表示領
域に特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されている。そのため、可変表示の表示結果
を導出表示する場合の演出効果を高めることはできない。
【００１０】
　そこで、本発明は、可変表示の表示結果を導出表示する場合の演出効果を高めることが
できる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
（手段１）本発明による遊技機は、遊技を行うことが可能な遊技機であって、可変表示を
実行し、第１表示領域（例えば、図９－２（Ａ）に示す分割領域全体）および第２表示領
域（例えば、図９－２（Ｂ）に示す分割領域内の端部領域）を含む表示領域において可変
表示の表示結果を導出表示可能な可変表示実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０に
おけるステップ１７１～Ｓ１７３を実行する部分）と、可変表示の表示結果として特定表
示結果（例えば、大当り図柄）が導出表示されたときに遊技者にとって有利な有利状態（
例えば、大当り遊技状態）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００におけるステップＳ１１４～Ｓ１１７を実行する部分）とを備え、第
１表示領域において特定表示結果が導出表示されて有利状態に制御される場合と第２表示
領域において特定表示結果が導出表示されて有利状態に制御される場合とで、有利度合い
が異なる（例えば、分割領域内の端部領域において大当り図柄が確定表示される場合には
、分割領域全体で大当り図柄が確定表示される場合と比較して、確変大当りとなることに
対する期待度（確変期待度）が高い）ことを特徴とする。そのような構成によれば、可変
表示の表示結果を導出表示する場合の演出効果を高めることができる。
【００１２】
（手段２）手段１において、第１表示領域は、第２表示領域と比較して大きい（例えば、
図９－２（Ａ）に示す分割領域全体は、図９－２（Ｂ）に示す分割領域内の端部領域より
も表示サイズが大きい）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、可変表
示の表示結果を導出表示する場合の演出効果を高めることができる。
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【００１３】
（手段３）手段１または手段２において、第２表示領域において特定表示結果が導出表示
されて有利状態に制御される場合に、第１表示領域において特定表示結果が導出表示され
て有利状態に制御される場合と比較して、有利度合いが高い（例えば、確変大当りとなる
場合にのみ分割領域内の端部領域において大当り図柄が確定表示される場合があり、端部
領域に大当り図柄が確定表示されれば、確変大当りとなることに対する期待度（確変期待
度）が高い）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、可変表示の表示結
果を導出表示する場合の演出効果を高めることができる。
【００１４】
（手段４）手段３において、第１表示領域において特定表示結果が導出表示されて有利状
態に制御される場合であっても、有利度合いが高い場合がある（例えば、確変大当りとな
る場合であっても、ノーマルリーチやスーパーリーチＡ，Ｂが実行される場合には、分割
領域全体で大当り図柄が確定表示される場合がある）ように構成されていてもよい。その
ような構成によれば、可変表示の表示結果を導出表示する場合の演出効果を高めることが
できる。
【００１５】
（手段５）手段１から手段４のうちのいずれかにおいて、第２表示領域において特定表示
結果が導出表示されて有利状態に制御される場合に、可変表示の実行中から有利状態中に
わたって一連の演出（例えば、図９－１０（Ｃ）および図９－１１（Ｆ）に示す特定演出
）を実行可能な演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０におけるステップ１２５
ＩＷＳ００９で選択したプロセステーブルに従ってステップ１２５ＩＷＳ０１３およびス
テップＳ１７２を実行し、ステップ１２５ＩＷＳ１０８で選択したプロセステーブルに従
ってステップ１２５ＩＷＳ１１１およびステップＳ１７６を実行する部分）を備えるよう
に構成されていてもよい。そのような構成によれば、可変表示の表示結果を導出表示する
場合の演出効果を高めることができる。
【００１６】
（手段６）手段１から手段５のうちのいずれかにおいて、可変表示実行手段は、表示装置
における複数種類の表示位置（例えば、図９－１に示す３×３の合計９個の分割領域）お
よび複数種類の大きさ（例えば、図９－２（Ａ）に示す分割領域全体と図９－２（Ｂ）に
示す分割領域内の端部領域）にて特定表示結果を導出表示可能であり、複数種類の表示位
置のうちのいずれの表示位置にて特定表示結果が導出表示されるか、および複数種類の大
きさのうちのいずれの大きさにて特定表示結果が導出表示されるかに応じて、複数種類の
期待度を示唆可能である（例えば、図９－１に示すように、右方の分割領域に大当り図柄
が確定表示されるほど大当り遊技中のラウンド数に対する期待度が高く、上方の分割領域
に大当り図柄が確定表示されるほど大当り遊技終了後の時短回数に対する期待度が高い。
図９－２（Ｂ）に示す分割領域内の端部領域において大当り図柄が確定表示された場合に
は、図９－２（Ａ）に示す分割領域全体で大当り図柄が確定表示された場合と比較して、
確変大当りに対する期待度（確変期待度）が高い。）ように構成されていてもよい。その
ような構成によれば、可変表示の表示結果を導出表示する場合の演出効果を高めることが
できる。
【００１７】
（手段７）手段１から手段６のうちのいずれかにおいて、設定操作にもとづいて複数段階
の設定値（例えば、設定値「１」～設定値「３」）のうちのいずれかの設定値に設定可能
な設定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップ１１２Ｉ
ＷＳ０２９を実行する部分）を備え、有利状態制御手段は、設定されている設定値にもと
づいて有利状態の制御を実行可能であり（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０におけるステップＳ１１４～１１７を実行する部分）、いずれの設定値に設定されてい
るかを特定可能な設定値情報（例えば、設定値コマンド）を出力可能な情報出力手段（例
えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップ１１２ＩＷＳ０１１，Ｓ
１０８を実行する部分）と、情報出力手段から入力された設定値情報にもとづいて、示唆



(5) JP 2020-142103 A 2020.9.10

10

20

30

40

50

演出（例えば、遊技前示唆演出、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出）を実行可能な示唆
演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０におけるステップ１１２ＩＷＳ４０９～
Ｓ４１５，Ｓ５０４～Ｓ５０９，Ｓ６０１～Ｓ６０６を実行する部分）とを備え、示唆演
出実行手段は、示唆演出として第１示唆演出（例えば、第３演出態様による遊技前示唆演
出や遊技中示唆演出、第４演出態様による大当り中示唆演出）と第２示唆演出（例えば、
第１演出態様による遊技前示唆演出や、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出）とを実行可
能であり、設定値情報が正常に入力されなかった場合、示唆演出として第１示唆演出を実
行せず、示唆演出として第２示唆演出を実行可能である（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２
０は、ステップ１１２ＩＷＳ４１４，Ｓ５０９，Ｓ６０６を実行することにより、第３演
出態様による遊技前示唆演出や遊技中示唆演出、第４演出態様による大当り中示唆演出を
実行しない）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、設定されている設
定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成した遊技機において、遊技に対する興
趣の低下を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図３】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図８－１】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図８－２】パチンコ遊技機の背面斜視図である。
【図８－３】遊技機用枠を開放した状態のパチンコ遊技機の背面斜視図である。
【図８－４】表示結果判定テーブルを示す説明図である。
【図８－５】大当り種別判定テーブルを示す説明図である。
【図８－６】ハズレ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。
【図８－７】非リーチハズレ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。
【図８－８】（Ａ）は、主基板を簡略化した正面図、（Ｂ）は、表示モニタの表示内容を
説明する説明図である。
【図８－９】（Ａ）は、表示モニタに表示される項目の表示時間を示すタイムチャート、
（Ｂ－１）～（Ｂ－６）は、表示モニタの表示内容の変化を説明する説明図である。
【図８－１０】特徴部１１２ＩＷにおける遊技制御メイン処理を示すフローチャートであ
る。
【図８－１１】特徴部１１２ＩＷにおける遊技制御メイン処理を示すフローチャートであ
る。
【図８－１２】設定確認処理および設定変更処理を示すフローチャートである。
【図８－１３】電源投入時に実行される処理を示す説明図である。
【図８－１４】設定変更処理における表示モニタの表示態様を示す説明図である。
【図８－１５】特別図柄通常処理を示すフローチャートである。
【図８－１６】特別図柄通常処理を示すフローチャートである。
【図８－１７】演出制御メイン処理の一部を示すフローチャートである。
【図８－１８】コマンド解析処理の具体例を示すフローチャートである。
【図８－１９】初期出目決定テーブルを示す説明図である。
【図８－２０】可変表示開始待ち処理の一例を示すフローチャートである。
【図８－２１】遊技前示唆演出決定テーブルを示す説明図である。
【図８－２２】遊技中示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図８－２３】遊技中示唆演出決定テーブルを示す説明図である。
【図８－２４】大当り中演出決定処理の一例を示すフローチャートである。
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【図８－２５】大当り中示唆演出決定テーブル、役物演出決定テーブルおよび導光板演出
決定テーブルを示す説明図である。
【図８－２６】演出動作例を示す図である。
【図８－２７】演出動作例を示す図である。
【図８－２８】変形例１におけるセキュリティカバーを示す図である。
【図８－２９】変形例１における遊技機用枠の開閉を示す図である。
【図８－３０】変形例２におけるセキュリティカバーを示す図である。
【図８－３１】変形例２における遊技機用枠の開閉を示す図である。
【図８－３２】変形例３におけるパチンコ遊技機を示す説明図である。
【図９－１】画像表示装置の表示画面が分割表示される場合の具体例を示す説明図である
。
【図９－２】分割領域内で大当り図柄が確定表示される態様の具体例を示す説明図である
。
【図９－３】大当り用変動パターン決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図９－４】可変表示開始設定処理を示すフローチャートである。
【図９－５】分割領域（横方向）決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図９－６】分割領域（縦方向）決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図９－７】特図当り待ち処理を示すフローチャートである。
【図９－８】特徴部１２５ＩＷにおける演出例を示す説明図である。
【図９－９】特徴部１２５ＩＷにおける演出例を示す説明図である。
【図９－１０】特徴部１２５ＩＷにおける演出例を示す説明図である。
【図９－１１】特徴部１２５ＩＷにおける演出例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（基本説明）
　まず、パチンコ遊技機１の基本的な構成及び制御（一般的なパチンコ遊技機の構成及び
制御でもある。）について説明する。
【００２０】
（パチンコ遊技機１の構成等）
　図１は、パチンコ遊技機１の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチン
コ遊技機（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技
盤２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には、遊技領
域が形成され、この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から
発射されて打ち込まれる。
【００２１】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、複数種類の特別識
別情報としての特別図柄（特図ともいう）の可変表示（特図ゲームともいう）を行う第１
特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置４Ｂが設けられている。これらは、それ
ぞれ、７セグメントのＬＥＤなどからなる。特別図柄は、「０」～「９」を示す数字や「
－」などの点灯パターンなどにより表される。特別図柄には、ＬＥＤを全て消灯したパタ
ーンが含まれてもよい。
【００２２】
　なお、特別図柄の「可変表示」とは、例えば、複数種類の特別図柄を変動可能に表示す
ることである（後述の他の図柄についても同じ）。変動としては、複数の図柄の更新表示
、複数の図柄のスクロール表示、１以上の図柄の変形、１以上の図柄の拡大／縮小などが
ある。特別図柄や後述の普通図柄の変動では、複数種類の特別図柄又は普通図柄が更新表
示される。後述の飾り図柄の変動では、複数種類の飾り図柄がスクロール表示又は更新表
示されたり、１以上の飾り図柄が変形や拡大／縮小されたりする。なお、変動には、ある
図柄を点滅表示する態様も含まれる。可変表示の最後には、表示結果として所定の特別図
柄が停止表示（導出又は導出表示などともいう）される（後述の他の図柄の可変表示につ
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いても同じ）。なお、可変表示を変動表示、変動と表現する場合がある。
【００２３】
　なお、第１特別図柄表示装置４Ａにおいて可変表示される特別図柄を「第１特図」とも
いい、第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて可変表示される特別図柄を「第２特図」ともい
う。また、第１特図を用いた特図ゲームを「第１特図ゲーム」といい、第２特図を用いた
特図ゲームを「第２特図ゲーム」ともいう。なお、特別図柄の可変表示を行う特別図柄表
示装置は１種類であってもよい。
【００２４】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には画像表示装置５が設けられている。画像表示
装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）や有機ＥＬ（Electro Luminescence）等から構
成され、各種の演出画像を表示する。画像表示装置５は、プロジェクタ及びスクリーンか
ら構成されていてもよい。画像表示装置５には、各種の演出画像が表示される。
【００２５】
　例えば、画像表示装置５の画面上では、第１特図ゲームや第２特図ゲームと同期して、
特別図柄とは異なる複数種類の装飾識別情報としての飾り図柄（数字などを示す図柄など
）の可変表示が行われる。ここでは、第１特図ゲーム又は第２特図ゲームに同期して、「
左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて飾り図柄が可変
表示（例えば上下方向のスクロール表示や更新表示）される。なお、同期して実行される
特図ゲーム及び飾り図柄の可変表示を総称して単に可変表示ともいう。
【００２６】
　画像表示装置５の画面上には、実行が保留されている可変表示に対応する保留表示や、
実行中の可変表示に対応するアクティブ表示を表示するための表示エリアが設けられてい
てもよい。保留表示及びアクティブ表示を総称して可変表示に対応する可変表示対応表示
ともいう。
【００２７】
　保留されている可変表示の数は保留記憶数ともいう。第１特図ゲームに対応する保留記
憶数を第１保留記憶数、第２特図ゲームに対応する保留記憶数を第２保留記憶数ともいう
。また、第１保留記憶数と第２保留記憶数との合計を合計保留記憶数ともいう。
【００２８】
　また、遊技盤２の所定位置には、複数のＬＥＤを含んで構成された第１保留表示器２５
Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられ、第１保留表示器２５Ａは、ＬＥＤの点灯個数に
よって、第１保留記憶数を表示し、第２保留表示器２５Ｂは、ＬＥＤの点灯個数によって
、第２保留記憶数を表示する。
【００２９】
　画像表示装置５の下方には、入賞球装置６Ａと、可変入賞球装置６Ｂとが設けられてい
る。
【００３０】
　入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に遊技球が進入可能な一定の開放
状態に保たれる第１始動入賞口を形成する。第１始動入賞口に遊技球が進入したときには
、所定個（例えば３個）の賞球が払い出されるとともに、第１特図ゲームが開始され得る
。
【００３１】
　可変入賞球装置６Ｂ（普通電動役物）は、ソレノイド８１（図２参照）によって閉鎖状
態と開放状態とに変化する第２始動入賞口を形成する。可変入賞球装置６Ｂは、例えば、
一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物を備え、ソレノイド８１がオフ状態であ
るときに可動翼片が垂直位置となることにより、当該可動翼片の先端が入賞球装置６Ａに
近接し、第２始動入賞口に遊技球が進入しない閉鎖状態になる（第２始動入賞口が閉鎖状
態になるともいう。）。その一方で、可変入賞球装置６Ｂは、ソレノイド８１がオン状態
であるときに可動翼片が傾動位置となることにより、第２始動入賞口に遊技球が進入でき
る開放状態になる（第２始動入賞口が開放状態になるともいう。）。第２始動入賞口に遊
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技球が進入したときには、所定個（例えば３個）の賞球が払い出されるとともに、第２特
図ゲームが開始され得る。なお、可変入賞球装置６Ｂは、閉鎖状態と開放状態とに変化す
るものであればよく、電動チューリップ型役物を備えるものに限定されない。
【００３２】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左右下方４箇所）には、所定の玉
受部材によって常に一定の開放状態に保たれる一般入賞口１０が設けられる。この場合に
は、一般入賞口１０のいずれかに進入したときには、所定個数（例えば１０個）の遊技球
が賞球として払い出される。
【００３３】
　入賞球装置６Ａと可変入賞球装置６Ｂの下方には、大入賞口を有する特別可変入賞球装
置７が設けられている。特別可変入賞球装置７は、ソレノイド８２（図２参照）によって
開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化
する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００３４】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用（特別電動役物用）のソレノイ
ド８２がオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞
口に進入（通過）できなくなる。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用
のソレノイド８２がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技
球が大入賞口に進入しやすくなる。
【００３５】
　大入賞口に遊技球が進入したときには、所定個数（例えば１４個）の遊技球が賞球とし
て払い出される。大入賞口に遊技球が進入したときには、例えば第１始動入賞口や第２始
動入賞口及び一般入賞口１０に遊技球が進入したときよりも多くの賞球が払い出される。
【００３６】
　一般入賞口１０を含む各入賞口に遊技球が進入することを「入賞」ともいう。特に、始
動口（第１始動入賞口、第２始動入賞口始動口）への入賞を始動入賞ともいう。
【００３７】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、７セグメントのＬＥＤなどか
らなり、特別図柄とは異なる複数種類の普通識別情報としての普通図柄の可変表示を行う
。普通図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－」などの点灯パターンなどにより表され
る。普通図柄には、ＬＥＤを全て消灯したパターンが含まれてもよい。このような普通図
柄の可変表示は、普図ゲームともいう。
【００３８】
　画像表示装置５の左方には、遊技球が通過可能な通過ゲート４１が設けられている。遊
技球が通過ゲート４１を通過したことに基づき、普図ゲームが実行される。
【００３９】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、実行が保留されている普図ゲーム
の数である普図保留記憶数をＬＥＤの点灯個数により表示する。
【００４０】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。遊技領域の最下方には、いずれの入賞口にも進入し
なかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００４１】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果用の遊技効果ランプ９が設けら
れている。遊技効果ランプ９は、ＬＥＤを含んで構成されている。
【００４２】
　遊技盤２の所定位置（図１では図示略）には、演出に応じて動作する可動体３２が設け
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られている。
【００４３】
　遊技機用枠３の右下部位置には、遊技球を打球発射装置により遊技領域に向けて発射す
るために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）３０が設けられてい
る。
【００４４】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する打球供給皿（上皿）が設けられている。上皿の下方には、上皿満タン時に賞球が払い
出される打球供給皿（下皿）が設けられている。
【００４５】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、遊技者が把持して傾倒操作が可
能なスティックコントローラ３１Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１
Ａには、遊技者が押下操作可能なトリガボタンが設けられている。スティックコントロー
ラ３１Ａに対する操作は、コントローラセンサユニット３５Ａ（図２参照）により検出さ
れる。
【００４６】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、遊技者が押下操作などにより所
定の指示操作を可能なプッシュボタン３１Ｂが設けられている。プッシュボタン３１Ｂに
対する操作は、プッシュセンサ３５Ｂ（図２参照）により検出される。
【００４７】
　パチンコ遊技機１では、遊技者の動作（操作等）を検出する検出手段として、スティッ
クコントローラ３１Ａやプッシュボタン３１Ｂが設けられるが、これら以外の検出手段が
設けられていてもよい。
【００４８】
（遊技の進行の概略）
　パチンコ遊技機１が備える打球操作ハンドル３０への遊技者による回転操作により、遊
技球が遊技領域に向けて発射される。遊技球が通過ゲート４１を通過すると、普通図柄表
示器２０による普図ゲームが開始される。なお、前回の普図ゲームの実行中の期間等に遊
技球が通過ゲート４１を通過した場合（遊技球が通過ゲート４１を通過したが当該通過に
基づく普図ゲームを直ちに実行できない場合）には、当該通過に基づく普図ゲームは所定
の上限数（例えば４）まで保留される。
【００４９】
　この普図ゲームでは、特定の普通図柄（普図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄
の表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として、普図当り図柄以外の
普通図柄（普図ハズレ図柄）が停止表示されれば、普通図柄の表示結果が「普図ハズレ」
となる。「普図当り」となると、可変入賞球装置６Ｂを所定期間開放状態とする開放制御
が行われる（第２始動入賞口が開放状態になる）。
【００５０】
　入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口に遊技球が進入すると、第１特別図柄表示
装置４Ａによる第１特図ゲームが開始される。
【００５１】
　可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口に遊技球が進入すると、第２特別図柄
表示装置４Ｂによる第２特図ゲームが開始される。
【００５２】
　なお、特図ゲームの実行中の期間や、後述する大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御
されている期間に、遊技球が始動入賞口へ進入（入賞）した場合（始動入賞が発生したが
当該始動入賞に基づく特図ゲームを直ちに実行できない場合）には、当該進入に基づく特
図ゲームは所定の上限数（例えば４）までその実行が保留される。
【００５３】
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　特図ゲームにおいて、確定特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄、例えば「７」
、後述の大当り種別に応じて実際の図柄は異なる。）が停止表示されれば、「大当り」と
なり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄、例えば「２」）が停止表示さ
れれば、「小当り」となる。また、大当り図柄や小当り図柄とは異なる特別図柄（ハズレ
図柄、例えば「－」）が停止表示されれば「ハズレ」となる。
【００５４】
　特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利な有利状態
として大当り遊技状態に制御される。特図ゲームでの表示結果が「小当り」になった後に
は、小当り遊技状態に制御される。
【００５５】
　大当り遊技状態では、特別可変入賞球装置７により形成される大入賞口が所定の態様で
開放状態となる。当該開放状態は、所定期間（例えば２９秒間や１．８秒間）の経過タイ
ミングと、大入賞口に進入した遊技球の数が所定個数（例えば９個）に達するまでのタイ
ミングと、のうちのいずれか早いタイミングまで継続される。前記所定期間は、１ラウン
ドにおいて大入賞口を開放することができる上限期間であり、以下、開放上限期間ともい
う。このように大入賞口が開放状態となる１のサイクルをラウンド（ラウンド遊技）とい
う。大当り遊技状態では、当該ラウンドが所定の上限回数（１５回や２回）に達するまで
繰り返し実行可能となっている。
【００５６】
　大当り遊技状態においては、遊技者は、遊技球を大入賞口に進入させることで、賞球を
得ることができる。従って、大当り遊技状態は、遊技者にとって有利な状態である。大当
り遊技状態におけるラウンド数が多い程、また、開放上限期間が長い程遊技者にとって有
利となる。
【００５７】
　なお、「大当り」には、大当り種別が設定されている。例えば、大入賞口の開放態様（
ラウンド数や開放上限期間）や、大当り遊技状態後の遊技状態（後述の、通常状態、時短
状態、確変状態など）を複数種類用意し、これらに応じて大当り種別が設定されている。
大当り種別として、多くの賞球を得ることができる大当り種別や、賞球の少ない又はほと
んど賞球を得ることができない大当り種別が設けられていてもよい。
【００５８】
　小当り遊技状態では、特別可変入賞球装置７により形成される大入賞口が所定の開放態
様で開放状態となる。例えば、小当り遊技状態では、一部の大当り種別のときの大当り遊
技状態と同様の開放態様（大入賞口の開放回数が上記ラウンド数と同じであり、かつ、大
入賞口の閉鎖タイミングも同じ等）で大入賞口が開放状態となる。なお、大当り種別と同
様に、「小当り」にも小当り種別を設けてもよい。
【００５９】
　大当り遊技状態が終了した後は、上記大当り種別に応じて、時短状態や確変状態に制御
されることがある。
【００６０】
　時短状態では、平均的な特図変動時間（特図を変動させる期間）を通常状態よりも短縮
させる制御（時短制御）が実行される。時短状態では、平均的な普図変動時間（普図を変
動させる期間）を通常状態よりも短縮させたり、普図ゲームで「普図当り」となる確率を
通常状態よりも向上させる等により、第２始動入賞口に遊技球が進入しやすくなる制御（
高開放制御、高ベース制御）も実行される。時短状態は、特別図柄（特に第２特別図柄）
の変動効率が向上する状態であるので、遊技者にとって有利な状態である。
【００６１】
　確変状態（確率変動状態）では、時短制御に加えて、表示結果が「大当り」となる確率
が通常状態よりも高くなる確変制御が実行される。確変状態は、特別図柄の変動効率が向
上することに加えて「大当り」となりやすい状態であるので、遊技者にとってさらに有利
な状態である。
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【００６２】
　時短状態や確変状態は、所定回数の特図ゲームが実行されたことと、次回の大当り遊技
状態が開始されたこと等といった、いずれか１つの終了条件が先に成立するまで継続する
。所定回数の特図ゲームが実行されたことが終了条件となるものを、回数切り（回数切り
時短、回数切り確変等）ともいう。
【００６３】
　通常状態とは、遊技者にとって有利な大当り遊技状態等の有利状態、時短状態、確変状
態等の特別状態以外の遊技状態のことであり、普図ゲームにおける表示結果が「普図当り
」となる確率及び特図ゲームにおける表示結果が「大当り」となる確率などのパチンコ遊
技機１が、パチンコ遊技機１の初期設定状態（例えばシステムリセットが行われた場合の
ように、電源投入後に所定の復帰処理を実行しなかったとき）と同一に制御される状態で
ある。
【００６４】
　確変制御が実行されている状態を高確状態、確変制御が実行されていない状態を低確状
態ともいう。時短制御が実行されている状態を高ベース状態、時短制御が実行されていな
い状態を低ベース状態ともいう。これらを組み合わせて、時短状態は低確高ベース状態、
確変状態は高確高ベース状態、通常状態は低確低ベース状態などともいわれる。高確状態
かつ低ベース状態は高確低ベース状態ともいう。
【００６５】
　小当り遊技状態が終了した後は、遊技状態の変更が行われず、特図ゲームの表示結果が
「小当り」となる以前の遊技状態に継続して制御される（但し、「小当り」発生時の特図
ゲームが、上記回数切りにおける上記所定回数目の特図ゲームである場合には、当然遊技
状態が変更される）。なお、特図ゲームの表示結果として「小当り」がなくてもよい。
【００６６】
　なお、遊技状態は、大当り遊技状態中に遊技球が特定領域（例えば、大入賞口内の特定
領域）を通過したことに基づいて、変化してもよい。例えば、遊技球が特定領域を通過し
たとき、その大当り遊技状態後に確変状態に制御してもよい。
【００６７】
（演出の進行など）
　パチンコ遊技機１では、遊技の進行に応じて種々の演出（遊技の進行状況を報知したり
、遊技を盛り上げたりする演出）が実行される。当該演出について以下説明する。なお、
当該演出は、画像表示装置５に各種の演出画像を表示することによって行われるが、当該
表示に加えて又は代えて、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力、及び／又は、遊技効果ラ
ンプ９の点等／消灯、可動体３２の動作等により行われてもよい。
【００６８】
　遊技の進行に応じて実行される演出として、画像表示装置５に設けられた「左」、「中
」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒでは、第１特図ゲーム又は第２特図ゲ
ームが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。第１特図ゲームや
第２特図ゲームにおいて表示結果（確定特別図柄ともいう。）が停止表示されるタイミン
グでは、飾り図柄の可変表示の表示結果となる確定飾り図柄（３つの飾り図柄の組合せ）
も停止表示（導出）される。
【００６９】
　飾り図柄の可変表示が開始されてから終了するまでの期間では、飾り図柄の可変表示の
態様が所定のリーチ態様となる（リーチが成立する）ことがある。ここで、リーチ態様と
は、画像表示装置５の画面上にて停止表示された飾り図柄が後述の大当り組合せの一部を
構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄については可変表示が継続してい
る態様などのことである。
【００７０】
　また、飾り図柄の可変表示中に上記リーチ態様となったことに対応してリーチ演出が実
行される。パチンコ遊技機１では、演出態様に応じて表示結果（特図ゲームの表示結果や
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飾り図柄の可変表示の表示結果）が「大当り」となる割合（大当り信頼度、大当り期待度
とも呼ばれる。）が異なる複数種類のリーチ演出が実行される。リーチ演出には、例えば
、ノーマルリーチと、ノーマルリーチよりも大当り信頼度の高いスーパーリーチと、があ
る。
【００７１】
　特図ゲームの表示結果が「大当り」となるときには、画像表示装置５の画面上において
、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた大当り組合せとなる確定飾り図
柄が導出される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「大当り」となる）。一例として、「
左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける所定の有効ライン
上に同一の飾り図柄（例えば、「７」等）が揃って停止表示される。
【００７２】
　大当り遊技状態の終了後に確変状態に制御される「確変大当り」である場合には、奇数
の飾り図柄（例えば、「７」等）が揃って停止表示され、大当り遊技状態の終了後に確変
状態に制御されない「非確変大当り（通常大当り）」である場合には、偶数の飾り図柄（
例えば、「６」等）が揃って停止表示されるようにしてもよい。この場合、奇数の飾り図
柄を確変図柄、偶数の飾り図柄を非確変図柄（通常図柄）ともいう。非確変図柄でリーチ
態様となった後に、最終的に「確変大当り」となる昇格演出を実行するようにしてもよい
。
【００７３】
　特図ゲームの表示結果が「小当り」となるときには、画像表示装置５の画面上において
、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた小当り組合せとなる確定飾り図
柄（例えば、「１　３　５」等）が導出される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「小当
り」となる）。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける所定の有効ライン上にチャンス目を構成する飾り図柄が停止表示される。な
お、特図ゲームの表示結果が、一部の大当り種別（小当り遊技状態と同様の態様の大当り
遊技状態の大当り種別）の「大当り」となるときと、「小当り」となるときとで、共通の
確定飾り図柄が導出表示されてもよい。
【００７４】
　特図ゲームの表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示の態様がリー
チ態様とならずに、飾り図柄の可変表示の表示結果として、非リーチ組合せの確定飾り図
柄（「非リーチハズレ」ともいう。）が停止表示される（飾り図柄の可変表示の表示結果
が「非リーチハズレ」となる）ことがある。また、表示結果が「ハズレ」となる場合には
、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様となった後に、飾り図柄の可変表示の表示結果
として、大当り組合せでない所定のリーチ組合せ（「リーチハズレ」ともいう）の確定飾
り図柄が停止表示される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「リーチハズレ」となる）こ
ともある。
【００７５】
　パチンコ遊技機１が実行可能な演出には、上記の可変表示対応表示（保留表示やアクテ
ィブ表示）を表示することも含まれる。また、他の演出として、例えば、大当り信頼度を
予告する予告演出等が飾り図柄の可変表示中に実行される。予告演出には、実行中の可変
表示における大当り信頼度を予告する予告演出や、実行前の可変表示（実行が保留されて
いる可変表示）における大当り信頼度を予告する先読み予告演出がある。先読み予告演出
として、可変表示対応表示（保留表示やアクティブ表示）の表示態様を通常とは異なる態
様に変化させる演出が実行されるようにしてもよい。
【００７６】
　また、画像表示装置５において、飾り図柄の可変表示中に飾り図柄を一旦仮停止させた
後に可変表示を再開させることで、１回の可変表示を擬似的に複数回の可変表示のように
見せる擬似連演出を実行するようにしてもよい。
【００７７】
　大当り遊技状態中にも、大当り遊技状態を報知する大当り中演出が実行される。大当り
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中演出としては、ラウンド数を報知する演出や、大当り遊技状態の価値が向上することを
示す昇格演出が実行されてもよい。また、小当り遊技状態中にも、小当り遊技状態を報知
する小当り中演出が実行される。なお、小当り遊技状態中と、一部の大当り種別（小当り
遊技状態と同様の態様の大当り遊技状態の大当り種別で、例えばその後の遊技状態を高確
状態とする大当り種別）での大当り遊技状態とで、共通の演出を実行することで、現在が
小当り遊技状態中であるか、大当り遊技状態中であるかを遊技者に分からないようにして
もよい。そのような場合であれば、小当り遊技状態の終了後と大当り遊技状態の終了後と
で共通の演出を実行することで、高確状態であるか低確状態であるかを識別できないよう
にしてもよい。
【００７８】
　また、例えば特図ゲーム等が実行されていないときには、画像表示装置５にデモ（デモ
ンストレーション）画像が表示される（客待ちデモ演出が実行される）。
【００７９】
（基板構成）
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４、中継基板１５などが搭載されている。その他にも、
パチンコ遊技機１の背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、電源
基板などといった、各種の基板が配置されている。
【００８０】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における上記遊技の進行
（特図ゲームの実行（保留の管理を含む）、普図ゲームの実行（保留の管理を含む）、大
当り遊技状態、小当り遊技状態、遊技状態など）を制御する機能を有する。主基板１１は
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００、スイッチ回路１１０、ソレノイド回路１１１
などを有する。
【００８１】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
マイクロコンピュータであり、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０１と、ＲＡＭ（Random A
ccess Memory）１０２と、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０３と、乱数回路１０
４と、Ｉ／Ｏ（Input/Output port）１０５とを備える。
【００８２】
　ＣＰＵ１０３は、ＲＯＭ１０１に記憶されたプログラムを実行することにより、遊技の
進行を制御する処理（主基板１１の機能を実現する処理）を行う。このとき、ＲＯＭ１０
１が記憶する各種データ（後述の変動パターン、後述の演出制御コマンド、後述の各種決
定を行う際に参照される各種テーブルなどのデータ）が用いられ、ＲＡＭ１０２がメイン
メモリとして使用される。ＲＡＭ１０２は、その一部または全部がパチンコ遊技機１に対
する電力供給が停止しても、所定期間記憶内容が保存されるバックアップＲＡＭとなって
いる。なお、ＲＯＭ１０１に記憶されたプログラムの全部又は一部をＲＡＭ１０２に展開
して、ＲＡＭ１０２上で実行するようにしてもよい。
【００８３】
　乱数回路１０４は、遊技の進行を制御するときに使用される各種の乱数値（遊技用乱数
）を示す数値データを更新可能にカウントする。遊技用乱数は、ＣＰＵ１０３が所定のコ
ンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新されるもの
）であってもよい。
【００８４】
　Ｉ／Ｏ１０５は、例えば各種信号（後述の検出信号）が入力される入力ポートと、各種
信号（第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０、第
１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどを制御（駆動）
する信号、ソレノイド駆動信号）を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。
【００８５】
　スイッチ回路１１０は、遊技球検出用の各種スイッチ（ゲートスイッチ２１、始動口ス
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イッチ（第１始動口スイッチ２２Ａおよび第２始動口スイッチ２２Ｂ）、カウントスイッ
チ２３）からの検出信号（遊技球が通過又は進入してスイッチがオンになったことを示す
検出信号など）を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送する。検出信
号の伝送により、遊技球の通過又は進入が検出されたことになる。
【００８６】
　ソレノイド回路１１１は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆
動信号（例えば、ソレノイド８１やソレノイド８２をオンする信号など）を、普通電動役
物用のソレノイド８１や大入賞口扉用のソレノイド８２に伝送する。
【００８７】
　主基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）は、遊技の進行の制御の一部と
して、遊技の進行に応じて演出制御コマンド（遊技の進行状況等を指定（通知）するコマ
ンド）を演出制御基板１２に供給する。主基板１１から出力された演出制御コマンドは、
中継基板１５により中継され、演出制御基板１２に供給される。当該演出制御コマンドに
は、例えば主基板１１における各種の決定結果（例えば、特図ゲームの表示結果（大当り
種別を含む。）、特図ゲームを実行する際に使用される変動パターン（詳しくは後述））
、遊技の状況（例えば、可変表示の開始や終了、大入賞口の開放状況、入賞の発生、保留
記憶数、遊技状態）、エラーの発生等を指定するコマンド等が含まれる。
【００８８】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、演出制御コマ
ンドを受信し、受信した演出制御コマンドに基づいて演出（遊技の進行に応じた種々の演
出であり、可動体３２の駆動、エラー報知、電断復旧の報知等の各種報知を含む）を実行
する機能を有する。
【００８９】
　演出制御基板１２には、演出制御用ＣＰＵ１２０と、ＲＯＭ１２１と、ＲＡＭ１２２と
、表示制御部１２３と、乱数回路１２４と、Ｉ／Ｏ１２５とが搭載されている。
【００９０】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＯＭ１２１に記憶されたプログラムを実行することによ
り、表示制御部１２３とともに演出を実行するための処理（演出制御基板１２の上記機能
を実現するための処理であり、実行する演出の決定等を含む）を行う。このとき、ＲＯＭ
１２１が記憶する各種データ（各種テーブルなどのデータ）が用いられ、ＲＡＭ１２２が
メインメモリとして使用される。
【００９１】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、コントローラセンサユニット３５Ａやプッシュセンサ３５
Ｂからの検出信号（遊技者による操作を検出したときに出力される信号であり、操作内容
を適宜示す信号）に基づいて演出の実行を表示制御部１２３に指示することもある。
【００９２】
　表示制御部１２３は、ＶＤＰ（Video Display Processor）、ＣＧＲＯＭ（Character G
enerator ROM）、ＶＲＡＭ（Video RAM）などを備え、演出制御用ＣＰＵ１２０からの演
出の実行指示に基づき、演出を実行する。
【００９３】
　表示制御部１２３は、演出制御用ＣＰＵ１２０からの演出の実行指示に基づき、実行す
る演出に応じた映像信号を画像表示装置５に供給することで、演出画像を画像表示装置５
に表示させる。表示制御部１２３は、さらに、演出画像の表示に同期した音声出力や、遊
技効果ランプ９の点灯／消灯を行うため、音指定信号（出力する音声を指定する信号）を
音声制御基板１３に供給したり、ランプ信号（ランプの点灯／消灯態様を指定する信号）
をランプ制御基板１４に供給したりする。また、表示制御部１２３は、可動体３２を動作
させる信号を当該可動体３２又は当該可動体３２を駆動する駆動回路に供給する。
【００９４】
　音声制御基板１３は、スピーカ８Ｌ、８Ｒを駆動する各種回路を搭載しており、当該音
指定信号に基づきスピーカ８Ｌ、８Ｒを駆動し、当該音指定信号が指定する音声をスピー
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カ８Ｌ、８Ｒから出力させる。
【００９５】
　ランプ制御基板１４は、遊技効果ランプ９を駆動する各種回路を搭載しており、当該ラ
ンプ信号に基づき遊技効果ランプ９を駆動し、当該ランプ信号が指定する態様で遊技効果
ランプ９を点灯／消灯する。このようにして、表示制御部１２３は、音声出力、ランプの
点灯／消灯を制御する。
【００９６】
　なお、音声出力、ランプの点灯／消灯の制御（音指定信号やランプ信号の供給等）、可
動体３２の制御（可動体３２を動作させる信号の供給等）は、演出制御用ＣＰＵ１２０が
実行するようにしてもよい。
【００９７】
　乱数回路１２４は、各種演出を実行するために使用される各種の乱数値（演出用乱数）
を示す数値データを更新可能にカウントする。演出用乱数は、演出制御用ＣＰＵ１２０が
所定のコンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新さ
れるもの）であってもよい。
【００９８】
　演出制御基板１２に搭載されたＩ／Ｏ１２５は、例えば主基板１１などから伝送された
演出制御コマンドを取り込むための入力ポートと、各種信号（映像信号、音指定信号、ラ
ンプ信号）を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。
【００９９】
　演出制御基板１２、音声制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、主基板１１以外
の基板をサブ基板ともいう。パチンコ遊技機１のようにサブ基板が機能別に複数設けられ
ていてもよいし、１のサブ基板が複数の機能を有するように構成してもよい。
【０１００】
（動作）
　次に、パチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。
【０１０１】
（主基板１１の主要な動作）
　まず、主基板１１における主要な動作を説明する。パチンコ遊技機１に対して電力供給
が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が起動し、ＣＰＵ１０３によっ
て遊技制御メイン処理が実行される。図３は、主基板１１におけるＣＰＵ１０３が実行す
る遊技制御メイン処理を示すフローチャートである。
【０１０２】
　図３に示す遊技制御メイン処理では、ＣＰＵ１０３は、まず、割込禁止に設定する（ス
テップＳ１）。続いて、必要な初期設定を行う（ステップＳ２）。初期設定には、スタッ
クポインタの設定、内蔵デバイス（ＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）、パラレル入出力ポ
ート等）のレジスタ設定、ＲＡＭ１０２をアクセス可能状態にする設定等が含まれる。
【０１０３】
　次いで、クリアスイッチからの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステップＳ３
）。クリアスイッチは、例えば電源基板に搭載されている。クリアスイッチがオンの状態
で電源が投入されると、出力信号（クリア信号）が入力ポートを介して遊技制御用マイク
ロコンピュータ１００に入力される。クリアスイッチからの出力信号がオンである場合（
ステップＳ３；Ｙｅｓ）、初期化処理（ステップＳ８）を実行する。初期化処理では、Ｃ
ＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファをクリアするＲＡ
Ｍクリア処理を行い、作業領域に初期値を設定する。
【０１０４】
　また、ＣＰＵ１０３は、初期化を指示する演出制御コマンドを演出制御基板１２に送信
する（ステップＳ９）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、当該演出制御コマンドを受信すると
、例えば画像表示装置５において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するため
の画面表示を行う。
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【０１０５】
　クリアスイッチからの出力信号がオンでない場合には（ステップＳ３；Ｎｏ）、ＲＡＭ
１０２（バックアップＲＡＭ）にバックアップデータが保存されているか否かを判定する
（ステップＳ４）。不測の停電等（電断）によりパチンコ遊技機１への電力供給が停止し
たときには、ＣＰＵ１０３は、当該電力供給の停止によって動作できなくなる直前に、電
源供給停止時処理を実行する。この電源供給停止時処理では、ＲＡＭ１０２にデータをバ
ックアップすることを示すバックアップフラグをオンする処理、ＲＡＭ１０２のデータ保
護処理等が実行される。データ保護処理には、誤り検出符号（チェックサム、パリティビ
ット等）の付加、各種データをバックアップする処理が含まれる。バックアップされるデ
ータには、遊技を進行するための各種データ（各種フラグ、各種タイマの状態等を含む）
の他、前記バックアップフラグの状態や誤り検出符号も含まれる。ステップＳ４では、バ
ックアップフラグがオンであるか否かを判定する。バックアップフラグがオフでＲＡＭ１
０２にバックアップデータが記憶されていない場合（ステップＳ４；Ｎｏ）、初期化処理
（ステップＳ８）を実行する。
【０１０６】
　ＲＡＭ１０２にバックアップデータが記憶されている場合（ステップＳ４；Ｙｅｓ）、
ＣＰＵ１０３は、バックアップしたデータのデータチェックを行い（誤り検出符号を用い
て行われる）、データが正常か否かを判定する（ステップＳ５）。ステップＳ５では、例
えば、パリティビットやチェックサムにより、ＲＡＭ１０２のデータが、電力供給停止時
のデータと一致するか否かを判定する。これらが一致すると判定された場合、ＲＡＭ１０
２のデータが正常であると判定する。
【０１０７】
　ＲＡＭ１０２のデータが正常でないと判定された場合（ステップＳ５；Ｎｏ）、内部状
態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、初期化処理（ステップＳ８）を実
行する。
【０１０８】
　ＲＡＭ１０２のデータが正常であると判定された場合（ステップＳ５；Ｙｅｓ）、ＣＰ
Ｕ１０３は、主基板１１の内部状態を電力供給停止時の状態に戻すための復旧処理（ステ
ップＳ６）を行う。復旧処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の記憶内容（バックア
ップしたデータの内容）に基づいて作業領域の設定を行う。これにより、電力供給停止時
の遊技状態に復旧し、特別図柄の変動中であった場合には、後述の遊技制御用タイマ割込
み処理の実行によって、復旧前の状態から特別図柄の変動が再開されることになる。
【０１０９】
　そして、ＣＰＵ１０３は、電断からの復旧を指示する演出制御コマンドを演出制御基板
１２に送信する（ステップＳ７）。これに合わせて、バックアップされている電断前の遊
技状態を指定する演出制御コマンドや、特図ゲームの実行中であった場合には当該実行中
の特図ゲームの表示結果を指定する演出制御コマンドを送信するようにしてもよい。これ
らコマンドは、後述の特別図柄プロセス処理で送信設定されるコマンドと同じコマンドを
使用できる。演出制御用ＣＰＵ１２０は、電断からの復旧時を特定する演出制御コマンド
を受信すると、例えば画像表示装置５において、電断からの復旧がなされたこと又は電断
からの復旧中であることを報知するための画面表示を行う。演出制御用ＣＰＵ１２０は、
前記演出制御コマンドに基づいて、適宜の画面表示を行うようにしてもよい。
【０１１０】
　復旧処理または初期化処理を終了して演出制御基板１２に演出制御コマンドを送信した
後には、ＣＰＵ１０３は、乱数回路１０４を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（
ステップＳ１０）。そして、所定時間（例えば２ｍｓ）毎に定期的にタイマ割込がかかる
ように遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されているＣＴＣのレジスタの設定
を行い（ステップＳ１１）、割込みを許可する（ステップＳ１２）。その後、ループ処理
に入る。以後、所定時間（例えば２ｍｓ）ごとにＣＴＣから割込み要求信号がＣＰＵ１０
３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割込み処理を実行することができる。
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【０１１１】
　こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号
を受信して割込み要求を受け付けると、図４のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割
込み処理を実行する。図４に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ１０
３は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１０を介してゲ
ートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントス
イッチ２３といった各種スイッチからの検出信号の受信の有無を判定する（ステップＳ２
１）。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機１の異
常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（ステップＳ２２
）。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例えばパチンコ遊技機１の外部
に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情報（大当りの発生回数等を
示す情報）、始動情報（始動入賞の回数等を示す情報）、確率変動情報（確変状態となっ
た回数等を示す情報）などのデータを出力する（ステップＳ２３）。
【０１１２】
　情報出力処理に続いて、主基板１１の側で用いられる遊技用乱数の少なくとも一部をソ
フトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実行する（ステップＳ２４）。こ
の後、ＣＰＵ１０３は、特別図柄プロセス処理を実行する（ステップＳ２５）。ＣＰＵ１
０３がタイマ割込み毎に特別図柄プロセス処理を実行することにより、特図ゲームの実行
及び保留の管理や、大当り遊技状態や小当り遊技状態の制御、遊技状態の制御などが実現
される（詳しくは後述）。
【０１１３】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（ステップＳ２６
）。ＣＰＵ１０３がタイマ割込み毎に普通図柄プロセス処理を実行することにより、ゲー
トスイッチ２１からの検出信号に基づく（通過ゲート４１に遊技球が通過したことに基づ
く）普図ゲームの実行及び保留の管理や、「普図当り」に基づく可変入賞球装置６Ｂの開
放制御などを可能にする。普図ゲームの実行は、普通図柄表示器２０を駆動することによ
り行われ、普図保留表示器２５Ｃを点灯させることにより普図保留数を表示する。
【０１１４】
　普通図柄プロセス処理を実行した後、遊技制御用タイマ割込み処理の一部として、電断
が発生したときの処理、賞球を払い出すための処理等などが行われてもよい。その後、Ｃ
ＰＵ１０３は、コマンド制御処理を実行する（ステップＳ２７）。ＣＰＵ１０３は、上記
各処理にて演出制御コマンドを送信設定することがある。ステップＳ２７のコマンド制御
処理では、送信設定された演出制御コマンドを演出制御基板１２などのサブ側の制御基板
に対して伝送させる処理が行われる。コマンド制御処理を実行した後には、割込みを許可
してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。
【０１１５】
　図５は、特別図柄プロセス処理として、図４に示すステップＳ２５にて実行される処理
の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、ＣＰＵ１０３
は、まず、始動入賞判定処理を実行する（ステップＳ１０１）。
【０１１６】
　始動入賞判定処理では、始動入賞の発生を検出し、ＲＡＭ１０２の所定領域に保留情報
を格納し保留記憶数を更新する処理が実行される。始動入賞が発生すると、表示結果（大
当り種別を含む）や変動パターンを決定するための乱数値が抽出され、保留情報として記
憶される。また、抽出した乱数値に基づいて、表示結果や変動パターンを先読み判定する
処理が実行されてもよい。保留情報や保留記憶数を記憶した後には、演出制御基板１２に
始動入賞の発生、保留記憶数、先読み判定等の判定結果を指定するための演出制御コマン
ドを送信するための送信設定が行われる。こうして送信設定された始動入賞時の演出制御
コマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後、図４に示すステップＳ２７のコ
マンド制御処理が実行されることなどにより、主基板１１から演出制御基板１２に対して
伝送される。



(18) JP 2020-142103 A 2020.9.10

10

20

30

40

50

【０１１７】
　Ｓ１０１にて始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２に設けら
れた特図プロセスフラグの値に応じて、ステップＳ１１０～Ｓ１２０の処理のいずれかを
選択して実行する。なお、特別図柄プロセス処理の各処理（ステップＳ１１０～Ｓ１２０
）では、各処理に対応した演出制御コマンドを演出制御基板１２に送信するための送信設
定が行われる。
【０１１８】
　ステップＳ１１０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”（初期値）
のときに実行される。この特別図柄通常処理では、保留情報の有無などに基づいて、第１
特図ゲーム又は第２特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別図柄通常
処理では、表示結果決定用の乱数値に基づき、特別図柄や飾り図柄の表示結果を「大当り
」または「小当り」とするか否かや「大当り」とする場合の大当り種別を、その表示結果
が導出表示される以前に決定（事前決定）する。さらに、特別図柄通常処理では、決定さ
れた表示結果に対応して、特図ゲームにおいて停止表示させる確定特別図柄（大当り図柄
や小当り図柄、ハズレ図柄のいずれか）が設定される。その後、特図プロセスフラグの値
が“１”に更新され、特別図柄通常処理は終了する。なお、第２特図を用いた特図ゲーム
が第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行されるようにしてもよい（特図２優先
消化ともいう）。また、第１始動入賞口及び第２始動入賞口への遊技球の入賞順序を記憶
し、入賞順に特図ゲームの開始条件を成立させるようにしてもよい（入賞順消化ともいう
）。
【０１１９】
　乱数値に基づき各種の決定を行う場合には、ＲＯＭ１０１に格納されている各種のテー
ブル（乱数値と比較される決定値が決定結果に割り当てられているテーブル）が参照され
る。主基板１１における他の決定、演出制御基板１２における各種の決定についても同じ
である。演出制御基板１２においては、各種のテーブルがＲＯＭ１２１に格納されている
。
【０１２０】
　ステップＳ１１１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される。この変動パターン設定処理には、表示結果を「大当り」または「小当り」
とするか否かの事前決定結果等に基づき、変動パターン決定用の乱数値を用いて変動パタ
ーンを複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。変動パターン設定処理で
は、変動パターンを決定したときに、特図プロセスフラグの値が“２”に更新され、変動
パターン設定処理は終了する。
【０１２１】
　変動パターンは、特図ゲームの実行時間（特図変動時間）（飾り図柄の可変表示の実行
時間でもある）や、飾り図柄の可変表示の態様（リーチの有無等）、飾り図柄の可変表示
中の演出内容（リーチ演出の種類等）を指定するものであり、可変表示パターンとも呼ば
れる。
【０１２２】
　ステップＳ１１２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のときに実
行される。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開
始してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。また、計測された経過時間が
変動パターンに対応する特図変動時間に達したか否かの判定も行われる。そして、特別図
柄の変動を開始してからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラ
グの値が“３”に更新され、特別図柄変動処理は終了する。
【０１２３】
　ステップＳ１１３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実
行される。この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
置４Ｂにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の表示結果となる確定特別図柄を停止表
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示（導出）させるための設定を行う処理が含まれている。そして、表示結果が「大当り」
である場合には特図プロセスフラグの値が“４”に更新される。その一方で、大当りフラ
グがオフであり、表示結果が「小当り」である場合には、特図プロセスフラグの値が“８
”に更新される。また、表示結果が「ハズレ」である場合には、特図プロセスフラグの値
が“０”に更新される。表示結果が「小当り」又は「ハズレ」である場合、時短状態や確
変状態に制御されているときであって、回数切りの終了成立する場合には、遊技状態も更
新される。特図プロセスフラグの値が更新されると、特別図柄停止処理は終了する。
【０１２４】
　ステップＳ１１４の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに実
行される。この大当り開放前処理には、表示結果が「大当り」となったことなどに基づき
、大当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設
定を行う処理などが含まれている。大入賞口を開放状態とするときには、大入賞口扉用の
ソレノイド８２に対してソレノイド駆動信号を供給する処理が実行される。このときには
、例えば大当り種別がいずれであるかに対応して、大入賞口を開放状態とする開放上限期
間や、ラウンドの上限実行回数を設定する。これらの設定が終了すると、特図プロセスフ
ラグの値が“５”に更新され、大当り開放前処理は終了する。
【０１２５】
　ステップＳ１１５の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに実
行される。この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測
する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球の
個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否か
を判定する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入
賞口扉用のソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実
行した後、特図プロセスフラグの値が“６”に更新し、大当り開放中処理を終了する。
【０１２６】
　ステップＳ１１６の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに実
行される。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が
設定された上限実行回数に達したか否かを判定する処理や、上限実行回数に達した場合に
大当り遊技状態を終了させるための設定を行う処理などが含まれている。そして、ラウン
ドの実行回数が上限実行回数に達していないときには、特図プロセスフラグの値が“５”
に更新される一方、ラウンドの実行回数が上限実行回数に達したときには、特図プロセス
フラグの値が“７”に更新される。特図プロセスフラグの値が更新されると、大当り解放
後処理は終了する。
【０１２７】
　ステップＳ１１７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行
される。この大当り終了処理には、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエ
ンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大
当り遊技状態の終了に対応して確変制御や時短制御を開始するための各種の設定を行う処
理などが含まれている。こうした設定が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“
０”に更新され、大当り終了処理は終了する。
【０１２８】
　ステップＳ１１８の小当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“８”のときに実
行される。この小当り開放前処理には、表示結果が「小当り」となったことに基づき、小
当り遊技状態において大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれてい
る。このときには、特図プロセスフラグの値が“９”に更新され、小当り開放前処理は終
了する。
【０１２９】
　ステップＳ１１９の小当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“９”のときに実
行される。この小当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測
する処理や、その計測した経過時間などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に
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戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。大入賞口を閉鎖状態
に戻して小当り遊技状態の終了タイミングとなったときには、特図プロセスフラグの値が
“１０”に更新され、小当り開放中処理は終了する。
【０１３０】
　ステップＳ１２０の小当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“１０”のときに実
行される。この小当り終了処理には、小当り遊技状態の終了を報知する演出動作が実行さ
れる期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれている。ここで、
小当り遊技状態が終了するときには、小当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機１にお
ける遊技状態を継続させる。小当り遊技状態の終了時における待ち時間が経過したときに
は、特図プロセスフラグの値が“０”に更新され、小当り終了処理は終了する。
【０１３１】
（演出制御基板１２の主要な動作）
　次に、演出制御基板１２における主要な動作を説明する。演出制御基板１２では、電源
基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用ＣＰＵ１２０が起動して、図６のフロ
ーチャートに示すような演出制御メイン処理を実行する。図６に示す演出制御メイン処理
を開始すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、所定の初期化処理を実行して（ステッ
プＳ７１）、ＲＡＭ１２２のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板１２に搭載さ
れたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定等を行う。また、初期動作制御処理
を実行する（ステップＳ７２）。初期動作制御処理では、可動体３２を駆動して初期位置
に戻す制御、所定の動作確認を行う制御といった可動体３２の初期動作を行う制御が実行
される。
【０１３２】
　その後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う（ステップＳ７３
）。タイマ割込みフラグは、例えばＣＴＣのレジスタ設定に基づき、所定時間（例えば２
ミリ秒）が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグがオ
フであれば（ステップＳ７３；Ｎｏ）、ステップＳ７３の処理を繰り返し実行して待機す
る。
【０１３３】
　また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１からの演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割
込みは、例えば主基板１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることにより発生す
る割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、
演出制御用ＣＰＵ１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態
にならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが
望ましい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる
割込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信
割込み処理では、Ｉ／Ｏ１２５に含まれる入力ポートのうちで、中継基板１５を介して主
基板１１から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドを
取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えばＲＡＭ１２２に設けられた
演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、割込
み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。
【０１３４】
　ステップＳ７３にてタイマ割込みフラグがオンである場合には（ステップＳ７３；Ｙｅ
ｓ）、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップＳ７４）、コ
マンド解析処理を実行する（ステップＳ７５）。コマンド解析処理では、例えば主基板１
１の遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信されて演出制御コマンド受信用バッ
ファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出
制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。例えば、どの演出制御コマンドを受
信したかや演出制御コマンドが特定する内容等を演出制御プロセス処理等で確認できるよ
うに、読み出された演出制御コマンドをＲＡＭ１２２の所定領域に格納したり、ＲＡＭ１
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２２に設けられた受信フラグをオンしたりする。また、演出制御コマンドが遊技状態を特
定する場合、遊技状態に応じた背景の表示を表示制御部１２３に指示してもよい。
【０１３５】
　ステップＳ７５にてコマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行
する（ステップＳ７６）。演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置５の表示領域
における演出画像の表示動作、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作、遊技効果ランプ
９及び装飾用ＬＥＤといった装飾発光体における点灯動作、可動体３２の駆動動作といっ
た、各種の演出装置を動作させる制御が行われる。また、各種の演出装置を用いた演出動
作の制御内容について、主基板１１から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決
定、設定などが行われる。
【０１３６】
　ステップＳ７６の演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され（ス
テップＳ７７）、演出制御基板１２の側で用いられる演出用乱数の少なくとも一部がソフ
トウェアにより更新される。その後、ステップＳ７３の処理に戻る。ステップＳ７３の処
理に戻る前に、他の処理が実行されてもよい。
【０１３７】
　図７は、演出制御プロセス処理として、図６のステップＳ７６にて実行される処理の一
例を示すフローチャートである。図７に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、まず、先読予告設定処理を実行する（ステップＳ１６１）。先読予告設
定処理では、例えば、主基板１１から送信された始動入賞時の演出制御コマンドに基づい
て、先読み予告演出を実行するための判定や決定、設定などが行われる。また、当該演出
制御コマンドから特定される保留記憶数に基づき保留表示を表示するための処理が実行さ
れる。
【０１３８】
　ステップＳ１６１の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばＲＡＭ１２
２に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップＳ１７０～Ｓ１
７７の処理のいずれかを選択して実行する。
【０１３９】
　ステップＳ１７０の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“０”（初期
値）のときに実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板１１から可変
表示の開始を指定するコマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置５における
飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。画像表示装置５
における飾り図柄の可変表示を開始すると判定された場合、演出プロセスフラグの値を“
１”に更新し、可変表示開始待ち処理を終了する。
【０１４０】
　ステップＳ１７１の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される処理である。この可変表示開始設定処理では、演出制御コマンドにより特定
される表示結果や変動パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の表示結果（確定飾り図
柄）、飾り図柄の可変表示の態様、リーチ演出や各種予告演出などの各種演出の実行の有
無やその態様や実行開始タイミングなどを決定する。そして、その決定結果等を反映した
演出制御パターン（表示制御部１２３に演出の実行を指示するための制御データの集まり
）を設定する。その後、設定した演出制御パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の実
行開始を表示制御部１２３に指示し、演出プロセスフラグの値を“２”に更新し、可変表
示開始設定処理を終了する。表示制御部１２３は、飾り図柄の可変表示の実行開始の指示
により、画像表示装置５において、飾り図柄の可変表示を開始させる。
【０１４１】
　ステップＳ１７２の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“２”のときに
実行される処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
表示制御部１２３を指示することで、ステップＳ１７１にて設定された演出制御パターン
に基づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、可動体３２を駆動さ



(22) JP 2020-142103 A 2020.9.10

10

20

30

40

50

せること、音声制御基板１３に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８
Ｒから音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の
出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、飾
り図柄の可変表示中における各種の演出制御を実行する。こうした演出制御を行った後、
例えば演出制御パターンから飾り図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこ
と、あるいは、主基板１１から確定飾り図柄を停止表示させることを指定するコマンドを
受信したことなどに対応して、飾り図柄の表示結果となる確定飾り図柄を停止表示させる
。確定飾り図柄を停止表示したときには、演出プロセスフラグの値が“３”に更新され、
可変表示中演出処理は終了する。
【０１４２】
　ステップＳ１７３の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“３”のときに実
行される処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、主基
板１１から大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定する演出制御コマン
ドの受信があったか否かを判定する。そして、大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始
することを指定する演出制御コマンドを受信したきに、そのコマンドが大当り遊技状態の
開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を“６”に更新する。これに対し
て、そのコマンドが小当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグ
の値を小当り中演出処理に対応した値である“４”に更新する。また、大当り遊技状態又
は小当り遊技状態を開始することを指定するコマンドを受信せずに、当該コマンドの受信
待ち時間が経過したときには、特図ゲームにおける表示結果が「ハズレ」であったと判定
して、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新する。演出プロセスフラグの
値を更新すると、特図当り待ち処理を終了する。
【０１４３】
　ステップＳ１７４の小当り中演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“４”のとき
に実行される処理である。この小当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
例えば小当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設
定内容に基づく小当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、小当り中演出
処理では、例えば主基板１１から小当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受
信したことに対応して、演出プロセスフラグの値を小当り終了演出に対応した値である“
５”に更新し、小当り中演出処理を終了する。
【０１４４】
　ステップＳ１７５の小当り終了演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“５”のと
きに実行される処理である。この小当り終了演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、例えば小当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定
内容に基づく小当り遊技状態の終了時における各種の演出制御を実行する。その後、演出
プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新し、小当り終了演出処理を終了する。
【０１４５】
　ステップＳ１７６の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“６”のときに実
行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例え
ば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内
容に基づく大当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、大当り中演出処理
では、例えば主基板１１から大当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受信し
たことに対応して、演出制御プロセスフラグの値をエンディング演出処理に対応した値で
ある“７”に更新し、大当り中演出処理を終了する。
【０１４６】
　ステップＳ１７７のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“７”のとき
に実行される処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、例えば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定
内容に基づく大当り遊技状態の終了時におけるエンディング演出の各種の演出制御を実行
する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新し、エンディング演
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出処理を終了する。
【０１４７】
（基本説明の変形例）
　この発明は、上記基本説明で説明したパチンコ遊技機１に限定されず、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲で、様々な変形及び応用が可能である。
【０１４８】
　上記基本説明のパチンコ遊技機１は、入賞の発生に基づいて所定数の遊技媒体を景品と
して払い出す払出式遊技機であったが、遊技媒体を封入し入賞の発生に基づいて得点を付
与する封入式遊技機であってもよい。
【０１４９】
　特別図柄の可変表示中に表示されるものは１種類の図柄（例えば、「－」を示す記号）
だけで、当該図柄の表示と消灯とを繰り返すことによって可変表示を行うようにしてもよ
い。さらに可変表示中に当該図柄が表示されるものも、可変表示の停止時には、当該図柄
が表示されなくてもよい（表示結果としては「－」を示す記号が表示されなくてもよい）
。
【０１５０】
　上記基本説明では、遊技機としてパチンコ遊技機１を示したが、メダルが投入されて所
定の賭け数が設定され、遊技者による操作レバーの操作に応じて複数種類の図柄を回転さ
せ、遊技者によるストップボタンの操作に応じて図柄を停止させたときに停止図柄の組合
せが特定の図柄の組み合わせになると、所定数のメダルが遊技者に払い出されるゲームを
実行可能なスロット機（例えば、ビッグボーナス、レギュラーボーナス、ＲＴ、ＡＴ、Ａ
ＲＴ、ＣＺ（以下、ボーナス等）のうち１以上を搭載するスロット機）にも本発明を適用
可能である。
【０１５１】
　本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機１に含まれるコンピ
ュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定される
ものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にインストールしておくこと
で配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム及び
データは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネットワ
ーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わない
。
【０１５２】
　そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するもの
だけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモ
リ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としても
よい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うこ
とによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【０１５３】
　なお、本明細書において、演出の実行割合などの各種割合の比較の表現（「高い」、「
低い」、「異ならせる」などの表現）は、一方が「０％」の割合であることを含んでもよ
い。例えば、一方が「０％」の割合で、他方が「１００％」の割合又は「１００％」未満
の割合であることも含む。
【０１５４】
（特徴部１１２ＩＷに関する説明）
　次に、特徴部１１２ＩＷについて説明する。先ず、図８－１及び図８－２に示すように
、パチンコ遊技機（遊技機）１は、大別して、縦長の方形枠状に形成された外枠１１２Ｉ
Ｗ００１ａと、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２（図１参照）と、遊技盤２を支
持固定する遊技機用枠（台枠）１１２ＩＷ００３とから構成されている。遊技盤２には、
遊技領域が形成され、この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が所定の打球発射装置



(24) JP 2020-142103 A 2020.9.10

10

20

30

40

50

から発射されて打ち込まれる。また、遊技機用枠１１２ＩＷ００３には、ガラス窓を有す
るガラス扉枠１１２ＩＷ００３ａが左側辺を中心として遊技機用枠１１２ＩＷ００３の前
面を開放する扉開放位置と該前面を閉鎖する扉閉鎖位置との間で回動可能に設けられ、該
ガラス扉枠１１２ＩＷ００３ａにより遊技領域を開閉できるようになっており、ガラス扉
枠１１２ＩＷ００３ａを閉鎖したときにガラス窓を通して遊技領域を透視できるようにな
っている。
【０１５５】
　また、遊技機用枠１１２ＩＷ００３は、遊技場の店員等が所有する扉キーを図示しない
錠前に挿入して解錠することで開放可能となり、店員以外の遊技者等は遊技機用枠１１２
ＩＷ００３及びガラス扉枠１１２ＩＷ００３ａを開放することはできないようになってい
る。
【０１５６】
　主基板１１は、第１部材と第２部材とにより開放可能に構成された基板ケース１１２Ｉ
Ｗ２０１に収納された状態でパチンコ遊技機１の背面に搭載されている。また、主基板１
１には、後述する設定変更状態または設定確認状態に切り替えるための設定キー１１２Ｉ
Ｗ０５１と、設定変更状態において後述する大当りの当選確率（出玉率）等の設定値を変
更するための設定スイッチとして機能する設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２が設けられ
ている。
【０１５７】
　これら設定キー１１２ＩＷ０５１及び設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２といった遊技
者が操作可能な操作部が設けられた設定切替本体部は、主基板１１とともに基板ケース１
１２ＩＷ２０１内に収容されており、設定キー１１２ＩＷ０５１及び設定切替スイッチ１
１２ＩＷ０５２は、基板ケース１１２ＩＷ２０１を開放しなくても操作可能となるように
基板ケース１１２ＩＷ２０１の背面右部に形成された開口を介して背面側に露出している
。
【０１５８】
　設定キー１１２ＩＷ０５１及び設定切替スイッチ５２を有する基板ケース１１２ＩＷ２
０１は、パチンコ遊技機１の背面に設けられているため、遊技機用枠３を閉鎖した状態で
はパチンコ遊技機１の正面側からの操作が不可能であり、所定の扉キーを用いて遊技機用
枠３を開放することで操作が可能となる。また、設定キー１１２ＩＷ０５１は、遊技場の
店員等が所有する設定キーの操作を要することから、設定キーを所持する店員のみ操作が
可能とされている。また、設定キー１１２ＩＷ０５１は、後述するＯＮとＯＦＦの切替操
作を実行可能なスイッチでもある。尚、この特徴部１１２ＩＷでは、扉キーと設定キーと
が別個のキーである形態を例示したが、一のキーにて兼用されていてもよい。
【０１５９】
　また、基板ケース１１２ＩＷ２０１には、図８－８（Ａ）に示すように、表示モニタ１
１２ＩＷ０２９と、該表示モニタ１１２ＩＷ０２９の表示を切り替えるための表示切替ス
イッチ１１２ＩＷ０３０が配置されている。これら表示モニタ１１２ＩＷ０２９及び表示
切替スイッチ１１２ＩＷ０３０は、主基板１１に接続されているとともに、基板ケース１
１２ＩＷ２０１の左上部に配置されている。つまり、表示モニタ１１２ＩＷ０２９及び表
示切替スイッチ１１２ＩＷ０３０は、基板ケース１１２ＩＷ２０１における主基板１１を
視認する際の正面に配置されている。主基板１１は、遊技機用枠１１２ＩＷ００３を開放
していない状態では視認できないので、主基板１１を視認する際の正面とは、遊技機用枠
１１２ＩＷ００３を開放した状態における遊技盤２の裏面側を視認する際の正面であり、
パチンコ遊技機１の正面とは異なる。ただし、主基板１１を視認する際の正面とパチンコ
遊技機１の正面とが共通するようにしてもよい。
【０１６０】
　前述したように、本特徴部１１２ＩＷにおける設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替ス
イッチ１１２ＩＷ０５２は、遊技機用枠３を閉鎖した状態ではパチンコ遊技機１の正面側
からは操作が不可能となっているが、該パチンコ遊技機１が設置される遊技島の内側等か
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ら設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２が操作される虞がある
。そこで本特徴部１１２ＩＷでは、図８－２及び図８－３に示すように、外枠１１２ＩＷ
００１ａの右端部には、遊技機用枠１１２ＩＷ００３の閉鎖時に、設定キー１１２ＩＷ０
５１と設定切替スイッチ５２とを含む基板ケース１１２ＩＷ２０１の右側部を背面側から
被覆するセキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ａが取り付けられている。このキュリティ
ーカバー１１２ＩＷ５００Ａは、前後方向を向く短片１１２ＩＷ５００Ａａと、該短片１
１２ＩＷ５００Ａａの後端部からパチンコ遊技機１の左側方に向けて伸びる長片１１２Ｉ
Ｗ５００Ａｂと、を備える略Ｌ字状の部材であって、透過性を有する板状の合成樹脂材に
よって構成されている。短片１１２ＩＷ５００Ａａの上下寸法は、基板ケース１１２ＩＷ
２０１の背板の上下寸法とほぼ同寸とされている。また、セキュリティカバー１１２ＩＷ
５００Ａは、短片１１２ＩＷ５００Ａａの前端部を介して外枠１１２ＩＷ００１ａの右端
部に固定されている。
【０１６１】
　尚、図８－２に示すように、長片１１２ＩＷ５００Ａｂは、遊技機用枠１１２ＩＷ００
３が閉鎖されている状態において、基板ケース１１２ＩＷ２０１の右部にパチンコ遊技機
１の後方から当接（または近接）することによって設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替
スイッチ１１２ＩＷ０５２とを含む基板ケース１１２ＩＷ２０１の右側部をパチンコ遊技
機１の背面側から被覆する。このため、設定キー１１２ＩＷ０５１及び設定切替スイッチ
１１２ＩＷ０５２は、長片１１２ＩＷ５００Ａｂによって操作不能な状態となる。一方で
、図８－３に示すように、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が開放されている状態においては
、設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２とは、遊技機用枠１１
２ＩＷ００３とともに移動して長片１１２ＩＷ５００Ａｂから離間することによって長片
１１２ＩＷ５００Ａｂによる被覆状態が解除されることで操作可能な状態となる。
【０１６２】
　つまり、本特徴部１１２ＩＷにおけるパチンコ遊技機１は、遊技機用枠１１２ＩＷ００
３が閉鎖されている状態においては、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ａによって設
定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を含む操作部に対する操作
が規制される規制状態に維持される一方で、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が開放されてい
る状態においては、前述したセキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ａによる規制状態が解
除され、設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２との操作が許容
される許容状態となる。
【０１６３】
　基板ケース１１２ＩＷ２０１は、パチンコ遊技機１の背面側に設けられているため、遊
技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖されている状態において、設定キー１１２ＩＷ０５１や
設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２にアクセスすることは極めて困難であるため、遊技場
の店員等が扉キーにより遊技機用枠１１２ＩＷ００３を開放しない限り設定キー１１２Ｉ
Ｗ０５１や設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を操作して設定値を変更することはできな
い。
【０１６４】
　しかし、パチンコ遊技機１が遊技場の遊技島（図示略）に設置された状態において、遊
技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖されていても、例えば、パチンコ遊技機１に隣接する他
のパチンコ遊技機との間に設置されるカードユニット等の遊技用装置やスペーサ部材とパ
チンコ遊技機１との間から針金やセル板等の不正部材を進入させて、パチンコ遊技機１の
背面側にある設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を操作する
ことで設定値が変更されるといった不正行為が行われる可能性があるため、遊技機用枠１
１２ＩＷ００３が閉鎖されている状態においてセキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ａに
よって設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を含む操作部に対
する操作が規制される規制状態に維持されることで、上記不正行為を好適に抑制すること
ができる。
【０１６５】
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　また、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖され、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００
Ａによって設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を含む基板ケ
ース１１２ＩＷ２０１の背面右側が被覆されている規制状態でも、透過性を有するセキュ
リティカバー１１２ＩＷ５００Ａを通して、基板ケース１１２ＩＷ２０１に収容されてい
る主基板１１等を透視することができるため、主基板１１におけるＣＰＵ１０３などの電
子部品が実装される実装面や封印シール等の状況を容易に確認することができる。
【０１６６】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１から読み出
したプログラムを実行し、ＲＡＭ１０２をワークエリアとして用いることで、パチンコ遊
技機１における遊技の進行を制御するための各種の処理が実行される。また、ＣＰＵ１０
３は、乱数生成プログラムを実行することで、主基板１１の側において用いられる各種の
乱数の全てを生成可能とされている。
【０１６７】
　本特徴部１１２ＩＷでは、主基板１１の側において、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ
１の他、大当り種別判定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン判定用の乱数値ＭＲ３、普図表
示結果判定用の乱数値ＭＲ４、ＭＲ４の初期値決定用の乱数値ＭＲ５のそれぞれを示す数
値データが、カウント可能に制御される。尚、遊技効果を高めるために、これら以外の乱
数値が用いられてもよい。これらの乱数値ＭＲ１～ＭＲ５は、ＣＰＵ１０３にて、異なる
ランダムカウンタを用いて、ソフトウェアによる更新によってカウントするようにしても
よいし、乱数回路１０４によって更新されてもよい。乱数回路１０４は、遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００に内蔵されるものであってもよいし、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００とは異なる乱数回路チップとして構成されるものであってもよい。こうした
遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。
【０１６８】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム制御用のプ
ログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種のテーブルデータなどが
記憶されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が各種の判定や決定を行うた
めに用意された、図８－４及び図８－５などに示す複数の判定テーブルを構成するテーブ
ルデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が主基板１１から各
種の制御信号を出力させるために用いられる複数の制御パターンテーブルを構成するテー
ブルデータや、特別図柄や普通図柄などの変動表示における各図柄の変動態様となる変動
パターンを複数種類格納する変動パターンテーブルなどが記憶されている。
【０１６９】
　ＲＯＭ１０１が記憶する判定テーブルには、例えば図８－４（Ａ）に示す表示結果判定
テーブル（設定値１）、図８－４（Ｂ）に示す表示結果判定テーブル（設定値２）、図８
－４（Ｃ）に示す表示結果判定テーブル（設定値３）、図８－５（Ａ）に示す大当り種別
判定テーブルの他、大当り変動パターン判定テーブル（図示略）、小当り変動パターン判
定テーブル（図示略）、図８－６に示すハズレ変動パターン判定テーブル、普図表示結果
判定テーブル（図示略）、普図変動パターン判定テーブル（図示略）などが含まれている
。
【０１７０】
　本特徴部１１２ＩＷにおけるパチンコ遊技機１は、設定値に応じて大当りの当選確率（
出玉率）が変わる構成とされている。具体的には、特別図柄プロセス処理の特別図柄通常
処理において、設定値に応じた表示結果判定テーブル（当選確率）を用いることにより、
大当りの当選確率（出玉率）が変わるようになっている。設定値は１～３の３段階からな
り、１が最も出玉率が低く、１、２、３の順に値が大きくなるほど出玉率が高くなる。す
なわち、設定値として１が設定されている場合には遊技者にとって最も有利度が低く、２
、３の順に値が大きくなるほど有利度が段階的に高くなる。なお、本特徴部１１２ＩＷで
は、小当りの当選確率については、設定値に関係なく同じである。
【０１７１】
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（表示結果判定テーブル）
　図８－４（Ａ）～（Ｃ）は、各設定値に対応する表示結果判定テーブルを示す説明図で
ある。表示結果判定テーブルとは、ＲＯＭ１０１に記憶されているデータの集まりであっ
て、ＭＲ１と比較される当り判定値が設定されているテーブルである。各表示結果判定テ
ーブルは、変動特図指定バッファが１（第１）である、つまり、第１特別図柄が変動表示
の対象とされている場合と、変動特図指定バッファが２（第２）である、つまり、第２特
別図柄が変動表示の対象とされている場合のそれぞれについて、大当りとする判定値と、
小当りとする判定値が設定されている。
【０１７２】
　図８－４（Ａ）に示すように、設定値１に対応する表示結果判定テーブルを用いるとき
に、変動特図指定バッファが第１である場合、つまり、第１特別図柄が変動表示の対象と
されている場合には、設定値が「２」、「３」である場合よりも低い確率（非確変時は１
／３２０、確変時は１／３２）で大当りに当選する。一方、これら判定値のうちの一部が
小当りに対応する判定値として設定されており、設定値が「２」、「３」である場合と同
じ確率（１／９９）で小当りに当選するようになっている。また、変動特図指定バッファ
が第２である場合には、大当りに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第１で
ある場合と同様の判定値が設定されており、第２特別図柄が変動表示の対象とされている
場合にも、第１特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（非確変時は１／
３２０、確変時は１／３２）で大当りに当選する。一方、これら判定値のうちの半数が小
当りに対応する判定値として設定されていることで、第１特別図柄が変動表示の対象とさ
れている場合よりも高い確率（１／２）で小当りに当選するようになっている。
【０１７３】
　また、図８－４（Ｂ）に示すように、設定値２に対応する表示結果判定テーブルを用い
るときに、変動特図指定バッファが第１である場合には、設定値が「１」である場合より
も高い確率（非確変時は１／３００、確変時は１／３０）で大当りに当選する。一方、こ
れら判定値のうちの一部が小当りに対応する判定値として設定されており、設定値が「１
」、「３」である場合と同じ確率（１／９９）で小当りに当選するようになっている。ま
た、変動特図指定バッファが第２である場合には、大当りに対応する判定値として、変動
特図指定バッファが第１である場合と同様の判定値が設定されており、第２特別図柄が変
動表示の対象とされている場合にも、第１特別図柄が変動表示の対象とされている場合と
同じ確率（非確変時は１／３００、確変時は１／３０）で大当りに当選する。一方、これ
ら判定値のうちの半数が小当りに対応する判定値として設定されていることで、第１特別
図柄が変動表示の対象とされている場合よりも高い確率であり、かつ、設定値が「１」、
「３」である場合と同じ確率（１／２）で小当りに当選するようになっている。
【０１７４】
　また、図８－４（Ｃ）に示すように、設定値３に対応する表示結果判定テーブルを用い
るときに、変動特図指定バッファが第１である場合には、設定値が「１」、「２」である
場合よりも高い確率（非確変時は１／２８０、確変時は１／２８）で大当りに当選する。
一方、これら判定値のうちの一部が小当りに対応する判定値として設定されており、設定
値が「１」、「２」である場合と同じ確率（１／９９）で小当りに当選するようになって
いる。また、変動特図指定バッファが第２である場合には、大当りに対応する判定値とし
て、変動特図指定バッファが第１である場合と同様の判定値が設定されており、第２特別
図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第１特別図柄が変動表示の対象とされてい
る場合と同じ確率（非確変時は１／２８０、確変時は１／２８）で大当りに当選する。一
方、これら判定値のうちの半数が小当りに対応する判定値として設定されていることで、
第１特別図柄が変動表示の対象とされている場合よりも高い確率であり、かつ、設定値が
「１」、「２」である場合と同じ確率（１／２）で小当りに当選するようになっている。
【０１７５】
　つまり、ＣＰＵ１０３は、その時点で設定されている設定値に対応する表示結果判定テ
ーブルを参照して、ＭＲ１の値が図８－４（Ａ）～（Ｃ）に示す大当りに対応するいずれ
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かの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り（大当り種別Ａ～大当り種別Ｃ）
とすることを決定する。また、ＭＲ１が図８－４（Ａ）～（Ｃ）に示す小当りに対応する
いずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当りとすることを決定する。す
なわち、設定値に応じた確率で大当り及び小当りの当選を決定する。尚、図８－４（Ａ）
～（Ｃ）に示す「確率」は、大当りになる確率（割合）並びに小当りになる確率（割合）
を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大当り遊技状態に制御するか
否か決定するということであるが、第１特別図柄表示器４Ａまたは第２特別図柄表示器４
Ｂにおける停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。また、小当
りにするか否か決定するということは、小当り遊技状態に制御するか否か決定するという
ことであるが、第１特別図柄表示器４Ａまたは第２特別図柄表示器４Ｂにおける停止図柄
を小当り図柄にするか否か決定するということでもある。
【０１７６】
　なお、本例では、図８－４に示すように、設定値に関係なく、小当りの当選確率が同じ
である場合を示しているが、そのような態様にかぎられない。例えば、大当りの当選確率
と同様に、１、２、３の順に設定値の値が大きくなるほど小当りの当選確率が高くなるよ
うに構成してもよい。また、この場合、小当りの当選確率の設定差が大当りの当選確率の
設定差と同じ比率となるようにしてもよい。具体的には、設定値「１」における小当りの
当選確率を１／１００とするのであれば、設定値「２」における小当りの当選確率が１／
９３．７５となるように設計し、設定値「３」における小当りの当選確率が１／８７．５
となるように設定してもよい。
【０１７７】
　また、小当りを設けない遊技機において、本特徴部１１２ＩＷで示した構成を適用する
ように構成してもよい。
【０１７８】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、ＣＰＵ１０３は、図８－４（Ａ）～（Ｃ）に示す表示
結果判定テーブルを用いて大当りまたは小当りとするか否かを判定するようになっている
が、大当り判定テーブルと小当り判定テーブルとを別個に設け、大当りの判定は、変動特
図指定バッファによらず第１特別図柄の変動表示である場合と第２特別図柄の変動表示で
ある場合とで共通のテーブルを用いて行うようにし、小当りの判定は、変動特図指定バッ
ファが第１である場合と第２である場合とで別個のテーブルを用いて行うようにしてもよ
い。
【０１７９】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、設定値「１」＜設定値「２」＜設定値「３」の順に有
利度が高くなる場合を示しているが、例えば、遊技状態に応じて有利度の順位が変化する
ように構成してもよい。例えば、高確率／高ベース状態に制御され、次回の大当りが発生
するまで高確率／高ベース状態が維持され、且つ小当り遊技である程度の賞球が得られる
ように構成された遊技機に適用した場合に、本例では、図８－４に示すように、第２特別
図柄の変動表示が実行される場合には１／２の高い確率で小当りが発生し賞球が得られや
すい期間となりうるので、特定の遊技状態（この例では、高確率／高ベース状態）では、
他の遊技状態とは異なり、逆に大当りが発生しにくい（高確率／高ベース状態が継続しや
すい）設定値「１」が最も有利度が高い設定となるようにしてもよい。
【０１８０】
　また、例えば、確変状態（高確率状態）に制御された後、所定回数（確変終了回数）の
変動表示が実行されたことにもとづいて確変状態が終了する遊技機に適用した場合に、同
じ確変終了回数であれば、設定値「１」＜設定値「２」＜設定値「３」の順に確変継続率
（連荘率）が高くなるように構成してもよい。
【０１８１】
　尚、本特徴部１１２ＩＷでは、パチンコ遊技機１に設定可能な設定値として１～３の計
３個の設定値を設けているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチンコ遊技機
１に設定可能な設定値は、２個または４個以上であってもよい。
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【０１８２】
（大当り種別判定テーブル）
　図８－５（Ａ）は、ＲＯＭ１０１に記憶されている大当り種別判定テーブルを示す説明
図である。なお、本特徴部１１２ＩＷでは、遊技球が第１始動入賞口に入賞したことに基
づく保留記憶を用いて（すなわち、第１特別図柄の変動表示が行われるとき）大当り種別
を決定する場合と、遊技球が第２始動入賞口に入賞したことに基づく保留記憶を用いて（
すなわち、第２特別図柄の変動表示が行われるとき）大当り種別を決定する場合とで、共
通の大当り種別判定テーブルを用いるように構成されているが、異なるテーブルを設けて
、いずれの大当り種別に決定されるかの割合が異なるようにしてもよい。
【０１８３】
　大当り種別判定テーブルは、変動表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたとき
に、大当り種別判定用の乱数（ＭＲ２）に基づいて、大当りの種別を大当り種別Ａ～大当
り種別Ｃのうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。
【０１８４】
　図８－５（Ａ）に示す大当り種別判定テーブルにおいては、設定値ごとに大当り種別判
定用の乱数（ＭＲ２）に対応する判定値が割り当てられているが、説明を簡略化するため
に、割り当てられた判定値の割合が示されている。つまり、設定値ごとに大当り種別Ａ～
大当り種別Ｃのいずれに判定されるかの割合が示されている。なお、後述する図８－６に
示すハズレ変動パターン判定テーブルや、図８－７に示す非リーチハズレ変動パターン判
定テーブル等についても、実際には乱数に対応する判定値が割り当てられているが、説明
を簡略化するために、割り当てられた判定値の割合が示されている。
【０１８５】
　図８－５（Ａ）に示すように、大当り種別判定テーブルにおいては、設定値が「１」で
ある場合、大当り種別Ｃに決定される割合が高く、設定値が「２」である場合、大当り種
別Ｂに決定される割合が高く、設定値が「３」である場合、大当り種別Ａに決定される割
合が高くなるように判定値が割り当てられている。
【０１８６】
　ここで、本特徴部１１２ＩＷにおける大当り種別について、図８－５（Ｂ）を用いて説
明すると、本特徴部１１２ＩＷでは、大当り種別毎に、大当り遊技におけるファンファー
レ期間、インターバル期間およびエンディング期間がそれぞれ定められている。
【０１８７】
　ファンファーレ期間とは、例えば、主基板１１側において、ステップＳ１１４の大当り
開放前処理が実行される期間であり、演出制御基板１２側において、大当り図柄が停止表
示された後に、大当り遊技状態の開始を報知する演出動作としてのファンファーレ演出が
実行される期間である。
【０１８８】
　インターバル期間とは、例えば、主基板１１側において、ステップＳ１１６の大当り開
放後処理が実行される期間であり、演出制御基板１２側において、大入賞口を開放状態と
するラウンドが終了した後に、次のラウンドの開始を報知する演出動作としてのインター
バル演出が実行される期間である。
【０１８９】
　エンディング期間とは、例えば、主基板１１側において、ステップＳ１１７の大当り終
了処理が実行される期間であり、演出制御基板１２側において、大当り遊技状態の終了を
報知する演出動作としてのエンディング演出が実行される期間である。
【０１９０】
　図８－５（Ｂ）に示すように、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディ
ング期間は、大当り種別Ａの場合に最も長くなり、次に大当り種別Ｂの場合に長くなり、
大当り種別Ｃの場合に最も短くなるように設定されている。
【０１９１】
　上述のように、本特徴部１１２ＩＷでは、設定値が「１」である場合には、大当り種別
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Ｃと判定される割合が高いため、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディ
ング期間が比較的短くなりやすい。一方、設定値が「３」である場合には、大当り種別Ａ
と判定される割合が高いため、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディン
グ期間が比較的長くなりやすい。よって、設定値が「１」＜「２」＜「３」の順に、ファ
ンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期間は長くなる。
【０１９２】
　本特徴部１１２ＩＷでは、設定値が「１」＜「２」＜「３」の順に、大当りの当選確率
（出玉率）が高くなるように構成されているが、同時に、設定値が「１」＜「２」＜「３
」の順に、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期間は
長くなるようにも構成されている。このような構成により、大当りの当選確率（出玉率）
が高い設定であるときには、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング
期間の平均期間を長くすること、すなわち遊技の進行を遅らせることができ、射幸性が高
くなり過ぎてしまうことを防止することができる。
【０１９３】
　本特徴部１１２ＩＷでは、大当り遊技中に、設定値を示唆する大当り中示唆演出（詳細
については後述する）を実行可能に構成されているが、この大当り中示唆演出をファンフ
ァーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間において実行可能である。そのよ
うな構成により、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の興趣
を高めることができる。また、遊技者の関心を大当り中示唆演出に向けることにより、各
期間の長短に気付かれにくくすることができる。
【０１９４】
　なお、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間においては、設
定される期間の長さに関わらず、共通の演出を実行するようにしてもよい。この場合には
、遊技者が期間の長短に気付きにくい演出（例えば、静止画像の表示等）が共通して実行
されることが望ましい。
【０１９５】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、大当り種別ごとにファンファーレ期間、インターバル
期間およびエンディング期間が設定され、設定値ごとにいずれの大当り種別と判定される
かの割合が異なるように構成することにより、大当りの当選確率（出玉率）が高い設定で
あるときには、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期
間を長くする、すなわち遊技の進行を遅らせるようにしているが、このような構成に限ら
ず、設定値ごとにファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間が固定
的に設定されているようにしてもよい。また、例えば、予め定められた期間が異なる複数
種類のファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間からいずれかを抽
選によって決定するようにしてもよい。この場合には、大当り種別Ａ＜Ｂ＜Ｃの順に、比
較的長い期間が設定されたファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期
間が選択される割合が高くなるように判定値が設定されたテーブルを用いることで、設定
値が「１」＜「２」＜「３」の順に、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエン
ディング期間の平均期間が長くなるようにすることができる。
【０１９６】
　本特徴部１１２ＩＷでは、大当り種別Ａ～大当り種別Ｃのいずれの場合にも、大当り遊
技状態の終了後において実行される時短制御および確変制御は、所定回数（本特徴部１１
２ＩＷでは１００回）の特図ゲームが実行されること、或いは該所定回数の特図ゲームが
実行される前に大当り遊技状態となることにより終了するが、例えば、大当り種別ごとに
時短制御および確変制御の回数が異なるようにしてもよいし、特定の大当り種別の場合に
は、大当り遊技状態の終了後において実行される高確制御および時短制御が、該大当り遊
技状態の終了後において再度大当りが発生するまで継続して実行されるようにしてもよい
。このような特定の大当り種別となる場合には、大当り遊技状態が通常状態を介すること
なく連続的に発生する、いわゆる連荘状態となる。本特徴部１１２ＩＷでは、パチンコ遊
技機１に設定される設定値毎に大当りとなる割合が異なるように構成されているが、この
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ような構成に加えて、または代えて、設定値毎に確変継続率（連荘率）が異なるようにし
てもよい。
【０１９７】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、大当り種別Ａ～大当り種別Ｃに有利度（例えば、大当
り遊技中のラウンド数や、時短制御および確変制御の有無、制御回数など）の違いはなく
、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期間が異なるよ
うに構成されているが、例えば、大当り種別ごとに、大当り遊技中のラウンド数や、時短
制御および確変制御の有無、制御回数を異ならせ、有利度が異なるようにしてもよい。こ
の場合には、ラウンド中の演出は、大当り種別ごとに異なるようにしてもよいし、大当り
種別に関わらず同じようにしてもよい。
【０１９８】
　尚、本特徴部１１２ＩＷでは、設定されている設定値に応じて、変動表示結果が大当り
となる場合の大当り種別を大当り種別Ａ、大当り種別Ｂ、大当り種別Ｃから異なる割合で
決定する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、設定されてい
る設定値によっては、大当り種別Ａ、大当り種別Ｂ、大当り種別Ｃのうち、決定され得な
い大当り種別が１つまたは複数あってもよい。つまり、設定されている設定値に応じて大
当り種別の決定割合が異なることには、いずれかの大当り種別を決定しないこと（決定割
合が０％である）や、特定の大当り種別を１００％の割合で決定すること含まれている。
【０１９９】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、大当り種別に応じてファンファーレ期間、インターバ
ル期間およびエンディング期間が異なる場合を示したが、そのような態様にかぎらず、大
当り種別によらずにファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間を異
ならせるように構成してもよい。例えば、設定値「１」～「３」のいずれであるかに応じ
て、その設定値に応じたファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間
を一律に決定するように構成してもよい。また、例えば、設定値「１」～「３」のいずれ
であるかに応じて、その設定値に応じた選択確率による抽選処理を行い、ファンファーレ
期間、インターバル期間およびエンディング期間を決定するように構成してもよい。
【０２００】
　このように、本特徴部１１２ＩＷでは、設定されている設定値に応じて変動表示結果が
大当りとなった場合の大当り種別の決定割合が異なっているので、遊技興趣を向上できる
ようになっている。
【０２０１】
　尚、本特徴部１１２ＩＷでは、大当り種別を大当り種別判定用の乱数値であるＭＲ２を
用いて決定しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、大当り種別は、特図表
示結果判定用の乱数値であるＭＲ１を用いて決定してもよい。
【０２０２】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、パチンコ遊技機１に設定される設定値が大きいほど遊
技者にとって有利となる（大当り確率や小当り確率が高まることや、大当り種別としての
大当り種別Ｃが決定されやすくなること等）形態を例示しているが、本発明はこれに限定
されるものではなく、パチンコ遊技機１に設定される設定値が小さいほど遊技者にとって
有利となるようにしてもよい。
【０２０３】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、パチンコ遊技機１に設定される設定値に応じて大当り
確率が変化する一方で、遊技性自体は変化しない形態を例示しているが、本発明はこれに
限定されるものではなく、パチンコ遊技機１に設定される設定値に応じて遊技性が変化す
るようにしてもよい。
【０２０４】
　例えば、パチンコ遊技機１に設定される設定値が１である場合は、通常状態での大当り
確率が１／３２０、確変状態が６５％の割合でループする遊技性（所謂確変ループタイプ
）とし、パチンコ遊技機１に設定されている設定値が２である場合は、通常状態での大当
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り確率が１／２００、大当り遊技中の特定のラウンドにおいて遊技球が特別可変入賞球装
置７内に設けられた所定のカウントスイッチを通過することに基づいて大当り遊技終了後
の遊技状態を確変状態に制御する一方で、大当り種別に応じて大当り遊技中に遊技球が該
カウントスイッチを通過する割合が異なる遊技性（所謂Ｖ確変タイプ）とし、パチンコ遊
技機１に設定されている設定値が３である場合は、大当り確率が１／３２０且つ小当り確
率が１／５０であり、高ベース中（時短制御中）に遊技球が特別可変入賞球装置７内に設
けられた所定のカウントスイッチを通過することに基づいて大当り遊技状態に制御する遊
技性（所謂１種２種混合タイプ）としてもよい。更に、パチンコ遊技機１に設定されてい
る設定値が１～３と遊技性が同一であるが、これら設定値が１～３のいずれかである場合
よりも大当り確率や小当り確率が高い一方で大当り遊技中に獲得可能な賞球数が少ない設
定（例えば、パチンコ遊技機１に設定されている設定値が４である場合）を設けてもよい
。
【０２０５】
　更に、このように、設定値に応じて遊技性を変化させる場合は、共通のスイッチを異な
る用途に使用してもよい。具体的には、上述の例であれば、設定値が１や４の場合は、特
別可変入賞球装置７内に設けられた所定のカウントスイッチを演出用スイッチ（遊技球が
該カウントスイッチを通過する毎に所定の演出を実行するためのスイッチ）として使用し
、設定値が２や３の場合は、特別可変入賞球装置７内に設けられた所定のカウントスイッ
チを遊技用スイッチ（遊技球が該カウントスイッチを通過したことに基づいて遊技状態を
確変状態や大当り遊技状態に制御するためのスイッチ）として使用してもよい。
【０２０６】
（変動パターン判定テーブル）
　また、ＲＯＭ１０１には、変動パターン判定用の乱数値ＭＲ３に基づいて変動パターン
を決定するための変動パターン判定テーブルも記憶されており、変動パターンを、事前決
定結果に応じて前述した複数種類のうちのいずれかの変動パターンに決定する。
【０２０７】
　具体的には、変動パターン判定テーブルとしては、変動表示結果を「大当り」にするこ
とが事前決定されたときに使用される大当り変動パターン判定テーブルと、変動表示結果
を「小当り」にすることが事前決定されたときに使用される小当り変動パターン判定テー
ブルと、変動表示結果を「ハズレ」にすることが事前決定されたときに使用されるハズレ
変動パターン判定テーブルとが予め用意されている。
【０２０８】
（ハズレ変動パターン判定テーブル）
　図８－６は、ハズレ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。本特徴部１１２Ｉ
Ｗでは、電源投入時に設定変更が行われた時点から変動表示が所定回（本例では３０回）
実行されるまでの期間（以下、特別期間ともいう）と、それ以外の期間（以下、非特別期
間ともいう）とで、異なるハズレ変動パターン判定テーブルを用いるように構成されてい
る。
【０２０９】
　具体的には、特別期間においては、図８－６（Ａ）に示す第１ハズレ変動パターン判定
テーブルを用いて変動パターンを判定し、非特別期間においては、図８－６（Ｂ）に示す
第２ハズレ変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを判定する。なお、本特徴部
１１２ＩＷでは、電源投入時に設定変更が行われた時点から変動表示が所定回（本例では
３０回）実行されるまでの期間を特別期間としているが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、例えば、電源投入時に設定変更が行われたか否かに関わらず、変動表示が所定
回（本例では３０回）実行されるまでの期間を特別期間としてもよい。また、リアルタイ
ムクロック等を用いて、所定の時間帯（例えば、午前９時から午前１１時まで）であれば
特別期間としてもよい。また、初回の大当りが発生するまでの期間を特別期間としてもよ
い。
【０２１０】
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　図８－６（Ａ），（Ｂ）に示す第１，第２ハズレ変動パターン判定テーブルは、いずれ
も設定値「１」＜「２」＜「３」の順に、ノーマルリーチハズレやスーパーリーチハズレ
となる割合が高く、非リーチハズレとなる割合が低くなるように判定値が割り当てられて
いる。このような構成により、設定値に応じてノーマルリーチやスーパーリーチの実行割
合が異なるため、ノーマルリーチやスーパーリーチが実行される頻度によって設定値が示
唆されることになる。
【０２１１】
　また、図８－６（Ａ）に示す第１ハズレ変動パターン判定テーブルは、図８－６（Ｂ）
に示す第２ハズレ変動パターン判定テーブルよりも、ノーマルリーチハズレとなる割合が
高く、さらに設定値間のノーマルリーチハズレとなる割合の差が大きくなるように判定値
が割り当てられている。このような構成により、特別期間においては、非特別期間よりも
ノーマルリーチが実行される頻度の違いが認識しやすくなる（すなわち設定値の示唆を認
識しやすくなる）ため、特別期間に遊技を行う動機を与えることができ、遊技興趣を高め
ることができる。
【０２１２】
　なお、例えば、スーパーリーチを伴う変動パターン（またはそのうちの特定の変動パタ
ーン）については、設定値の違いに関わらず（または特別期間と非特別期間との違いに関
わらず）、同じ割合で決定されるようにしてもよい。このようにすることにより、設定値
に応じて、特定の変動パターン（本例ではノーマルリーチハズレ）のみ実行割合が異なる
ことになり、特定の変動パターンが実行される頻度によって設定値が示唆されることにな
る。なお、逆に、設定値に応じてスーパーリーチハズレとなる変動パターンの選択割合も
異ならせてもよい。
【０２１３】
　また、図８－６（Ａ），（Ｂ）に示す第１，第２ハズレ変動パターン判定テーブルは、
設定値に応じて、非リーチハズレ以外のときに、ノーマルリーチハズレとスーパーリーチ
ハズレとのいずれとなるかの割合（すなわち、ノーマルリーチハズレ：スーパーリーチハ
ズレのバランス）が異なるように判定値が割り当てられている。具体的には、図８－６（
Ａ）に示す第１ハズレ変動パターン判定テーブルは、設定値「１」＜「２」＜「３」の順
に、ノーマルリーチハズレの比率が著しく高くなり（本例では、５％ずつ高くなる）、具
体的には、図８－６（Ｂ）に示す第２ハズレ変動パターン判定テーブルは、設定値「１」
＜「２」＜「３」の順に、ノーマルリーチハズレの比率が僅かに高くなる（本例では、０
．２％ずつ高くなる）ように構成されている。このような構成により、ノーマルリーチハ
ズレとスーパーリーチハズレとの選択傾向によって設定値が示唆されることになる。また
、特別期間と非特別期間とで選択傾向の違いを大きくすることができる。
【０２１４】
　本特徴部１１２ＩＷでは、設定値に応じて、異なる割合で設定示唆演出を実行可能であ
るが、これは、設定値に応じてノーマルリーチハズレおよびスーパーリーチハズレ全体の
実行割合が異なること、設定値に応じてノーマルリーチハズレおよびスーパーリーチハズ
レの実行比率が異なること、設定値に応じてノーマルリーチハズレのみ実行割合が異なる
ことを含む概念である。
【０２１５】
　本特徴部１１２ＩＷでは、図８－６（Ａ），（Ｂ）に示す第１，第２ハズレ変動パター
ン判定テーブルのいずれが用いられたときにも、画像表示装置５において共通の背景画像
を表示して、飾り図柄の変動表示を行う。また、設定値が１～３のいずれに設定されてい
るときにも、画像表示装置５において共通の背景画像を表示して、飾り図柄の変動表示を
行う。なお、特別期間や電源投入時から変動表示が所定回（本例では３０回）実行される
までの期間のみ、専用の背景画像が表示されるようにしてもよい。このような構成により
、特別期間や電源投入時から変動表示が所定回（本例では３０回）実行されるまでの期間
の遊技興趣を高めることができる。
【０２１６】
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　なお、本特徴部１１２ＩＷの例に限らず、例えば、設定値を示唆する特殊変動パターン
（例えば、演出図柄の変動表示の態様が通常とは異なる変動パターンであって、設定値１
または２の場合にのみ選択される）を設け、特別期間においてのみ特殊変動パターンが選
択され得るようにしてもよい。このような構成によっても、特別期間に遊技を行う動機を
与えることができ、遊技興趣を高めることができる。
【０２１７】
（非リーチハズレ変動パターン判定テーブル）
　図８－７は、非リーチハズレ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。本特徴部
１１２ＩＷでは、変動時間が異なる複数種類の非リーチハズレ変動パターンが設けられて
おり、変動パターンが非リーチハズレに決定されたときに、さらに非リーチハズレＡ～Ｃ
のいずれにするかに決定するように構成されている。なお、このような構成に限らず、例
えば、図８－６に示すハズレ変動パターン判定テーブルに、非リーチハズレＡ～Ｃが含ま
れるようにして、非リーチハズレＡ～Ｃ、ノーマルリーチハズレ、スーパーリーチハズレ
のいずれかに決定するように構成してもよい。
【０２１８】
　図８－７に示すように、非リーチハズレ変動パターン判定テーブルにおいては、設定値
が「１」である場合、非リーチハズレＣ（変動時間７秒）に決定される割合が高く、設定
値が「２」である場合、非リーチハズレＢ（変動時間８秒）に決定される割合が高く、設
定値が「３」である場合、非リーチハズレＡ（変動時間９秒）に決定される割合が高くな
るように判定値が割り当てられている。
【０２１９】
　本特徴部１１２ＩＷでは、設定値が「１」である場合には、非リーチハズレＣと判定さ
れる割合が高いため、非リーチハズレ時の変動時間が比較的短くなりやすい。一方、設定
値が「３」である場合には、非リーチハズレＡと判定される割合が高いため、非リーチハ
ズレ時の変動時間が比較的長くなりやすい。よって、設定値が「１」＜「２」＜「３」の
順に、平均変動時間が長くなる。
【０２２０】
　本特徴部１１２ＩＷでは、設定値が「１」＜「２」＜「３」の順に、大当りの当選確率
（出玉率）が高くなるように構成されているが、同時に、設定値が「１」＜「２」＜「３
」の順に、平均変動時間が長くなるようにも構成されている。このような構成により、大
当りの当選確率（出玉率）が高い設定であるときには、平均変動時間を長くすること、す
なわち遊技の進行を遅らせることができ、射幸性が高くなり過ぎてしまうことを防止する
ことができる。
【０２２１】
　本特徴部１１２ＩＷでは、設定値に応じて、変動時間が異なる非リーチハズレＡ～Ｃの
いずれとなるかの割合を異ならせることにより、平均変動時間が異なるように構成されて
いるが、例えば、非リーチハズレ以外の変動パターン（例えば、ノーマルリーチハズレや
スーパーリーチハズレ等）も、変動時間が異なるように複数種類設け、設定値に応じて、
選択される割合が異なるようにしてもよい。なお、変動パターン（例えば、ノーマルリー
チハズレやスーパーリーチハズレ等）を変動時間が異なるように複数種類設ける場合には
、演出図柄の揺れ表示や高速変動表示の時間等を異ならせるようにして、演出等の見え方
には違いがないようにすることが望ましい。
【０２２２】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、設定値に応じて、平均変動時間が異なるように構成さ
れているが、このような構成に代えて、または加えて、設定値に応じて、確定演出図柄（
最終停止図柄）が停止表示される期間が異なるようにしてもよい。このような構成により
、大当りの当選確率（出玉率）が高い設定であるときには、確定演出図柄（最終停止図柄
）が停止表示される期間を長くすること、すなわち遊技の進行を遅らせることができ、射
幸性が高くなり過ぎてしまうことを防止することができる。
【０２２３】
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　また、本特徴部１１２ＩＷでは、非リーチハズレＡ～Ｃにそれぞれ変動時間が設定され
、設定値ごとに非リーチハズレＡ～Ｃのいずれに決定するかの割合が異なるように構成す
ることにより、大当りの当選確率（出玉率）が高い設定であるときには、平均変動時間を
長くする、すなわち遊技の進行を遅らせるようにしているが、このような構成に限らず、
設定値ごとに各変動パターンの変動時間が固定的に設定され、大当りの当選確率（出玉率
）が高い設定の方が、変動時間が長くなるようにしてもよい。
【０２２４】
　なお、本特徴部１１２ＩＷでは、他の変動パターンに比べて変動時間が短い短縮用の変
動パターンが設けられている。例えば、非リーチハズレＡ（変動時間９秒）よりも変動時
間が短い短縮非リーチハズレ（変動時間１．５秒）の変動パターンが設けられている。そ
して、この短縮用の変動パターンは、例えば、保留記憶数が所定数（例えば３）以上であ
るときに、用いられるように構成されている。このような構成は、保留記憶数が上限に達
している状態、または上限に近い状態であるときに、この状態を解消して、効率的に変動
表示を行う（すなわち効率的に遊技を進行する）ことを目的とするものである。ゆえに、
保留記憶数が所定数以上であるときに、遊技の進行を遅らせることは不適当であるともい
える。そのため、本特徴部１１２ＩＷでは、保留記憶数が所定数以上であるときに用いら
れる短縮用の変動パターンについては、設定値に関わらず、共通の変動時間となっている
。なお、本特徴部１１２ＩＷの構成に関わらず、保留記憶数が所定数以上であるときに用
いられる短縮用の変動パターンについても、設定値に応じて変動時間を異ならせるように
してもよい。
【０２２５】
（表示モニタ１１２ＩＷ０２９）
　本特徴部１１２ＩＷでは、パチンコ遊技機１において、各入賞口（大入賞口、第２大入
賞口、第１始動入賞口、第２始動入賞口、一般入賞口）への遊技球の進入数の集計を行い
、該集計による連比、役比、ベースなどの各種の入賞情報を算出可能である。
【０２２６】
　具体的には、図８－８（Ａ）及び図８－８（Ｂ）に示すように、表示モニタ１１２ＩＷ
０２９は、第１表示部１１２ＩＷ０２９Ａ、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂ、第３表示部
１１２ＩＷ０２９Ｃ、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅ
を備えている。第１表示部１１２ＩＷ０２９Ａ～第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅは、いず
れも「８」の字を描く７つのセグメントによって構成される７セグメントと、７セグメン
トの右側方下部に配置されたドットによって構成されている。これらの第１表示部１１２
ＩＷ０２９Ａ～第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅは、それぞれ種々の色、例えば赤色、青色
、緑色、黄色、白色等で点灯、点滅可能とされている。また、これらの色を極短周期で変
化させながら異なる色やいわゆるレインボーで表示させることもできる。
【０２２７】
　表示モニタ１１２ＩＷ０２９には、図８－８（Ｂ）に示す表示Ｎｏ１～６の各項目が表
示される。１桁目の第１表示部１１２ＩＷ０２９Ａには集計させた設定値（１～３）が表
示され、２桁目の第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂと３桁目の第３表示部１１２ＩＷ０２９
Ｃには集計期間が表示され、４桁目の第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄと５桁目の第５表示
部１１２ＩＷ０２９Ｅには数値が百分率で表示される。表示Ｎｏ１では、短期の連比が表
示され、表示Ｎｏ２では、短期の役比が表示される。表示Ｎｏ３では、総累計の連比が表
示され、表示Ｎｏ４では、総累計の役比が表示される。また、表示Ｎｏ５では、前回の賞
球６００００個に基づいて算出されたベース（ベース１）が表示され、表示Ｎｏ６では、
直前の賞球６００００個に基づいて算出されたベース（ベース２）が表示される。
【０２２８】
　ここでの短期とは、払い出された賞球数（獲得球数）が６０００個であった期間を意味
する。総累計を求める期間は、連比、役比の算出を開始してからの通算、又は連比、役比
の計算を一旦リセットしてからの通算の期間を意味する。
【０２２９】
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　なお、上記の例では、連比や役比、ベースは、遊技状態によらずに算出するが、遊技状
態を考慮して算出してもよい。例えば、連比は、賞球合計数のうち、大当り遊技状態中の
大入賞口への入賞による賞球数が占める割合としてもよい。また、役比は、賞球合計数の
うち、高ベース状態中の第２始動入賞口への入賞による賞球数と大当り遊技状態中の大入
賞口への入賞による賞球数が占める割合としてもよい。また、ベースは、低ベース状態と
高ベース状態とで個別に算出してもよい。
【０２３０】
　表示Ｎｏ１の短期連比が表示される場合には、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂ及び第３
表示部１１２ＩＷ０２９Ｃに「ｙ６．」が表示され、表示Ｎｏ２の短期役比が表示される
場合には、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂ及び第３表示部１１２ＩＷ０２９Ｃに「ｙ７．
」が表示される。また、表示Ｎｏ１の短期連比が表示される場合には、第４表示部１１２
ＩＷ０２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、短期連比が百分率表示（％表示）
され、表示Ｎｏ２の短期役比が表示される場合には、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄ及び
第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、短期役比が百分率表示（％表示）される。
【０２３１】
　表示Ｎｏ３の総累計連比が表示される場合には、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂ及び第
３表示部１１２ＩＷ０２９Ｃに「Ａ６．」が表示され、表示Ｎｏ４の総累計役比が表示さ
れる場合には、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂ及び第３表示部１１２ＩＷ０２９Ｃに「Ａ
７．」が表示される。また、表示Ｎｏ３の総累計連比が表示される場合には、第４表示部
１１２ＩＷ０２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、総累計連比が百分率表示（
％表示）され、表示Ｎｏ４の総累計役比が表示される場合には、第４表示部１１２ＩＷ０
２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、総累計役比が百分率表示（％表示）され
る。
【０２３２】
　表示Ｎｏ５のベース１が表示される場合には、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂ及び第３
表示部１１２ＩＷ０２９Ｃに「ｂＬ．」が表示され、表示Ｎｏ４のベース２が表示される
場合には、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂ及び第３表示部１１２ＩＷ０２９Ｃに「Ｂ６．
」が表示される。また、表示Ｎｏ５のベース１が表示される場合には、第４表示部１１２
ＩＷ０２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、総累計連比が百分率表示（％表示
）され、表示Ｎｏ６のベース２が表示される場合には、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄ及
び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、総累計役比が百分率表示（％表示）される。
【０２３３】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、主基板１１（ＣＰＵ１０３）は、表示モニタ１１２Ｉ
Ｗ０２９に対して、連比、役比、ベースを表示する制御を行う。ここで、主基板１１は、
複数の項目を順次表示する制御を行う。図８－９（Ａ）は、役物比率表示装置に表示され
る項目の表示時間を示すタイムチャートである。図８－９（Ａ）に示すように、表示モニ
タ１１２ＩＷ０２９に対する表示を開始すると、まず表示Ｎｏ１の短期連比が表示される
。表示Ｎｏ１の短期連比の表示は、緑字で表示される。表示Ｎｏ１の短期連比の表示では
、図８－９（Ｂ－１）に示すように、第１表示部１１２ＩＷ０２９Ａに設定値である「１
」が表示され、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂに「ｙ」の文字が表示され、第３表示部１
１２ＩＷ０２９Ｃに「６．」の文字が表示される。また、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄ
及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、短期連比が表示される。例えば、短期連比が４
１％の場合、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄに「４．」の文字が表示され、第５表示部１
１２ＩＷ０２９Ｅに「１．」の文字が表示される。
【０２３４】
　表示Ｎｏ１の表示が５秒間継続すると、表示Ｎｏ２の短期役比が表示される。表示Ｎｏ
２の短期連比の表示は、赤字で表示される。表示Ｎｏ２の短期役比の表示では、図８－９
（Ｂ－２）に示すように、第１表示部１１２ＩＷ０２９Ａに設定値である「１」が表示さ
れ、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂに「ｙ」の文字が表示され、第３表示部１１２ＩＷ０
２９Ｃに「７．」の文字が表示される。また、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄ及び第５表
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示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、短期役比が表示される。例えば、短期役比が６３％の場合
、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄに「４．」の文字が表示され、第５表示部１１２ＩＷ０
２９Ｅに「３．」の文字が表示される。
【０２３５】
　表示Ｎｏ２の表示が５秒間継続すると、表示Ｎｏ３の総累計連比が表示される。表示Ｎ
ｏ３の総累計連比の表示は、赤字で表示される。表示Ｎｏ３の総累計連比の表示では、図
８－９（Ｂ－３）に示すように、第１表示部１１２ＩＷ０２９Ａに設定値である「１」が
表示され、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂに「Ａ」の文字が表示され、第３表示部１１２
ＩＷ０２９Ｃに「６．」の文字が表示される。また、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄ及び
第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、総累計連比が表示される。例えば、総累計連比が５
８％の場合、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄに「５．」の文字が表示され、第５表示部１
１２ＩＷ０２９Ｅに「８．」の文字が表示される。
【０２３６】
　表示Ｎｏ３の表示が５秒間継続すると、表示Ｎｏ４の総累計役比が表示される。表示Ｎ
ｏ４の総累計役比の表示は、赤字で表示される。表示Ｎｏ４の総累計役比の表示では、図
８－９（Ｂ－４）に示すように、第１表示部１１２ＩＷ０２９Ａに設定値である「１」が
表示され、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂに「Ａ」の文字が表示され、第３表示部１１２
ＩＷ０２９Ｃに「７．」の文字が表示される。また、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄ及び
第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、総累計役比が表示される。例えば、総累計役比が６
８％の場合、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄに「６．」の文字が表示され、第５表示部１
１２ＩＷ０２９Ｅに「８．」の文字が表示される。
【０２３７】
　表示Ｎｏ４の表示が５秒間継続すると、図８－９（Ｂ－５）に示すように、表示Ｎｏ５
のベース１が表示される。表示Ｎｏ５のベース１の表示は、赤字で表示される。表示Ｎｏ
５のベース１の表示では、図８－９（Ｂ－５）に示すように、第１表示部１１２ＩＷ０２
９Ａに設定値である「１」が表示され、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂに「ｂ」の文字が
表示され、第３表示部１１２ＩＷ０２９Ｃに「Ｌ．」の文字が表示される。また、第４表
示部１１２ＩＷ０２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、前回の賞球６００００
個に基づいて算出したベース１が表示される。例えば、ベース１が４０％の場合、第４表
示部１１２ＩＷ０２９Ｄに「４．」の文字が表示され、第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅに
「０．」の文字が表示される。
【０２３８】
　表示Ｎｏ５の表示が５秒間継続すると、図８－９（Ｂ－６）に示すように、表示Ｎｏ６
のベース２が表示される。表示Ｎｏ６のベース２の表示は、赤字で表示される。表示Ｎｏ
６のベース２の表示では、図８－９（Ｂ－６）に示すように、第１表示部１１２ＩＷ０２
９Ａに設定値である「１」が表示され、第２表示部１１２ＩＷ０２９Ｂに「ｂ」の文字が
表示され、第３表示部１１２ＩＷ０２９Ｃに「６．」の文字が表示される。また、第４表
示部１１２ＩＷ０２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅには、直前の賞球６００００
個に基づいて算出したベース２が表示される。例えば、ベース２が４２％の場合、第４表
示部１１２ＩＷ０２９Ｄに「４．」の文字が表示され、第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅに
「２」の文字が表示される。
【０２３９】
　そして、表示Ｎｏ５の表示が５秒間継続すると図８－９（Ｂ－１）に示すように、表示
Ｎｏ１の短期連比が表示される。表示Ｎｏ１の短期連比が表示される。以後、表示Ｎｏ１
の短期連比～表示Ｎｏ６のベース２の表示が５秒毎に順次表示される。また、その表示の
色は、表示Ｎｏ１の短期連比のみが緑色とされ、表示Ｎｏ２の短期役比～表示Ｎｏ５のベ
ース２は赤色とされる。このように、表示モニタ１１２ＩＷ０２９は、短期連比、短期役
比、総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２を５秒ごとに切り替えて表示する。
【０２４０】
　更に、これら短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２の表
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示は、図８－９（Ａ）及び図８－９（Ｂ－１）～図８－９（Ｂ－６）に示すように、表示
切替スイッチ１１２ＩＷ０３０の操作に基づいて、設定値が「１」の場合の短期連比、短
期役比、総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２の表示、設定値が「２」の場合の
短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２の表示、設定値が「
３」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２の表示
に順次変更することが可能となっている。尚、設定値が「１」の場合の短期連比、短期役
比、総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２の表示中に表示切替スイッチ１１２Ｉ
Ｗ０３０が操作された場合は、第１表示部１１２ＩＷ０２９Ａに表示される数値が「２」
に更新されるとともに、第４表示部１１２ＩＷ０２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９
Ｅに表示される短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２の数
値が設定値「２」の値に切り替わる。
【０２４１】
　また、設定値が「２」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース
１、ベース２の表示中に表示切替スイッチ１１２ＩＷ０３０が操作された場合は、第１表
示部１１２ＩＷ０２９Ａに表示される数値が「３」に更新されるとともに、第４表示部１
１２ＩＷ０２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅに表示される短期連比、短期役比、
総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２の数値が設定値「３」の値に切り替わる。
【０２４２】
　そして、設定値が「３」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベー
ス１、ベース２の表示中に表示切替スイッチ１１２ＩＷ０３０が操作された場合は、第１
表示部１１２ＩＷ０２９Ａに表示される数値が「１」に更新されるとともに、第４表示部
１１２ＩＷ０２９Ｄ及び第５表示部１１２ＩＷ０２９Ｅに表示される短期連比、短期役比
、総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２の数値が設定値「１」の値に切り替わる
。
【０２４３】
　尚、本特徴部１１２ＩＷでは、表示モニタ１１２ＩＷ０２９においては、各設定値にお
ける連比、役比、ベースを表示可能な形態を例示しているが、本発明はこれに限定される
ものではなく、表示モニタ１１２ＩＷ０２９においてはこれら連比、役比、ベースのうち
、１の数値のみ、或いはいずれか２の数値のみ表示可能であってもよい。
【０２４４】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、付与された賞球数に基づく情報である連比、役比、ベ
ースを算出し、これら連比、役比、ベースを表示モニタ１１２ＩＷ０２９にて表示する形
態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、連比、役比、ベースを算
出せずに、表示モニタ１１２ＩＷ０２９には、付与された賞球数の履歴を表示するように
してもよい。
【０２４５】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、表示モニタ１１２ＩＷ０２９において、短期連比のみ
赤色で表示し、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース１、ベース２については緑色
にて表示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、短期連比と短期役比、総
累計連比及び総累計役比を同色にて表示し、ベース１とベース２とについては短期連比、
短期役比、総累計連比、総累計役比とは異なる同一の色にて表示してもよい。
【０２４６】
　（設定変更処理）
　次に、本特徴部１１２ＩＷにおけるパチンコ遊技機１の設定値の変更について説明する
。図８－１０および図８－１１は、特徴部１１２ＩＷにおける遊技制御メイン処理を示す
フローチャートである。なお、本特徴部１１２ＩＷにおいて、ステップＩＷＳ００１～Ｓ
００２の処理は、図３で示したステップＳ１～Ｓ２の処理と同様である。
【０２４７】
　初期設定を行うと、ＣＰＵ１０３は、遊技機への電源供給を開始したときに演出制御手
段（具体的には、演出制御用ＣＰＵ１２０）が起動するまでの時間を計測するための演出
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制御手段起動待ちタイマをセットする（ステップ１１２ＩＷＳ００３）。この場合、演出
制御手段起動待ちタイマには、遊技機への電源供給を開始してから演出制御用ＣＰＵ１２
０が起動するまでに十分な時間がセットされる。次いで、ＣＰＵ１０３は、演出制御手段
起動待ちタイマの値を１減算し（ステップ１１２ＩＷＳ００４）、減算後の演出制御手段
起動待ちタイマの値が０となっているか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ００５）
。演出制御手段起動待ちタイマの値が０となっていなければ、ステップ１１２ＩＷＳ００
４に戻り、ステップ１１２ＩＷＳ００４～Ｓ００５の処理を繰り返し実行する。演出制御
手段起動待ちタイマの値が０となっていれば、ステップ１１２ＩＷＳ００６に移行する。
【０２４８】
　ステップ１１２ＩＷＳ００３～Ｓ００５の処理が実行されることによって、演出制御用
ＣＰＵ１２０が起動するまで待ってからステップ１１２ＩＷＳ００６以降の処理が実行さ
れ、設定値の変更や確認、ＲＡＭの初期化や復旧処理などが実行される。そのため、後述
する設定値コマンドや初期化指定コマンド、復旧時のコマンドなど各種のコマンド類が演
出制御用ＣＰＵ１２０が起動する前に送信されてしまうような事態を防止することができ
、コマンドの取りこぼしが発生することを防止することができる。
【０２４９】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、例えば、ＲＡＭ１０２に工場出荷時の設定のままであること
を示す工場出荷時設定フラグ（例えば、このフラグは、後述するＲＡＭクリア処理１，２
や復旧処理が実行されてもクリアされないようにし、後述する設定変更処理が実行された
ときにクリアされる）がセットされるようにしておき、ステップ１１２ＩＷＳ００６では
、この工場出荷時設定フラグがセットされているか否かを確認するようにすればよい。な
お、そのような態様にかぎらず、例えば、設定値として工場出荷時のままであることを示
す値（例えば、「０」や「－」）をセットするようにし、ステップ１１２ＩＷＳ００６で
設定値の値が工場出荷時の値のままであるか否かを確認するようにしてもよい。工場出荷
時の設定のままであれば（ステップ１１２ＩＷＳ００６；Ｎｏ）、ステップＩＷＳ０１０
に移行する。
【０２５０】
　工場出荷時の設定でなければ（ステップ１１２ＩＷＳ００６；Ｙｅｓ）、すなわち少な
くとも既に１回は設定値の変更が行われていれば、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ４と同様
の処理により、ＲＡＭ１０２（バックアップＲＡＭ）にバックアップデータが保存されて
いるか否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳ００７）。具体的には、ステップ１１２Ｉ
ＷＳ００７では、ＣＰＵ１０３は、バックアップフラグがオンであるか否かを判定する。
バックアップフラグがオフでＲＡＭ１０２にバックアップデータが記憶されていない場合
（ステップ１１２ＩＷＳ００７；Ｎｏ）、ステップＩＷＳ０１０に移行する。
【０２５１】
　ＲＡＭ１０２にバックアップデータが記憶されている場合（ステップ１１２ＩＷＳ００
７；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ５と同様の処理により、バックアップしたデ
ータのデータチェックを行い（誤り検出符号を用いて行われる）、データが正常か否かを
判定する（ステップ１１２ＩＷＳ００８）。ステップ１１２ＩＷＳ００８では、例えば、
パリティビットやチェックサムにより、ＲＡＭ１０２のデータが、電力供給停止時のデー
タと一致するか否かを判定する。これらが一致すると判定された場合、ＲＡＭ１０２のデ
ータが正常であると判定する。ＲＡＭ１０２のデータが正常でないと判定された場合（ス
テップ１１２ＩＷＳ００８；Ｎｏ）、ステップＩＷＳ０１０に移行する。
【０２５２】
　ＲＡＭ１０２のデータが正常であると判定された場合（ステップ１１２ＩＷＳ００８；
Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１０３は、現在設定値の変更中であることを示す設定変更中フラグがセ
ットされているか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ００９）。設定変更中フラグが
セットされていれば（ステップ１１２ＩＷＳ００９；Ｎｏ）、すなわち設定値の変更中に
電断などが発生して遊技機への電源供給が再開された場合、ステップＩＷＳ０１０に移行
する。



(40) JP 2020-142103 A 2020.9.10

10

20

30

40

50

【０２５３】
　ステップ１１２ＩＷＳ０１０では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ異常エラー報知コマンドを
演出制御用ＣＰＵ１２０に対して送信する制御を行う（ステップ１１２ＩＷＳ０１０）。
なお、ＣＰＵ１０３は、表示モニタ１１２ＩＷ０２９においてＲＡＭ異常エラーであるこ
とを示す表示（例えば、「Ｅ」の表示）を表示する制御を行うようにしてもよい。
【０２５４】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンである
か否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳ０１１）。扉開放センサ１１２ＩＷ０９０から
の出力信号がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、設定キー１１２ＩＷ０５１がオンであるか
否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳ０１２）。設定キー１１２ＩＷ０５１がオンであ
れば、ＣＰＵ１０３は、クリアスイッチからの出力信号がオンであるか否かを判定する（
ステップ１１２ＩＷＳ０１３）。クリアスイッチからの出力信号がオンであれば、ＣＰＵ
１０３は、ＲＡＭクリア１処理を実行する（ステップ１１２ＩＷＳ０１４）。ＲＡＭクリ
ア１処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファ
をクリアするＲＡＭクリア処理を行い、作業領域に初期値を設定する。ただし、ＲＡＭク
リア１処理では、ＲＡＭ１０２の記憶領域のうち図８－８および図８－９に示したような
連比や役比、ベースなどの性能表示用の情報を記憶する領域以外の領域がクリアされ、連
比や役比、ベースなどの性能表示用の情報はクリアされず保持される。また、ＲＡＭクリ
ア１処理では、ＲＡＭ１０２に記憶される設定値の値もクリアされる。そして、ステップ
１１２ＩＷＳ０２７に移行する。
【０２５５】
　一方、扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオフである場合や（ステップ１
１２ＩＷＳ０１１のＮ）、設定キー１１２ＩＷ０５１がオフである場合（ステップ１１２
ＩＷＳ０１２のＮ）、クリアスイッチからの出力信号がオフである場合（ステップ１１２
ＩＷＳ０１３のＮ）には、ステップ１１２ＩＷＳ０１４には移行せず、ループ処理に移行
する。
【０２５６】
　ステップ１１２ＩＷＳ００６～Ｓ０１４の処理が実行されることによって、本特徴部１
１２ＩＷでは、バックアップＲＡＭが正常でない場合や（ステップ１１２ＩＷＳ００７，
Ｓ００８のＮ）、工場出荷時用の設定のままとなっている場合（ステップ１１２ＩＷＳ０
０６のＹ）、設定変更中に電断などが発生した場合（ステップ１１２ＩＷＳ００９のＹ）
には、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が開放された状態で設定キー１１２ＩＷ０５１がオン
操作され且つクリアスイッチがオン操作されたことを条件にＲＡＭクリアされてステップ
１１２ＩＷＳ０２７以降の設定値の変更が可能となる。一方で、遊技機用枠１１２ＩＷ０
０３が開放され、設定キー１１２ＩＷ０５１およびクリアスイッチがオン操作されないか
ぎり、ループ処理が実行され、設定値の変更を行えず、遊技制御も進行しない。
【０２５７】
　設定変更中フラグがセットされていなければ（ステップ１１２ＩＷＳ００９；Ｎｏ）、
ＣＰＵ１０３は、クリアスイッチからの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステッ
プ１１２ＩＷＳ０１５）。
【０２５８】
　クリアスイッチからの出力信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１１
２ＩＷ０９０からの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳ０１
６）。扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、
設定キー１１２ＩＷ０５１がオンであるか否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳ０１７
）。設定キー１１２ＩＷ０５１がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、設定確認処理を開始す
ることを示す設定確認処理開始コマンドを演出制御基板１２に送信する（ステップ１１２
ＩＷＳ０１８）。演出制御基板１２側では、設定確認処理開始コマンドを受信すると、設
定確認中である旨を報知する制御を行う（例えば、画像表示装置５において所定の画像を
表示したり、スピーカ８Ｌ、８Ｒから所定の音を出力したり、装飾用ＬＥＤといった装飾
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発光体を所定の態様により発光させたりする）。
【０２５９】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、設定確認処理（ステップ１１２ＩＷＳ０１９）を実行する。
【０２６０】
　設定確認処理を終了すると、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ６と同様の処理により、主基
板１１の内部状態を電力供給停止時の状態に戻すための復旧処理（ステップ１１２ＩＷＳ
０２０）を行う。復旧処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の記憶内容（バックアッ
プしたデータの内容）に基づいて作業領域の設定を行う。次いで、ＣＰＵ１０３は、設定
確認処理が終了したことを示す設定確認処理終了コマンドを演出制御基板１２に送信する
（ステップ１１２ＩＷＳ０２１）。そして、ステップ１１２ＩＷＳ０３４に移行する。
【０２６１】
　一方、扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンでなかった場合（ステップ
１１２ＩＷＳ０１６のＮ）や設定キー１１２ＩＷ０５１がオンでなかった場合（ステップ
１１２ＩＷＳ０１７のＮ）には、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ６と同様の処理により、主
基板１１の内部状態を電力供給停止時の状態に戻すための復旧処理（ステップ１１２ＩＷ
Ｓ０２２）を行う。復旧処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の記憶内容（バックア
ップしたデータの内容）に基づいて作業領域の設定を行う。また、ＣＰＵ１０３は、ステ
ップＳ７と同様の処理により、電断からの復旧を指示する演出制御コマンドを演出制御基
板１２に送信する（ステップ１１２ＩＷＳ０２３）。そして、ステップ１１２ＩＷＳ０３
４に移行する。
【０２６２】
　クリアスイッチからの出力信号がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリア２処理
を実行する（ステップ１１２ＩＷＳ０２４）。ＲＡＭクリア２処理では、ＣＰＵ１０３は
、ＲＡＭ１０２に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファをクリアするＲＡＭクリア処理
を行い、作業領域に初期値を設定する。ただし、ＲＡＭクリア２処理では、ＲＡＭ１０２
の記憶領域のうち図８－８および図８－９に示したような連比や役比、ベースなどの性能
表示用の情報を記憶する領域、および設定値を記憶する領域以外の領域がクリアされ、連
比や役比、ベースなどの性能表示用の情報、および設定値の情報はクリアされず保持され
る。
【０２６３】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンである
か否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳ０２５）。扉開放センサ１１２ＩＷ０９０から
の出力信号がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、設定キー１１２ＩＷ０５１がオンであるか
否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳ０２６）。設定キー１１２ＩＷ０５１がオンであ
れば、ＣＰＵ１０３は、設定変更中フラグをセットする（ステップ１１２ＩＷＳ０２７）
。
【０２６４】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、設定変更処理を開始することを示す設定変更処理開始コマン
ドを演出制御基板１２に送信する（ステップ１１２ＩＷＳ０２８）。演出制御基板１２側
では、設定変更処理開始コマンドを受信すると、設定変更中である旨を報知する制御を行
う（例えば、画像表示装置５において所定の画像を表示したり、スピーカ８Ｌ、８Ｒから
所定の音を出力したり、装飾用ＬＥＤといった装飾発光体を所定の態様により発光させた
りする）。
【０２６５】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、設定変更処理（ステップ１１２ＩＷＳ０２９）を実行する。
【０２６６】
　設定変更処理を終了すると、ＣＰＵ１０３は、設定変更中フラグをリセットする（ステ
ップ１１２ＩＷＳ０３０）。また、ＣＰＵ１０３は、設定された設定値を示す設定値コマ
ンドを演出制御基板１２に送信する（ステップ１１２ＩＷＳ０３１）。また、設定変更処
理が終了したことを示す設定変更処理終了コマンドを演出制御基板１２に送信する（ステ
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ップ１１２ＩＷＳ０３２）。そして、ステップ１１２ＩＷＳ０３４に移行する。
【０２６７】
　一方、扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンでなかった場合（ステップ
１１２ＩＷＳ０２５のＮ）や設定キー１１２ＩＷ０５１がオンでなかった場合（ステップ
１１２ＩＷＳ０２６のＮ）には、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ９と同様の処理により、初
期化を指示する演出制御コマンドを演出制御基板１２に送信する（ステップＳ９）。そし
て、ステップ１１２ＩＷＳ０３４に移行する。
【０２６８】
　なお、本特徴部１１２ＩＷにおいて、ステップＩＷＳ０３４～Ｓ０３６の処理は、図３
で示したステップＳ１０～Ｓ１２の処理と同様である。
【０２６９】
　次に、設定確認処理（ステップ１１２ＩＷＳ０１９）について説明する。図８－１２（
Ａ）は、設定確認処理（ステップ１１２ＩＷＳ０１９）を示すフローチャートである。
【０２７０】
　設定確認処理では、ＣＰＵ１０３は、先ず、ＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納さ
れている設定値を特定し、特定した設定値を表示モニタ１１２ＩＷ０２９に表示する（ス
テップ１１２ＩＷＳＡ０１）。
【０２７１】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、設定キー１１２ＩＷ０５１からの出力信号がオンであるか否
かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳＡ０２）。設定キー１１２ＩＷ０５１がオンであれ
ば、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンであるか否か
を判定する（ステップ１１２ＩＷＳＡ０３）。扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力
信号がオンであれば、ステップ１１２ＩＷＳＡ０２に移行し、ステップ１１２ＩＷＳＡ０
２～ＳＡ０３の処理を繰り返し実行する。すなわち、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が開放
状態であり且つ設定キー１１２ＩＷ０５１がオンの間は設定値を表示モニタ１１２ＩＷ０
２９に表示する。
【０２７２】
　扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、設
定確認エラー処理を実行する（ステップ１１２ＩＷＳＡ０４）。そして、その後、ループ
処理に移行する。なお、ステップ１１２ＩＷＳＡ０４では、例えば、ＣＰＵ１０３は、設
定確認エラーである旨を示すコマンドを送信して、演出制御用ＣＰＵ１２０側でコマンド
を受信したことにもとづいて設定確認エラー報知を実行するようにしてもよい。また、例
えば、ＣＰＵ１０３は、遊技機が搭載する基板のエラー用ＬＥＤを点灯などさせることに
よってエラー報知を行うようにしてもよい。また、本例では、設定確認エラー処理を実行
すると、ループ処理に移行することによって、その後、電源を再投入するまでエラー状態
を継続し、処理を進行させないようにしている。
【０２７３】
　設定キー１１２ＩＷ０５１がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１１２Ｉ
Ｗ０９０からの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳＡ０５）
。扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンであれば、ステップ１１２ＩＷＳ
Ａ０５の処理を繰り返し実行する。扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオン
でなければ（すなわち、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖状態であれば）、設定確認処
理を終了する。
【０２７４】
　次に、設定変更処理（ステップ１１２ＩＷＳ０２９）について説明する。図８－１２（
Ｂ）は、設定変更処理（ステップ１１２ＩＷＳ０２９）を示すフローチャートである。
【０２７５】
　設定変更処理では、ＣＰＵ１０３は、先ず、ＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納さ
れている設定値を特定し、特定した設定値を表示モニタ１１２ＩＷ０２９に表示する（ス
テップ１１２ＩＷＳＢ０１）。
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【０２７６】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２からの出力信号がオンで
あるか否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳＢ０２）。設定切替スイッチ１１２ＩＷ０
５２からの出力信号がオンでなければ、ステップ１１２ＩＷＳＢ０５に移行する。設定切
替スイッチ１１２ＩＷ０５２からの出力信号がオンとであれば（ステップ１１２ＩＷＳＢ
０２のＹ）、ＣＰＵ１０３は、表示モニタ１１２ＩＷ０２９に表示されている設定値を更
新表示する（ステップ１１２ＩＷＳＢ０３）。例えば、表示モニタ１１２ＩＷ０２９に設
定値として「１」が表示されている場合は、表示モニタ１１２ＩＷ０２９の表示を「２」
に更新表示し、表示モニタ１１２ＩＷ０２９に設定値として「２」が表示されている場合
は、表示モニタ１１２ＩＷ０２９の表示を「３」に更新表示し、表示モニタ１１２ＩＷ０
２９に設定値として「３」が表示されている場合は、表示モニタ１１２ＩＷ０２９の表示
を「１」に更新表示すればよい。また、ＣＰＵ１０３は、表示モニタ１１２ＩＷ００２９
に表示されている設定値（更新後の設定値）をＲＡＭ１０２のバックアップ領域に記憶（
既に記憶されている設定値に対して更新記憶）させる（ステップ１１２ＩＷＳＢ０４）。
【０２７７】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、設定キー１１２ＩＷ０５１からの出力信号がオンであるか否
かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳＢ０５）。設定キー１１２ＩＷ０５１がオンであれ
ば、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンであるか否か
を判定する（ステップ１１２ＩＷＳＢ０６）。扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力
信号がオンであれば、ステップ１１２ＩＷＳＢ０２に移行し、ステップ１１２ＩＷＳＢ０
２～ＳＢ０６の処理を繰り返し実行する。すなわち、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が開放
状態であり且つ設定キー１１２ＩＷ０５１がオンの間はステップ１１２ＩＷＳＢ０２～Ｓ
Ｂ０６の処理が繰り返し実行される。
【０２７８】
　扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、設
定変更エラー処理を実行する（ステップ１１２ＩＷＳＢ０７）。そして、その後、ループ
処理に移行する。なお、ステップ１１２ＩＷＳＢ０７では、例えば、ＣＰＵ１０３は、設
定変更エラーである旨を示すコマンドを送信して、演出制御用ＣＰＵ１２０側でコマンド
を受信したことにもとづいて設定変更エラー報知を実行するようにしてもよい。また、例
えば、ＣＰＵ１０３は、遊技機が搭載する基板のエラー用ＬＥＤを点灯などさせることに
よってエラー報知を行うようにしてもよい。また、本例では、設定変更エラー処理を実行
すると、ループ処理に移行することによって、その後、電源を再投入するまでエラー状態
を継続し、処理を進行させないようにしている。なお、この場合、ステップ１１２ＩＷＳ
０２７で設定変更中フラグがセットされたままとなっていることから、電源が再投入され
た後、ＲＡＭクリア１処理が実行されて（ステップ１１２ＩＷＳ００９のＹ、１１２ＩＷ
Ｓ０１４参照）、エラー状態が解除されることになる。
【０２７９】
　設定キー１１２ＩＷ０５１がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１１２Ｉ
Ｗ０９０からの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳＢ０８）
。扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンであれば、ステップ１１２ＩＷＳ
Ｂ０８の処理を繰り返し実行する。扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオン
でなければ（すなわち、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖状態であれば）、設定変更処
理を終了する。
【０２８０】
　図８－１３は、電源投入時に実行される処理を示す説明図である。本特徴部１１２ＩＷ
では、図８－１３に示すように、電源投入時に設定キー１１２ＩＷ０５１がオンである場
合（さらに、扉開放センサ１１２ＩＷ０９０からの出力信号がオンである場合）には、ク
リアスイッチがオンであれば、設定変更処理（ステップ１１２ＩＷＳ０２９）が実行され
、クリアスイッチがオフであれば、設定確認処理（ステップ１１２ＩＷＳ０１５～Ｓ０１
７）が実行される。また、電源投入時に設定キー１１２ＩＷ０５１がオフである場合には
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、クリアスイッチがオンであれば、初期化処理（ステップＳ８）が実行され、クリアスイ
ッチがオフであれば、復旧処理（ステップＳ６）が実行される。
【０２８１】
　次に、設定変更処理における表示モニタ１１２ＩＷ０２９の表示態様について説明する
。先ず、図８－１４（Ａ）及び図８－１４（Ｂ）に示すように、遊技場の店員等の操作に
よって電源がＯＦＦとなる（電断させる）と、パチンコ遊技機１への電力の供給が停止す
ることによって表示モニタ１１２ＩＷ０２９での表示が終了する。尚、電源をＯＦＦとす
るタイミングにおいて大当り遊技中や小当り遊技中等の大入賞口の開放中である場合は、
ソレノイド８２への電力の供給が停止することによって大入賞口が閉鎖される。
【０２８２】
　次に、図８－１４（Ｃ）に示すように、遊技場の店員等がクリアスイッチを操作しつつ
電源を投入すると（遊技制御メイン処理のステップＳ３でＹｅｓの場合）、設定キー１１
２ＩＷ０５１がＯＮとなっていることを条件にＣＰＵ１０３によって設定変更処理が実行
され、表示モニタ１１２ＩＷ０２９においてＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納され
ている設定値が表示される。
【０２８３】
　このように表示モニタ１１２ＩＷ０２９にて設定値が表示されている状態において、図
８－１４（Ｄ）に示すように、ＣＰＵ１０３は、遊技場の店員等による設定切替スイッチ
１１２ＩＷ０５２の操作を検出する毎に表示モニタ１１２ＩＷ０２９に表示している数値
を順次更新（例えば、設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２が操作される毎に１→２→３→
１→・・・のように更新）表示していく。
【０２８４】
　次いで、図８－１４（Ｅ）に示すように、ＣＰＵ１０３は、設定キー１１２ＩＷ０５１
が遊技場の店員等の操作によってＯＦＦとなったことに基づいて、表示モニタ１１２ＩＷ
０２９に表示されている設定値をＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納（更新記憶）す
る。このとき、ＣＰＵ１０３は、表示モニタ１１２ＩＷ０２９を点滅表示させることによ
って、遊技場の店員等に新たな設定値がＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納されたこ
とを報知する。また、ＲＡＭ１０２のバックアップ領域に保留記憶が記憶されている場合
は、該保留記憶がクリアされる。また、図８－１４（Ａ）のタイミング（パチンコ遊技機
１の電源がＯＦＦとなったタイミング）にて大入賞口が閉鎖された場合には、設定変更が
行われるとＲＡＭクリア処理が実行されて大当りに関する記憶が消去されるため、大入賞
口は閉鎖されたままとなる。以降、ＣＰＵ１０３は、設定変更処理を終了し、遊技が可能
な状態、つまり、変動表示結果や大当り種別、変動パターンの決定抽選や、賞球の払出等
が実行可能な状態となる。
【０２８５】
　尚、本特徴部１１２ＩＷにおける設定変更処理では、表示モニタ１１２ＩＷ０２９に表
示する初期表示として、ＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納されている設定値を表示
する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、設定変更処理にお
いて表示モニタ１１２ＩＷ０２９に表示する初期表示としては、遊技者にとって最も不利
な設定値（本特徴部１１２ＩＷであれば「１」）、或いは、遊技者にとって最も有利な設
定値（本特徴部１１２ＩＷであれば「３」）を表示するようにしてもよい。
【０２８６】
（特別図柄通常処理）
　次に、本特徴部１１２ＩＷにおける特別図柄通常処理（ステップＳ１１０）の処理につ
いて説明する。図８－１５および図８－１６は、特別図柄プロセス処理における特別図柄
通常処理（ステップＳ１１０）を示すフローチャートである。特別図柄通常処理において
、ＣＰＵ１０３は、合算保留記憶数（第１保留記憶数と第２保留記憶数との合計数）の値
を確認する（ステップ１１２ＩＷＳ１０１）。例えば、合算保留記憶数をカウントするた
めの合算保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。
【０２８７】
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　合算保留記憶数が０でなければ、ＣＰＵ１０３は、第２保留記憶数が０であるか否かを
確認する（ステップ１１２ＩＷＳ１０２）。例えば、第２保留記憶数をカウントするため
の第２保留記憶数カウンタのカウント値が０であるか否かを確認する。第２保留記憶数が
０でなければ、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタ（第１特別図柄について特別図柄プロ
セス処理を行っているのか第２特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのか
を示すフラグ）に「第２」を示すデータを設定する（ステップ１１２ＩＷＳ１０３）。第
２保留記憶数が０であれば、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタに「第１」を示すデータ
を設定する（ステップ１１２ＩＷＳ１０４）。
【０２８８】
　ステップ１１２ＩＷＳ１０２～Ｓ１０４の処理が実行されることによって、本特徴部１
１２ＩＷでは、第２特別図柄の変動表示が第１特別図柄の変動表示よりも優先して実行さ
れる。なお、そのような態様にかぎらず、例えば、第１始動入賞口と第２始動入賞口とに
遊技球が入賞した始動入賞順に従って、第１特別図柄の変動表示と第２特別図柄の変動表
示とを実行するように構成してもよい。
【０２８９】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２において、特別図柄ポインタが示す方の保留記
憶数＝１に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してＲＡＭ１０２の乱数
バッファ領域に格納する（ステップ１１２ＩＷＳ１０５）。具体的には、ＣＰＵ１０３は
、特別図柄ポインタが「第１」を示している場合には、第１保留記憶バッファにおける第
１保留記憶数＝１に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してＲＡＭ１０
２の乱数バッファ領域に格納する。また、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが「第２」
を示している場合には、第２保留記憶バッファにおける第２保留記憶数＝１に対応する保
存領域に格納されている各乱数値を読み出してＲＡＭ１０２の乱数バッファ領域に格納す
る。
【０２９０】
　そして、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント
値を１減算し、かつ、各保存領域の内容をシフトする（ステップ１１２ＩＷＳ１０６）。
具体的には、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが「第１」を示している場合には、第１
保留記憶数カウンタのカウント値を１減算し、かつ、第１保留記憶バッファにおける各保
存領域の内容をシフトする。また、特別図柄ポインタが「第２」を示している場合に、第
２保留記憶数カウンタのカウント値を１減算し、かつ、第２保留記憶バッファにおける各
保存領域の内容をシフトする。
【０２９１】
　すなわち、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが「第１」を示している場合に、ＲＡＭ
１０２の第１保留記憶バッファにおいて第１保留記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３，４）に対応す
る保存領域に格納されている各乱数値を、第１保留記憶数＝ｎ－１に対応する保存領域に
格納する。また、特別図柄ポインタが「第２」を示す場合に、ＲＡＭ１０２の第２保留記
憶バッファにおいて第２保留記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３，４）に対応する保存領域に格納さ
れている各乱数値を、第２保留記憶数＝ｎ－１に対応する保存領域に格納する。
【０２９２】
　よって、各第１保留記憶数（または、各第２保留記憶数）に対応するそれぞれの保存領
域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第１保留記憶数（または、第２
保留記憶数）＝１，２，３，４の順番と一致するようになっている。
【０２９３】
　そして、ＣＰＵ１０３は、合算保留記憶数の値を１減らす。すなわち、合算保留記憶数
カウンタのカウント値を１減算する（ステップ１１２ＩＷＳ１０７）。なお、ＣＰＵ１０
３は、カウント値が１減算される前の合算保留記憶数カウンタの値をＲＡＭ１０２の所定
の領域に保存する。
【０２９４】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２に設定されている設定値を示す設定値コマンド
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を演出制御基板１２に送信する（ステップ１１２ＩＷＳ１０８）。本特徴部１１２では、
既に説明したように、ステップ１１２ＩＷＳ０１１の処理が実行されることによって電源
投入時に設定変更処理を実行したときに設定値コマンドが送信されるのであるが、電源投
入後も、ステップ１１２ＩＷＳ１０８の処理が実行されることによって変動表示を開始す
るごとに設定値コマンドが送信される。
【０２９５】
　なお、同じ変動パターンを用いる場合であっても設定値ごとに異なる変動パターンコマ
ンドを送信するように構成すると、変動パターンの総数×設定値の数（本例では３）分の
変動パターンコマンドが必要となり、データ容量が増大してしまうおそれがある。そこで
、例えば、特定の変動パターンを用いる場合にのみ設定値コマンドを送信するようにし、
特定の変動パターンに対応する変動パターンコマンドのみ設定値の数分の変動パターンコ
マンドを設けるように構成してもよい。この場合、例えば、出力頻度が最も高い通常変動
の変動パターンを用いる場合にのみ設定値コマンドを送信するようにし、通常変動の変動
パターンに対応する変動パターンコマンドのみ設定値の数分の変動パターンコマンドを設
けるようにしてもよい。
【０２９６】
　また、本例では、電源投入時に送信する設定値コマンド（ステップ１１２ＩＷＳ０１１
参照）と変動開始時に送信する設定値コマンド（ステップ１１２ＩＷＳ１０８参照）とで
同じ設定値コマンドを送信する場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば
、電源投入時用の設定値コマンドと変動開始時用の設定値コマンドとを別々のコマンドと
して構成し、電源投入時と変動開始時とで異なる設定値コマンドを送信するように構成し
てもよい。
【０２９７】
　また、本例では、変動開始時に変動パターンコマンドとは別に設定値コマンドを送信す
る場合を示しているが、変動パターンコマンドと設定値コマンドとを兼用する演出制御コ
マンドを送信するように構成してもよい。この場合、例えば、同じ変動パターンＡを指定
する変動パターンコマンドであっても、設定値「１」である場合には変動パターンコマン
ドＡ－１を送信し、設定値「２」である場合には変動パターンコマンドＡ－２を送信し、
設定値「３」である場合には変動パターンコマンドＡ－３を送信するように構成してもよ
い。
【０２９８】
　また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００側では設定値に関係なく同じ変動パター
ンコマンド（例えば、変動パターンコマンドＡ）を出力可能に構成し、演出制御用ＣＰＵ
１２０側でいずれの設定値であるかに応じていずれの変動パターンを選択するかやその選
択割合を異ならせるように構成してもよい。例えば、設定値１であれば変動パターンＡ－
１を選択または変動パターンＡ－１を高い割合で選択したり、設定値２であれば変動パタ
ーンＡ－２を選択または変動パターンＡ－２を高い割合で選択したり、設定値３であれば
変動パターンＡ－３を選択または変動パターンＡ－３を高い割合で選択したりしてもよい
。この場合、例えば、変動パターンＡ－１～Ａ－３は、変動時間は同じであるが、擬似連
の有無や擬似連回数、リーチの有無や種類が異なるように構成されていればよい。また、
この場合、例えば、設定値コマンドを正常に受信できていない場合には、一律に変動パタ
ーンＡ－１を選択するようにしたり、設定値コマンドを正常に受信できていない場合専用
の選択割合で変動パターンを選択したりするように構成すればよい。
【０２９９】
　また、本例では、変動開始時に設定値コマンドを送信する場合を示したが、そのような
態様にかぎらず、例えば、変動終了時に設定値コマンドを送信するように構成してもよい
。
【０３００】
　また、ＣＰＵ１０３は、現在の遊技状態に応じて背景指定コマンドを演出制御基板１２
に送信する制御を行う（ステップ１１２ＩＷＳ１０９）。この場合、ＣＰＵ１０３は、例
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えば、確変状態である場合には確変状態背景指定コマンドを送信する制御を行い、時短状
態である場合には時短状態背景指定コマンドを送信する制御を行い、通常状態である場合
には通常状態背景指定コマンドを送信する制御を行う。
【０３０１】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、乱数バッファ領域から特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を
読み出し、大当り判定モジュールを実行する。大当り判定モジュールは、あらかじめ決め
られている大当り判定値や小当り判定値（図８－４参照）と乱数値ＭＲ１とを比較し、そ
れらが一致したら大当りや小当りとすることに決定する処理を実行するプログラムである
。すなわち、大当り判定や小当り判定の処理を実行するプログラムである。
【０３０２】
　乱数値ＭＲ１の値がいずれの大当り判定値にも一致しなければ（ステップ１１２ＩＷＳ
１１０のＮ）、ＣＰＵ１０３は、小当りの判定の処理を行う（ステップ１１２ＩＷＳ１１
１）。そして、小当りとすることに決定した場合には（ステップ１１２ＩＷＳ１１１のＹ
）、ＣＰＵ１０３は、小当りであることを示す小当りフラグをセットし（ステップ１１２
ＩＷＳ１１２）、ステップ１１２ＩＷＳ１１６に移行する。
【０３０３】
　なお、乱数値ＭＲ１の値が大当り判定値および小当り判定値のいずれにも一致しない場
合には（ステップ１１２ＩＷＳ１１１のＮ）、すなわち、はずれである場合には、そのま
まステップ１１２ＩＷＳ１１６に移行する。
【０３０４】
　乱数値ＭＲ１の値がいずれかの大当り判定値に一致した場合には（ステップ１１２ＩＷ
Ｓ１１０のＹ）、ＣＰＵ１０３は、大当りであることを示す大当りフラグをセットする（
ステップＩＷＳ１１３）。次いで、ＣＰＵ１０３は、大当り種別判定テーブル（図８－５
参照）を用いて、乱数バッファ領域に格納された大当り種別判定用の乱数値ＭＲ２の値と
一致する値に対応した種別（「大当り種別Ａ」、「大当り種別Ｂ」または「大当り種別Ｃ
」）を大当りの種別に決定する（ステップ１１２ＩＷＳ１１４）。
【０３０５】
　また、ＣＰＵ１０３は、決定した大当りの種別を示すデータをＲＡＭ１０２における大
当り種別バッファに設定する（ステップ１１２ＩＷＳ１１５）。例えば、大当り種別が「
大当り種別Ａ」の場合には大当り種別を示すデータとして「０１」が設定され、大当り種
別が「大当り種別Ｂ」の場合には大当り種別を示すデータとして「０２」が設定され、大
当り種別が「大当り種別Ｃ」の場合には大当り種別を示すデータとして「０３」が設定さ
れる。
【０３０６】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、特別図柄の停止図柄を決定する（ステップ１１２ＩＷＳ１１
６）。例えば、大当りフラグおよび小当りフラグのいずれもセットされていない場合には
、はずれ図柄となる「－」を特別図柄の停止図柄に決定する。また、例えば、大当りフラ
グがセットされている場合には、大当り図柄となる「７」を特別図柄の停止図柄に決定す
る。なお、さらに大当り種別に応じて異なる特別図柄の停止図柄に決定してもよい。また
、例えば、小当りフラグがセットされている場合には、小当り図柄となる「５」を特別図
柄の停止図柄に決定する。
【０３０７】
　そして、ＣＰＵ１０３は、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理（ステ
ップＳ１１１）に対応した値に更新する（ステップ１１２ＩＷＳ１１７）。
【０３０８】
（演出モード変更処理）
　次に、本特徴部１１２ＩＷにおける演出制御手段の動作について説明する。図８－１７
は、特徴部１１２ＩＷにおける演出制御メイン処理の一部を示すフローチャートである。
本特徴部１１２ＩＷでは、演出制御メイン処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ス
テップＳ７７の演出制御用乱数更新処理を実行すると、演出モードを変更する演出モード
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変更処理を実行し（ステップ１１２ＩＷＳ２０１）、その後、ステップＳ７３の処理に戻
る。
【０３０９】
　本特徴部１１２ＩＷでは、演出モードＡ～演出モードＣの３種類の演出モードに制御可
能であり、いずれの演出モードに制御されているかに応じて、例えば、画像表示装置５の
背景画面が異なり、予告演出やリーチ演出に登場するキャラクタの種類が異なる。ステッ
プ１１２ＩＷＳ２０１の演出モード変更処理では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、所定の演
出モード変更条件が成立すると、現在の演出モードから異なる演出モードに変更する制御
を行う。例えば、演出制御基板１２にリアルタイムクロックが搭載されている場合には、
リアルタイムクロックからの日時情報にもとづいて所定の日や時刻となったことにもとづ
いて演出モードを変更するようにしてもよい。また、例えば、乱数にもとづく抽選処理を
実行し、演出モードを変更すると決定したことにもとづいて演出モードを変更するように
してもよい。
【０３１０】
　ステップ１１２ＩＷ２０１では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出モードを変更すると
、例えば、変更後の演出モードに対応したフラグをセットし、変更前の演出モードに対応
したフラグをリセットするようにすればよい。例えば、演出モードＡに変更した場合には
、演出モードＡフラグをセットし、変更前の演出モードＢフラグまたは演出モードＣフラ
グをリセットするようにすればよい。また、例えば、演出モードＢに変更した場合には、
演出モードＢフラグをセットし、変更前の演出モードＡフラグまたは演出モードＣフラグ
をリセットするようにすればよい。また、例えば、演出モードＣに変更した場合には、演
出モードＣフラグをセットし、変更前の演出モードＡフラグまたは演出モードＢフラグを
リセットするようにすればよい。
【０３１１】
　なお、演出モードの変更の仕方は、演出モードＡ→演出モードＢ→演出モードＣ→演出
モードＡ→・・・のように予め決められた順番で変更していくようにしてもよいし、演出
モードＡ～Ｃの中からランダムに変更するようにしてもよい。
【０３１２】
（コマンド解析処理）
【０３１３】
　図８－１８は、コマンド解析処理（ステップＳ７５）の具体例を示すフローチャートで
ある。主基板１１から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッファに格納される
が、コマンド解析処理では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コマンド受信バッファに格納さ
れているコマンドの内容を確認する。
【０３１４】
　コマンド解析処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、コマンド受信バッファ
に受信コマンドが格納されているか否か確認する（ステップ１１２ＩＷＳ３０１）。格納
されているか否かは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することに
よって判定される。両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合で
ある。コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、コマンド受信バッファから受信コマンドを読み出す（ステップ１１２ＩＷＳ
３０２）。なお、読み出したら読出ポインタの値を＋２しておく（ステップ１１２ＩＷＳ
３０３）。＋２するのは２バイト（１コマンド）ずつ読み出すからである。
【０３１５】
　受信した演出制御コマンドが設定値コマンドであれば（ステップ１１２ＩＷＳ３０４）
、演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した設定値コマンドで示される設定値を、ＲＡＭ１２
２に形成されている設定値格納領域に格納する（ステップ１１２ＩＷＳ３０５）。また、
演出制御用ＣＰＵ１２０は、遊技機への電源投入がされてから設定値コマンドを少なくと
も１回正常に受信したことを示す設定値コマンド受信フラグをセットする（ステップ１１
２ＩＷＳ３０６）。
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【０３１６】
　なお、本特徴部１１２ＩＷでは、演出制御基板１２に搭載されているＲＡＭ１２２は電
源バックアップされていないので、設定値格納領域に格納された設定値および設定値コマ
ンド受信フラグは、遊技機への電源供給が停止されたときにクリアされる。従って、遊技
機への電源供給が開始されたときには、ＲＡＭ１２２の設定値格納領域には何も設定値が
格納されていない状態であり、設定値コマンド受信フラグもクリアされた状態で処理が開
始される。なお、演出制御基板１２側では設定値が格納されていない状態で起動されるの
で、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、設定確認処理や復旧処理を実行した場合
であっても設定値コマンドを送信するように構成し、電源投入時に必ず設定値コマンドを
送信するように構成してもよい。
【０３１７】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、遊技機への電源投入がされて設定変更処理が行われた
ときに設定値コマンドが送信されるのであるが、コマンドの取りこぼしやデータ化けなど
により設定値コマンドを正常に受信できなかった場合には、ステップ１１２ＩＷＳ３０５
の処理は実行されず、設定値格納領域に設定値は格納されない。しかしながら、本特徴部
１１２ＩＷでは、電源投入時に設定値コマンドを正常に受信できなくても、変動表示ごと
に設定値コマンドが送信されるので、その後受信した設定値コマンドにもとづいてステッ
プ１１２ＩＷＳ３０５の処理が実行され、設定値格納領域に設定値が格納されるようにす
ることができる。
【０３１８】
　また、設定値コマンドを受信しても、設定値コマンドに含まれる設定値が異常な値であ
る場合も考えられることから、演出制御用ＣＰＵ１２０側で設定値コマンドを読み出すと
きに、設定値コマンドに含まれる設定値が正常な値であるか否かを判定するように構成し
てもよい。例えば、本例では、設定値は「１」～「３」のいずれかの値に設定されるよう
に構成されているところ、「５」や「１０」など設定されず筈のない値が含まれる場合に
は、設定値コマンドに含まれる設定値が異常であると判定するように構成してもよい。ま
た、例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０側で、受信した設定値コマンドで示される設定値を
記憶しておくようにし、その後、新たな設定値コマンドを受信したときに、新たに受信し
た設定値コマンドで示される設定値と前回記憶した設定値とが一致しない場合に不整合が
発生したと判定し、異常であると判定するように構成してもよい。そして、設定値コマン
ドに含まれる設定値が異常な値であると判定した場合にも、やはり設定値コマンドを正常
に受信できていないものとして、本特徴部１１２ＩＷで示した処理方法に従って演出を制
限するように構成してもよい。
【０３１９】
（初期出目設定）
　本特徴部１１２ＩＷでは、演出制御基板１２側において、コマンド解析処理にて、主基
板１１から初期化指定コマンド、復旧時のコマンド、設定変更処理終了コマンドおよび設
定確認処理終了コマンドのいずれかを受信すると、画像表示装置５において、所定の初期
出目（具体的には、演出図柄の組み合わせであって、最初の変動表示が開始されるまで画
像表示装置５において表示されるもの）を表示する制御を行う（以下、初期出目演出とも
いう）。
【０３２０】
　受信した演出制御コマンドが設定変更処理終了コマンドであれば（ステップ１１２ＩＷ
Ｓ３０７）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定値コマンド受信フラグがセットされている
か否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ３０８）。設定値コマンド受信フラグがセット
されていれば（すなわち、設定変更処理が実行され、且つ設定値コマンドを正常に受信し
た場合には）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の設定値格納領域に格納されて
いる設定値にもとづいて、初期出目決定テーブルを用いて、偶数の演出図柄の組み合わせ
である偶数初期出目（例えば、「２４６」や「２２４」など）と、奇数の演出図柄の組み
合わせである奇数初期出目（例えば、「１３５」や「１１３」など）と、特殊図柄（例え
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ば、星図柄）を含む演出図柄の組み合わせである特殊初期出目とのいずれかに決定する（
ステップ１１２ＩＷＳ３０９）。そして、ステップ１１２ＩＷＳ３１４に移行する。
【０３２１】
　図８－１９は、初期出目決定テーブルの一例を示す説明図である。ステップ１１２ＩＷ
Ｓ３０９では、図８－１９（Ａ）に示す初期出目決定テーブルを用いて、設定値格納領域
に格納されている設定値に応じた判定値の割り振りに従って乱数にもとづく抽選処理を行
い、初期出目を決定する。図８－１９（Ａ）に示す初期出目決定テーブルでは、設定値「
１」＜「２」＜「３」の順に、奇数初期出目に決定される割合が高くなっている。そのた
め、遊技開始前の画像表示装置５において、奇数初期出目が表示されていれば、設定変更
が行われたこと、および偶数初期出目が表示されている場合と比較して有利な設定値に設
定されていることが示唆されることになる。また、図８－１９（Ａ）に示すように、設定
値「３」である場合にのみ特殊初期出目に決定される場合がある。そのため、遊技開始前
の画像表示装置５において、特殊初期出目が表示されていれば、設定変更が行われたこと
、および設定値「３」であることが確定することになる。このような構成により、遊技開
始前のパチンコ遊技機１の状態に関心を持たせ、遊技店の営業時間のうち早い時間帯から
遊技を行う動機を与えることができ、興趣を高めることができる。
【０３２２】
　設定値コマンド受信フラグがセットされていなければ（すなわち、設定変更処理が実行
されたが、コマンドの取りこぼしやデータ化けなどの理由により設定値コマンドを正常に
受信できなかった場合には）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在の演出モードが演出モー
ドＡであるか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ３１０）。なお、演出モードＡであ
るか否かは、例えば、演出モードＡフラグがセットされているか否かを確認することによ
り判定できる。演出モードＡであれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定値「１」である
ものとして、図８－１９（Ａ）に示す初期出目決定テーブルを用いて、初期出目を決定す
る（ステップ１１２ＩＷＳ３１１）。そして、ステップ１１２ＩＷＳ３１４に移行する。
【０３２３】
　ステップ１１２ＩＷＳ３１０～Ｓ３１１の処理が実行されることによって、本特徴部１
１２ＩＷでは、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＡであ
る場合には、最も不利な設定である設定値「１」であるものとして初期出目が決定される
。図８－１９（Ａ）に示すように、設定値「１」に対しては、奇数初期出目と決定される
割合が最も低く、特殊初期出目と決定される場合はない。そのように構成することによっ
て、不利な設定値が設定されているにも関わらず奇数初期出目や特殊初期出目を表示して
遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減し、遊技に対する興趣の低下を防止できるよ
うにしている。
【０３２４】
　演出モードＡでなければ、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在の演出モードが演出モード
Ｃであるか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ３１２）。なお、演出モードＣである
か否かは、例えば、演出モードＣフラグがセットされているか否かを確認することにより
判定できる。演出モードＣであれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出モードＣ用の初期
出目決定テーブルを用いて、初期出目を決定する（ステップ１１２ＩＷＳ３１３）。そし
て、ステップ１１２ＩＷＳ３１４に移行する。
【０３２５】
　図８－１９（Ｂ）は、演出モードＣ用の初期出目決定テーブルの一例を示す説明図であ
る。図８－１９（Ｂ）に示すように、演出モードＣ用の初期出目決定テーブルでは、遊技
者にとって最も有利な設定値「３」の場合と比較して、奇数初期出目と決定される割合が
低く、特殊初期出目と決定される場合もない。
【０３２６】
　ステップ１１２ＩＷＳ３１２～Ｓ３１３の処理が実行されることによって、本特徴部１
１２ＩＷでは、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＣであ
る場合には、不利な設定値が設定されているにも関わらず奇数初期出目や特殊初期出目を
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表示して遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減し、遊技に対する興趣の低下を防止
できるようにしている。
【０３２７】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、画像表示装置５において、ステップ１１２ＩＷＳ
３０９，Ｓ３１１，Ｓ３１３で決定した初期出目を表示する制御を行う（ステップ１１２
ＩＷＳ３１４）。
【０３２８】
　一方、演出モードＣでもなかった場合（すなわち、現在の演出モードが演出モードＢで
あった場合）には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期出目を偶数初期出目に決定し、画像
表示装置５において、偶数初期出目を表示する制御を行う（ステップ１１２ＩＷＳ３１５
）。
【０３２９】
　ステップ１１２ＩＷＳ３１５の処理が実行されることによって、本特徴部１１２ＩＷで
は、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＢである場合には
、一律に偶数初期出目を表示することにより、不利な設定値が設定されているにも関わら
ず奇数初期出目や特殊初期出目を表示して遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減し
、遊技に対する興趣の低下を防止できるようにしている。
【０３３０】
　なお、演出モードＢで設定値コマンドを正常に受信できていなかった場合であっても、
低い割合で奇数初期出目図柄を決定可能に構成してもよい。この場合、例えば、図８－１
９（Ａ）に示す初期出目決定テーブルの設定値「１」よりもさらに全体的に奇数初期出目
図柄の決定割合を低く設定したテーブルを用いて、初期出目図柄を決定するように構成し
てもよい。
【０３３１】
　なお、本例では、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＢ
である場合に一律に偶数初期出目を表示する場合を示したが、そのような態様にかぎられ
ない。例えば、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＢであ
る場合に、初期出目として「？？？」の図柄の組み合わせなど、設定値コマンドを正常に
受信できなかったとき専用の初期出目を表示するように構成してもよい。そのように何ら
かの形式で設定値を全く示唆しない図柄の組み合わせを初期出目として表示するものであ
ればよい。
【０３３２】
　また、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合（または設定値を正常に格納でき
ていない場合）の処理は、本例で示したものにかぎられない。例えば、ステップ１１２Ｉ
ＷＳ３０８でＮと判定したときに、デフォルトとして設定値「１」を設定値格納領域に格
納して初期出目を決定するように構成してもよい。また、例えば、設定値コマンドを正常
に受信できなかったことを示す専用の設定値（例えば、設定値「４」）を設定値格納領域
に格納して初期出目を決定するように構成してもよい。
【０３３３】
　受信した演出制御コマンドが初期化指定コマンド、復旧時のコマンドおよび設定確認処
理終了コマンドのいずれかであれば（ステップ１１２ＩＷＳ３１６）、すなわち設定変更
処理が実行されていない場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期出目を偶数初期出目
に決定し、画像表示装置５において、偶数初期出目を表示する制御を行う（ステップ１１
２ＩＷＳ３１７）。なお、本特徴部１１２ＩＷでは、設定変更処理が実行されていない場
合には、初期出目は偶数初期出目に決定され、奇数初期出目に決定されることがないが、
抽選により偶数初期出目と奇数初期出目とのいずれかに決定されるようにしてもよい。こ
の場合には、設定値に応じて決定される割合が異なるようにしてもよい。
【０３３４】
　受信した演出制御コマンドがＲＡＭ異常エラー報知コマンドであれば（ステップ１１２
ＩＷＳ３１８）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭエラー報知を実行する（ステップ１
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１２ＩＷＳ３１９）。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、画像表示装置５において「Ｒ
ＡＭエラー異常が発生しています」などの文字表示を表示したり、スピーカ８Ｌ，８Ｒか
らＲＡＭエラー異常を示す音声やエラー音を音出力したり、遊技効果ランプ９やＬＥＤを
所定のエラーパターンで発光させたりする制御を行う。なお、この場合、ＲＡＭエラー異
常報知を行う際に、スピーカ８Ｌ，８Ｒから最大音量の音声やエラー音を音出力したり、
遊技効果ランプ９やＬＥＤを最大輝度で発光（例えば、フルカラーＬＥＤの場合は白色で
発光）させたりすることが望ましい。
【０３３５】
　受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
受信した演出制御コマンドを格納したり、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセ
ットしたりする（ステップ１１２ＩＷＳ３２０）。例えば、受信した演出制御コマンドが
変動パターンコマンドであれば、受信した変動パターンコマンドをＲＡＭ１２２に設けら
れた変動パターンコマンド格納領域に格納するとともに、変動パターンコマンド受信フラ
グをセットする。また、例えば、受信した演出制御コマンドが表示結果指定コマンドであ
れば、受信した表示結果指定コマンドをＲＡＭ１２２に設けられた表示結果指定コマンド
格納領域に格納する。そして、ステップ１１２ＩＷＳ３０１に移行する。
【０３３６】
　なお、本特徴部１１２ＩＷでは、電源投入時に設定変更処理が実行されていない場合に
は、奇数初期出目が表示されないように構成されているが、奇数初期出目が表示され得る
ようにしてもよい。また、この場合にも、設定値に応じて奇数初期出目に決定される割合
が異なるようにしてもよい（すなわち設定値の示唆が行われるようにしてもよい）。
【０３３７】
　また、例えば、奇数初期出目や偶数初期出目に代えて、または加えて、特定の設定値で
ある可能性を否定する初期出目（例えば、設定値１である可能性が否定され、設定値２ま
たは設定値３であることが確定する）や、特定の設定値であることが確定する初期出目な
どを設け、設定値に応じて表示されるようにしてもよい。例えば、設定値１の場合には、
特定の初期出目に決定されないようにすることにより、特定の初期出目が表示されると、
設定値１である可能性が否定され、設定値２または設定値３であることが確定することに
なる。また、例えば、設定値３の場合にのみ、特定の初期出目に決定されるようにするこ
とにより、特定の初期出目が表示されると、設定値３であることが確定することになる。
また、初期出目決定時には、抽選によりこれらの初期出目のいずれかに決定されるように
してもよい。この場合には、設定値に応じて決定される割合が異なるようにしてもよい。
【０３３８】
　（設定示唆演出）
　本特徴部１１２ＩＷでは、設定値を変更可能に構成されるとともに、設定値を示唆する
設定示唆演出として、遊技開始前に実行される遊技前示唆演出や上述した初期出目演出、
遊技中（例えば、演出図柄の変動表示中）に実行される遊技中示唆演出や上述した変動パ
ターンの決定傾向による設定示唆、大当り中（例えば、大当り遊技中）に実行される大当
り中示唆演出を実行可能に構成されている。なお、本特徴部１１２ＩＷでは、遊技前示唆
演出、遊技中示唆演出および大当り中示唆演出を、それぞれ示唆の信頼度が異なる複数種
類の演出態様により実行可能であるが、例えば、設定示唆演出の種別ごとに示唆の信頼度
が異なるようにしてもよい。例えば、遊技前示唆演出＞大当り中示唆演出＞遊技中示唆演
出の順や、遊技前示唆演出＞遊技中示唆演出＞大当り中示唆演出の順に示唆の信頼度が高
くなるようにしてもよいし、遊技中示唆演出＞大当り中示唆演出＞遊技前示唆演出の順や
、大当り中示唆演出＞遊技中示唆演出＞遊技前示唆演出の順に示唆の信頼度が高くなるよ
うにしてもよい。また、各設定示唆演出の実行割合を設定可能に構成してもよい。例えば
、遊技機の管理者が、設定示唆演出のうちの一部（例えば、設定変更が行われたことが示
唆される遊技前示唆演出や初期出目演出）もしくは全てを実行しない、または実行割合を
低くする（もしくは高くする）ように設定変更できるようにしてもよい。例えば、電源投
入後に設定画面が表示され、プッシュボタン３１Ｂ等の操作手段や、遊技機内部に設けら
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れたスイッチ等の操作手段（管理者のみ操作可能）を操作することにより、設定示唆演出
に関する設定を変更できるようにしてもよい。
【０３３９】
（可変表示開始待ち処理）
　図８－２０は、可変表示開始待ち処理の一例を示すフローチャートである。可変表示開
始待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、主基板１１から可変表示の開始を指定
するコマンドなどを受信したことを示す変動開始コマンド受信フラグ（例えば、変動パタ
ーンコマンド受信フラグ）がセットされているか否か確認する（ステップ１１２ＩＷＳ４
０１）。
【０３４０】
　変動開始コマンド受信フラグがセットされている場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、客待ちデモ演出の実行中であれば、終了させる制御を行う（ステップ１１２ＩＷＳ４０
２，ステップ１１２ＩＷＳ４０３）。そして、変動開始コマンド受信フラグをリセットす
る（ステップ１１２ＩＷＳ４０４）とともに、演出プロセスフラグの値を“１”に更新し
（ステップ１１２ＩＷＳ４０５）、可変表示開始待ち処理を終了する。
【０３４１】
　変動開始コマンド受信フラグがセットされていない場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、客待ちデモ演出の実行中でなければ（ステップ１１２ＩＷＳ４０６のＮ）、計時手段
による計時結果が所定条件に合致するか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ４０７）
。ステップ１１２ＩＷＳ４０７では、例えば、前回の可変表示（表示結果「ハズレ」）が
終了したときにセットされたタイマ（例えば、３０秒間にセットされる）がタイムアウト
した場合に、所定条件に合致すると判断する。また、タイマがセットされていない場合（
つまり電源投入後、変動表示が１回も実行されておらず、遊技開始前である場合）にも、
所定条件に合致すると判断する。すなわち、可変表示が実行されずに所定期間経過した場
合（かつ大当り遊技状態に制御されなかった場合）、または遊技開始前である場合に、所
定条件が成立し、後述する処理により客待ちデモ演出が実行されることになる。
【０３４２】
　計時手段による計時結果が所定条件に合致すれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、電源投
入後の変動回数が０回であるか否かを判定する（ステップ１１２ＩＷＳ４０８）。すなわ
ち、ステップ１１２ＩＷＳ４０８では、未だ遊技が開始されていないか確認する。
【０３４３】
　電源投入後の変動回数が０回であれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定値コマンド受
信フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ４０９）。設定値
コマンド受信フラグがセットされていれば（すなわち、設定値コマンドを正常に受信した
場合には）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の設定値格納領域に格納されてい
る設定値にもとづいて、遊技前示唆演出決定テーブルを用いて、設定値に応じて、遊技前
示唆演出の実行の有無と、実行する場合の演出態様とを決定する（ステップ１１２ＩＷＳ
４１０）。そして、ステップ１１２ＩＷＳ４１５に移行する。
【０３４４】
　本特徴部１１２ＩＷでは、第１演出態様の遊技前示唆演出を含む態様の客待ちデモ演出
が実行されるときには、装飾ランプが通常色（例えば、白色）とは異なる第１特別色（青
色）に制御され、第２演出態様の遊技前示唆演出を含む態様の客待ちデモ演出が実行され
るときには、装飾ランプが第２特別色（赤色）に制御され、第３演出態様の遊技前示唆演
出を含む態様の客待ちデモ演出が実行されるときには、装飾ランプが第３特別色（虹色）
に制御される。
【０３４５】
　図８－２１は、遊技前示唆演出決定テーブルの一例を示す説明図である。ステップ１１
２ＩＷＳ４１０では、図８－２１（Ａ）に示す遊技前示唆演出決定テーブルを用いて、設
定値格納領域に格納されている設定値に応じた判定値の割り振りに従って乱数にもとづく
抽選処理を行い、遊技前示唆演出の実行の有無および演出態様を決定する。図８－２１（
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Ａ）の遊技前示唆演出決定テーブルは、設定値「１」＜「２」＜「３」の順に、遊技前示
唆演出が実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。また、設定値「
１」＜「２」＜「３」の順に第２演出態様に決定される割合が高くなるように判定値が割
り当てられている。このような構成により、遊技前示唆演出が実行されること、また第１
演出態様よりも第２演出態様により実行されることで、有利な設定値に設定されているこ
とが示唆されることになる。また、遊技前示唆演出が実行されることで、電源投入時に設
定変更が行われたことが示唆されることになる。また、図８－２１（Ａ）に示すように、
設定値「３」である場合にのみ第３演出態様に決定される場合がある。そのため、第３演
出態様により遊技前示唆演出が実行されることで、設定変更が行われたこと、および設定
値「３」であることが確定することになる。
【０３４６】
　設定値コマンド受信フラグがセットされていなければ（すなわち、設定変更処理が実行
されたが、コマンドの取りこぼしやデータ化けなどの理由により設定値コマンドを正常に
受信できなかった場合には）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在の演出モードが演出モー
ドＡであるか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ４１１）。なお、演出モードＡであ
るか否かは、例えば、演出モードＡフラグがセットされているか否かを確認することによ
り判定できる。演出モードＡであれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定値「１」である
ものとして、図８－２１（Ａ）に示す遊技前示唆演出決定テーブルを用いて、遊技前示唆
演出の実行の有無および演出態様を決定する（ステップ１１２ＩＷＳ４１２）。そして、
ステップ１１２ＩＷＳ４１５に移行する。
【０３４７】
　ステップ１１２ＩＷＳ４１１～Ｓ４１２の処理が実行されることによって、本特徴部１
１２ＩＷでは、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＡであ
る場合には、最も不利な設定である設定値「１」であるものとして遊技前示唆演出の実行
の有無および演出態様が決定される。図８－２１（Ａ）に示すように、設定値「１」に対
しては、第２演出態様と決定される割合が最も低く、第３演出態様と決定される場合はな
い。そのように構成することによって、不利な設定値が設定されているにも関わらず第２
演出態様や第３演出態様により遊技前示唆演出が実行されて遊技者を却って落胆させてし
まう事態を低減し、遊技に対する興趣の低下を防止できるようにしている。
【０３４８】
　演出モードＡでなければ、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在の演出モードが演出モード
Ｃであるか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ４１３）。なお、演出モードＣである
か否かは、例えば、演出モードＣフラグがセットされているか否かを確認することにより
判定できる。演出モードＣであれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出モードＣ用の遊技
前示唆演出決定テーブルを用いて、遊技前示唆演出の実行の有無および演出態様を決定す
る（ステップ１１２ＩＷＳ４１４）。そして、ステップ１１２ＩＷＳ４１５に移行する。
【０３４９】
　図８－２１（Ｂ）は、演出モードＣ用の遊技前示唆演出決定テーブルの一例を示す説明
図である。図８－２１（Ｂ）に示すように、演出モードＣ用の遊技前示唆演出決定テーブ
ルでは、設定値「２」や「３」の場合と比較して、遊技前示唆演出を実行すると決定され
る割合自体が低く、第１演出態様や第２演出態様と決定される割合が低く、第３演出態様
と決定される場合もない。
【０３５０】
　ステップ１１２ＩＷＳ４１３～Ｓ４１４の処理が実行されることによって、本特徴部１
１２ＩＷでは、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＣであ
る場合には、不利な設定値が設定されているにも関わらず第２演出態様や第３演出態様に
より遊技前示唆演出が実行されて遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減し、遊技に
対する興趣の低下を防止できるようにしている。
【０３５１】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ１１２ＩＷＳ４１０，Ｓ４１２，Ｓ４１
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４で実行決定した遊技前示唆演出を含む態様の客待ちデモ演出を実行する制御を行う（ス
テップ１１２ＩＷＳ４１５）。その後、可変表示開始待ち処理を終了する。
【０３５２】
　一方、演出モードＣでもなかった場合（すなわち、現在の演出モードが演出モードＢで
あった場合）には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、そのままステップ１１２ＩＷＳ４１６に
移行する。すなわち、演出モードＢである場合には、遊技前示唆演出を実行しないように
制限する。
【０３５３】
　ステップ１１２ＩＷＳ４１３の処理が実行されることによって、本特徴部１１２ＩＷで
は、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＢである場合には
、遊技前示唆演出を実行しないことにより、不利な設定値が設定されているにも関わらず
遊技前示唆演出が実行されて遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減し、遊技に対す
る興趣の低下を防止できるようにしている。
【０３５４】
　なお、演出モードＢで設定値コマンドを正常に受信できていなかった場合であっても、
低い割合で遊技前示唆演出を実行可能に構成してもよい。この場合、例えば、図８－２１
（Ａ）に示す遊技前示唆演出決定テーブルの設定値「１」よりもさらに全体的に遊技前示
唆演出の実行割合を低く設定したテーブルを用いて、遊技前示唆演出の有無や種類を決定
するように構成してもよい。
【０３５５】
　なお、図８－２１（Ａ）に示す例に限られず、複数の演出態様のうちの特定の演出態様
（例えば、第２演出態様）のみ、設定値に応じて、実行される割合が異なるようにしても
よい。
【０３５６】
　また、例えば、複数の演出態様のうちの特定の演出態様（例えば、第２演出態様）が実
行されると、特定の設定値である可能性が否定されるようにしてもよい。例えば、設定値
１の場合には、特定の演出態様（例えば、第２演出態様）に決定されないようにすること
により、特定の演出態様（例えば、第２演出態様）が実行されると、設定値１である可能
性が否定され、設定値２または設定値３であることが確定することになる。また、特定の
演出態様（例えば、第２演出態様）が実行されると、特定の設定値であることが確定する
ようにしてもよい。例えば、設定値３の場合にのみ、特定の演出態様（例えば、第２演出
態様）に決定されるようにすることにより、特定の演出態様（例えば、第２演出態様）が
実行されると、設定値３であることが確定することになる。
【０３５７】
　本特徴部１１２ＩＷでは、設定値に応じて、異なる割合で遊技前示唆演出を実行可能で
あるが、これは、設定値に応じて遊技前示唆演出（第１演出態様、第２演出態様および第
３演出態様を含む）の実行割合が異なること、設定値に応じて第１演出態様と第２演出態
様と第３演出態様との実行比率が異なること、設定値に応じて特定の演出態様のみ実行割
合が異なることを含む概念である。
【０３５８】
　なお、本特徴部１１２ＩＷでは、電源投入時に設定変更が行われず、未だ設定値コマン
ドを受信していない場合には、遊技前示唆演出を実行しないように構成されているが、こ
のような構成に限らず、設定変更が行われていないときにも、遊技前示唆演出を実行可能
としてもよい。この場合、設定変更が行われたときと、行われていないときとで、異なる
割合で遊技前示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定するようにしてもよ
い。
【０３５９】
　例えば、図８－２１（Ｃ）は、復旧時のコマンドを受信したときに用いられる遊技前示
唆演出決定テーブルである。図８－２１（Ａ）に示す遊技前示唆演出決定テーブルと、図
８－２１（Ｃ）に示す遊技前示唆演出決定テーブルとを比較すると、復旧時のコマンドを
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受信したとき、すなわち設定変更が行われていないときには、設定変更が行われたときに
比べて、遊技前示唆演出が実行される割合が低く、設定値間の実行割合の差も小さくなっ
ている。このようにすることにより、設定変更が行われたときと、行われなかったときと
で、遊技前示唆演出による示唆の信頼度を異ならせることができる。
【０３６０】
　電源投入後の変動回数が０回でなければ、ＣＰＵ１２０は、設定示唆演出（遊技前示唆
演出を除く）の実行履歴情報を含む態様の客待ちデモ演出を実行する制御を行う（ステッ
プ１１２ＩＷＳ４１６）。その後、可変表示開始待ち処理を終了する。
【０３６１】
　ステップ１１２ＩＷＳ４１６の処理が実行されると、例えば、画像表示装置５において
、設定示唆演出（遊技中示唆演出や大当り中示唆演出）の実行回数や実行内容（実行時の
演出態様）等を示す実行履歴情報が表示される態様の客待ちデモ演出が実行される。なお
、ステップ１１２ＩＷＳ４１６の処理が実行されると、客待ちデ演出が実行され、当該客
待ちデモ演出の実行中に所定の操作（例えば、スティックコントローラ３１Ａやプッシュ
ボタン３１Ｂの操作）が行われると、画像表示装置５において、設定示唆演出の実行履歴
情報が表示されるようにしてもよい。また、演出制御基板１２の側において、設定示唆演
出（初期出目演出や遊技前示唆演出、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出など）の実行回
数や実行内容（実行時の演出態様）を示す情報を記憶しておき、これらの情報から設定値
を推測して報知する演出を実行可能としてもよい。なお、この演出は、設定示唆演出の実
行状況から所定の基準にもとづいて算出した設定期待度（または推測される設定値）を報
知するものであって、実際の設定値を報知するものではない。
【０３６２】
　本特徴部１１２ＩＷでは、ステップ１１２ＩＷＳ４０８～１１２ＩＷＳ４１５の処理に
より、遊技が開始される前にのみ遊技前示唆演出が実行されることになる。また、ステッ
プ１１２ＩＷＳ４１６の処理により客待ちデモ演出中に設定示唆演出の実行履歴情報が示
されるが、遊技前示唆演出に関する情報は除かれる。このような構成により、遊技開始前
のパチンコ遊技機１の状態に関心を持たせ、遊技店の営業時間のうちの早い時間帯から遊
技を行う動機を与えることができ、興趣を高めることができる。なお、本特徴部１１２Ｉ
Ｗの例に限らず、例えば、リアルタイムクロック等を用いて、所定の時間帯（例えば、午
前９時から午前１１時まで）にのみ遊技前示唆演出が実行されるようにしてもよい。また
、設定示唆演出の実行履歴情報には、特別期間における遊技中示唆演出に関する情報も含
まれないようにしてもよい。
【０３６３】
　本特徴部１１２ＩＷの構成に加えて、設定示唆演出の実行回数や実行内容について、実
行履歴情報として蓄積し、遊技終了時などに画像表示装置５において、実行履歴情報を含
む２次元コードなどを表示するように構成してもよい。また、遊技者がカメラ機能付き携
帯電話機などの携帯端末を用いて、遊技機に表示された２次元コードを撮影し、インター
ネット上のＷｅｂサーバに送信すると、Ｗｅｂサーバは、受信した情報にもとづいて遊技
者の遊技履歴を管理し、その遊技履歴に応じて所定の特典を付与する処理を行うようにし
てもよい。また、遊技者が携帯端末を用いてＷｅｂサーバにアクセスする（または２次元
コードを解析する）ことにより、実行履歴情報を取得し、携帯端末が備える表示装置にお
いて表示できるようにしてもよい。また、遊技者が携帯端末を用いて実行履歴情報を含む
２次元コードを読み込むことで、携帯端末が備える表示装置において設定値を示唆する設
定示唆画像が表示されるようにしてもよい。例えば、実行履歴情報から所定の基準にもと
づいて推測される設定値を算出し、算出した設定値（あくまで推測であって実際の設定値
とは異なる）を示唆する設定示唆画像を表示するようにしてもよい。
【０３６４】
（遊技中示唆演出決定処理）
　図８－２２は、遊技中示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。遊技中示
唆演出決定処理は、可変表示開始設定処理（ステップＳ１７１）内において実行される。
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遊技中示唆演出決定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特別期間中である場合（
ステップ１１２ＩＷＳ５０１のＹ）には、第１遊技中示唆演出決定テーブルを選択し（ス
テップ１１２ＩＷＳ５０２）、特別期間中ではない場合（ステップ１１２ＩＷＳ５０１の
Ｎ）には、第２遊技中示唆演出決定テーブルを選択する（ステップ１１２ＩＷＳ５０３）
。例えば、設定変更終了コマンドや設定値コマンドを受信したときに、特別期間フラグを
セットし、変動表示が所定回（本例では３０回）実行されると、特別期間フラグをリセッ
トするように構成すれば、特別期間フラグの状態を確認することにより、ステップ１１２
ＩＷＳ５０１において、特別期間中であるか否かを確認することができる。
【０３６５】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定値コマンド受信フラグがセットされているか
否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ５０４）。設定値コマンド受信フラグがセットさ
れていれば（すなわち、設定値コマンドを正常に受信した場合には）、演出制御用ＣＰＵ
１２０は、ＲＡＭ１２２の設定値格納領域に格納されている設定値にもとづいて、選択し
た遊技中示唆演出決定テーブルを用いて、遊技中示唆演出の実行の有無、実行する場合の
演出態様を決定する（ステップ１１２ＩＷＳ５０５）。
【０３６６】
　図８－２３（Ａ）は、特別期間において用いられる第１遊技中示唆演出決定テーブルを
示す説明図であり、図８－２３（Ｂ）は、非特別期間において用いられる第２遊技中示唆
演出決定テーブルを示す説明図である。
【０３６７】
　図８－２３（Ａ），（Ｂ）に示す第１，第２遊技中示唆演出決定テーブルは、いずれも
設定値「１」＜「２」＜「３」の順に、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなるよう
に判定値が割り当てられている。このような構成により、遊技中示唆演出が実行されるこ
とで、有利な設定値に設定されていることが示唆されることになる。
【０３６８】
　また、第２演出態様（ミニキャラクタＡ，Ｂ登場）については、設定値「１」＜「２」
＜「３」の順に実行される割合が高く、かつ第１演出態様（ミニキャラクタＡ登場）より
も設定値間の実行割合の差が大きくなるように判定値が割り当てられている。すなわち、
第２演出態様は、第１演出態様よりも有利な設定値に設定されていることに対する信頼度
が高い。
【０３６９】
　また、図８－２３（Ａ），（Ｂ）に示す第１，第２遊技中示唆演出決定テーブルでは、
特別期間にのみ、信頼度が高い第２演出態様の遊技中示唆演出が実行されるように構成さ
れている。このような構成により、特別期間に遊技を行う動機を与えることができ、興趣
を高めることができる。
【０３７０】
　また、図８－２３（Ａ），（Ｂ）に示すように、設定値「３」である場合にのみ第３演
出態様（キャラクタＣ登場）に決定される場合がある。そのため、第３演出態様により遊
技中示唆演出が実行されることで、設定値「３」であることが確定することになる。
【０３７１】
　設定値コマンド受信フラグがセットされていなければ（すなわち、設定変更処理が実行
されたが、コマンドの取りこぼしやデータ化けなどの理由により設定値コマンドを正常に
受信できなかった場合には）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在の演出モードが演出モー
ドＡであるか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ５０６）。なお、演出モードＡであ
るか否かは、例えば、演出モードＡフラグがセットされているか否かを確認することによ
り判定できる。演出モードＡであれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定値「１」である
ものとして、選択した遊技中示唆演出決定テーブルを用いて、遊技中示唆演出の実行の有
無および演出態様を決定する（ステップ１１２ＩＷＳ５０７）。
【０３７２】
　ステップ１１２ＩＷＳ５０６～Ｓ５０７の処理が実行されることによって、本特徴部１
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１２ＩＷでは、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＡであ
る場合には、最も不利な設定である設定値「１」であるものとして遊技中示唆演出の実行
の有無および演出態様が決定される。図８－２３（Ａ），（Ｂ）に示すように、設定値「
１」に対しては、遊技中示唆演出を実行すると決定する割合自体が低いとともに、第２演
出態様と決定される割合が最も低く、第３演出態様と決定される場合はない。そのように
構成することによって、不利な設定値が設定されているにも関わらず第２演出態様や第３
演出態様により遊技中示唆演出が実行されて遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減
し、遊技に対する興趣の低下を防止できるようにしている。
【０３７３】
　演出モードＡでなければ、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在の演出モードが演出モード
Ｃであるか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ５０８）。なお、演出モードＣである
か否かは、例えば、演出モードＣフラグがセットされているか否かを確認することにより
判定できる。演出モードＣであれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出モードＣ用の遊技
中示唆演出決定テーブルを用いて、遊技中示唆演出の実行の有無および演出態様を決定す
る（ステップ１１２ＩＷＳ５０９）。
【０３７４】
　図８－２３（Ｃ）は、演出モードＣ用の遊技中示唆演出決定テーブルの一例を示す説明
図である。図８－２３（Ｃ）に示すように、演出モードＣ用の遊技中示唆演出決定テーブ
ルでは、設定値「３」の場合と比較して、遊技中示唆演出を実行すると決定される割合が
低く、第３演出態様と決定される場合もない。
【０３７５】
　ステップ１１２ＩＷＳ５０８～Ｓ５０９の処理が実行されることによって、本特徴部１
１２ＩＷでは、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＣであ
る場合には、不利な設定値が設定されているにも関わらず第２演出態様や第３演出態様に
より遊技中示唆演出が実行されて遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減し、遊技に
対する興趣の低下を防止できるようにしている。
【０３７６】
　一方、演出モードＣでもなかった場合（すなわち、現在の演出モードが演出モードＢで
あった場合）には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、そのまま処理を終了する。すなわち、演
出モードＢである場合には、遊技中示唆演出を実行しないように制限する。
【０３７７】
　ステップ１１２ＩＷＳ５０８の処理が実行されることによって、本特徴部１１２ＩＷで
は、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＢである場合には
、遊技中示唆演出を実行しないことにより、不利な設定値が設定されているにも関わらず
遊技中示唆演出が実行されて遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減し、遊技に対す
る興趣の低下を防止できるようにしている。
【０３７８】
　なお、演出モードＢで設定値コマンドを正常に受信できていなかった場合であっても、
低い割合で遊技中示唆演出を実行可能に構成してもよい。この場合、例えば、図８－２３
（Ａ），（Ｂ）に示す遊技中示唆演出決定テーブルの設定値「１」よりもさらに全体的に
遊技中示唆演出の実行割合を低く設定したテーブルを用いて、遊技中示唆演出の有無や種
類を決定するように構成してもよい。
【０３７９】
　なお、図８－２３（Ａ），（Ｂ）に示す例に限られず、複数の演出態様のうちの特定の
演出態様（例えば、第２演出態様）のみ、設定値に応じて、実行される割合が異なるよう
にしてもよい。
【０３８０】
　また、例えば、複数の演出態様のうちの特定の演出態様（例えば、第２演出態様）が実
行されると、特定の設定値である可能性が否定されるようにしてもよい。例えば、設定値
１の場合には、特定の演出態様（例えば、第２演出態様）に決定されないようにすること
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により、特定の演出態様（例えば、第２演出態様）が実行されると、設定値１である可能
性が否定され、設定値２または設定値３であることが確定することになる。また、特定の
演出態様（例えば、第２演出態様）が実行されると、特定の設定値であることが確定する
ようにしてもよい。例えば、設定値３の場合にのみ、特定の演出態様（例えば、第２演出
態様）に決定されるようにすることにより、特定の演出態様（例えば、第２演出態様）が
実行されると、設定値３であることが確定することになる。
【０３８１】
　本特徴部１１２ＩＷでは、設定値に応じて、異なる割合で遊技中示唆演出を実行可能で
あるが、これは、設定値に応じて遊技中示唆演出（第１演出態様、第２演出態様および第
３演出態様を含む）の実行割合が異なること、設定値に応じて第１演出態様と第２演出態
様と第３演出態様との実行比率が異なること、設定値に応じて特定の演出態様のみ実行割
合が異なることを含む概念である。
【０３８２】
　なお、本特徴部１１２ＩＷでは、特別期間と非特別期間とで、共通の態様（例えば、第
１演出態様）の遊技中示唆演出を実行可能に構成されているが、このような構成に限らず
、異なる態様の遊技中示唆演出を実行可能としてもよい。例えば、特別期間と非特別期間
とで、ミニキャラＡのサイズや色等が異なるようにしてもよい。
【０３８３】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、特別期間と非特別期間とのいずれであるかと、設定値
とに応じて、遊技中示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様が異なるように構成
されているが、このような構成に加えて、例えば、変動パターンにより特定される変動時
間やリーチ演出の有無、リーチ演出の種類、擬似連演出の有無、擬似連演出の種類、表示
結果が大当りとなるか否か等に応じて、遊技中示唆演出の実行の有無、実行する場合の演
出態様が異なるようにしてもよい。
【０３８４】
　例えば、少なくとも、リーチ演出を含む変動パターン（すなわち、非リーチの変動パタ
ーンよりも変動時間が長い）であるときにのみ、遊技中示唆演出を実行可能としてもよい
。また、例えば、スーパーリーチＢを含む変動パターンと、スーパーリーチＢよりも期待
度が高いスーパーリーチＡを含む変動パターンとでは、後者の方が、遊技中示唆演出が実
行される割合が高くなるようにしてもよいし、遊技中示唆演出が実行されたときの信頼度
が高くなるようにしてもよいし、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなり、かつ実行
されたときの信頼度が高くなるようにしてもよい。
【０３８５】
　また、例えば、擬似連演出を含む変動パターンと、擬似連演出を含まない（または前者
よりも擬似連回数が少ない）変動パターンとでは、前者の方が、遊技中示唆演出が実行さ
れる割合が高くなるようにしてもよいし、遊技中示唆演出が実行されたときの信頼度が高
くなるようにしてもよいし、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなり、かつ実行され
たときの信頼度が高くなるようにしてもよい。
【０３８６】
　また、例えば、表示結果が大当りとなる変動パターンと、表示結果が大当りとならない
変動パターンとでは、前者の方が、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなるようにし
てもよいし、遊技中示唆演出が実行されたときの信頼度が高くなるようにしてもよいし、
遊技中示唆演出が実行される割合が高くなり、かつ実行されたときの信頼度が高くなるよ
うにしてもよい。
【０３８７】
（大当り中演出決定処理）
　図８－２４は、大当り中演出決定処理の一例を示すフローチャートである。大当り中演
出決定処理は、大当り開放前処理（ステップＳ１１４）内において実行される。大当り中
演出決定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定値コマンド受信フラグがセット
されているか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ６０１）。設定値コマンド受信フラ
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グがセットされていれば（すなわち、設定値コマンドを正常に受信した場合には）、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の設定値格納領域に格納されている設定値にもとづ
いて、大当り中示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定する（ステップ１
１２ＩＷＳ６０２）。そして、ステップ１１２ＩＷＳ６０７に移行する。
【０３８８】
　ステップＳ１１２ＩＷＳ６０２では、遊技開始時点から変動表示が特定回（本例では１
００回）実行されるまでの期間（以下、特定期間ともいう）である場合には、図８－２５
（Ａ）に示す第１大当り中示唆演出決定テーブルを選択し、特定期間中ではない場合には
、図８－２５（Ｂ）に示す第２大当り中示唆演出決定テーブルを選択する。そして、選択
した大当り中示唆演出決定テーブルと、設定値とにもとづいて、大当り中示唆演出の実行
の有無、実行する場合の演出態様を決定する。なお、ここでの「遊技開始時点」とは、電
源投入後、最初の変動表示が開始された時点を指しているが、これに限らず、例えば、前
回の連荘の終了後、最初の変動表示が開始された時点であってもよいし、客待ちデモ演出
の終了後、最初の変動表示が開始された時点であってもよい。また、この特徴部１１２Ｉ
Ｗでは、電源投入時に設定変更が行われたか否かに関わらず、遊技開始時点から変動表示
が特定回（本例では１００回）実行されるまでの期間を特定期間としているが、電源投入
時に設定変更が行われた場合の、遊技開始時点から変動表示が特定回（本例では１００回
）実行されるまでの期間を特定期間とするようにしてもよい。また、例えば、特定期間を
複数の期間に区分し、第１特定期間（遊技開始時点から変動表示が５０回実行されるまで
の期間）と、第２特定期間（遊技開始後、５１回目の変動表示から１００回目の変動表示
が実行されるまでの期間）とで、大当り中示唆演出の有無や演出態様の決定割合が異なる
大当り中示唆演出決定テーブルを用いるようにしてもよい。
【０３８９】
　図８－２５（Ａ），（Ｂ）に示す第１，第２大当り中示唆演出決定テーブルは、いずれ
も設定値「１」＜「２」＜「３」の順に、大当り中示唆演出が実行される割合が高くなる
ように判定値が割り当てられている。このような構成により、大当り中示唆演出が実行さ
れることで、有利な設定値に設定されていることが示唆されることになる。
【０３９０】
　また、第２演出態様および第３演出態様については、設定値「１」＜「２」＜「３」の
順に実行される割合が高く、特定期間と非特定期間とで設定値間の実行割合の差が大きく
なるように判定値が割り当てられている。すなわち、特定期間においては、非特定期間よ
りも、信頼度が高い大当り中示唆演出が実行されるように構成されている。このような構
成により、特定期間に遊技を行う動機を与えることができ、興趣を高めることができる。
なお、本特徴部１１２ＩＷの構成に限らず、大当り中示唆演出（またはそのうちの特定の
演出態様）は、特定期間にのみ実行され、非特定期間には実行されないようにしてもよい
。
【０３９１】
　また、図８－２５（Ａ），（Ｂ）に示すように、設定値「３」である場合にのみ第４演
出態様に決定される場合がある。そのため、第４演出態様により大当り中示唆演出が実行
されることで、設定値「３」であることが確定することになる。
【０３９２】
　本特徴部１１２ＩＷでは、大当り中示唆演出が第３演出態様により実行されると、例え
ば、図８－２６（Ａ１）に示すように、画像表示装置５において、大当りとなる演出図柄
が停止表示された後に、図８－２６（Ｂ１）に示すように、セリフＣ画像（「高設定！？
」）１１２ＩＷ１０２が表示される。
【０３９３】
　また、大当り中示唆演出が第４演出態様により実行されると、例えば、図８－２６（Ａ
１）に示すように、画像表示装置５において、大当りとなる演出図柄が停止表示された後
に、図８－２７（Ｃ１）に示すように、セリフＤ画像（「高設定確定」）１１２ＩＷ１０
５が表示される。
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【０３９４】
　設定値コマンド受信フラグがセットされていなければ（すなわち、設定変更処理が実行
されたが、コマンドの取りこぼしやデータ化けなどの理由により設定値コマンドを正常に
受信できなかった場合には）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在の演出モードが演出モー
ドＡであるか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ６０３）。なお、演出モードＡであ
るか否かは、例えば、演出モードＡフラグがセットされているか否かを確認することによ
り判定できる。演出モードＡであれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定値「１」である
ものとして、選択した大当り中示唆演出決定テーブルを用いて、大当り中示唆演出の実行
の有無および演出態様を決定する（ステップ１１２ＩＷＳ６０４）。そして、ステップ１
１２ＩＷＳ６０７に移行する。
【０３９５】
　ステップ１１２ＩＷＳ６０３～Ｓ６０４の処理が実行されることによって、本特徴部１
１２ＩＷでは、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＡであ
る場合には、最も不利な設定である設定値「１」であるものとして大当り中示唆演出の実
行の有無および演出態様が決定される。図８－２５（Ａ），（Ｂ）に示すように、設定値
「１」に対しては、第２演出態様や第３演出態様と決定される割合が最も低く、第４演出
態様と決定される場合はない。そのように構成することによって、不利な設定値が設定さ
れているにも関わらず第２演出態様や第３演出態様、第３演出態様により大当り中示唆演
出が実行されて遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減し、遊技に対する興趣の低下
を防止できるようにしている。
【０３９６】
　演出モードＡでなければ、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在の演出モードが演出モード
Ｃであるか否かを確認する（ステップ１１２ＩＷＳ６０５）。なお、演出モードＣである
か否かは、例えば、演出モードＣフラグがセットされているか否かを確認することにより
判定できる。演出モードＣであれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出モードＣ用の大当
り中示唆演出決定テーブルを用いて、大当り中示唆演出の実行の有無および演出態様を決
定する（ステップ１１２ＩＷＳ６０６）。そして、ステップ１１２ＩＷＳ６０７に移行す
る。
【０３９７】
　図８－２５（Ｃ）は、演出モードＣ用の大当り中示唆演出決定テーブルの一例を示す説
明図である。図８－２５（Ｃ）に示すように、演出モードＣ用の大当り中示唆演出決定テ
ーブルでは、大当り中示唆演出を実行すると決定する割合自体が低く、設定値「２」や「
３」の場合と比較して、第２演出態様や第３演出態様と決定される割合が低く、第４演出
態様と決定される場合もない。
【０３９８】
　ステップ１１２ＩＷＳ６０５～Ｓ６０６の処理が実行されることによって、本特徴部１
１２ＩＷでは、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＣであ
る場合には、不利な設定値が設定されているにも関わらず第２演出態様や第３演出態様、
第３演出態様により大当り中示唆演出が実行されて遊技者を却って落胆させてしまう事態
を低減し、遊技に対する興趣の低下を防止できるようにしている。
【０３９９】
　一方、演出モードＣでもなかった場合（すなわち、現在の演出モードが演出モードＢで
あった場合）には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、そのままステップ１１２ＩＷＳ６０７に
移行する。すなわち、演出モードＢである場合には、大当り中示唆演出を実行しないよう
に制限する。
【０４００】
　ステップ１１２ＩＷＳ６０５の処理が実行されることによって、本特徴部１１２ＩＷで
は、設定値コマンドを正常に受信できなかった場合であって演出モードＢである場合には
、大当り中示唆演出を実行しないことにより、不利な設定値が設定されているにも関わら
ず大当り中示唆演出が実行されて遊技者を却って落胆させてしまう事態を低減し、遊技に
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対する興趣の低下を防止できるようにしている。
【０４０１】
　なお、演出モードＢで設定値コマンドを正常に受信できていなかった場合であっても、
低い割合で大当り中示唆演出を実行可能に構成してもよい。この場合、例えば、図８－２
５（Ａ），（Ｂ）に示す大当り中示唆演出決定テーブルの設定値「１」よりもさらに全体
的に大当り中示唆演出の実行割合を低く設定したテーブルを用いて、大当り中示唆演出の
有無や種類を決定するように構成してもよい。
【０４０２】
　なお、図８－２５（Ａ），（Ｂ）に示す例に限られず、複数の演出態様のうちの特定の
演出態様（例えば、第３演出態様）のみ、設定値に応じて、実行される割合が異なるよう
にしてもよい。
【０４０３】
　また、図８－２５（Ａ）に示す例では、特定期間に大当りとなったときには、必ず大当
り中示唆演出が実行されるように構成されているが、低い割合で実行されない場合がある
ようにしてもよい。この場合には、設定値に応じて実行されない割合を異ならせるように
してもよい。また、図８－２５（Ｂ）に示す例では、設定値に関わらず、大当り中示唆演
出が実行されない割合は同じとなるように構成されているが、設定値に応じて実行されな
い割合を異ならせるようにしてもよい。
【０４０４】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、特定期間に大当りとなったときに、設定示唆演出とし
て大当り中示唆演出が実行されるように構成されているが、このような構成に加えて、ま
たは代えて、特定期間に所定条件が成立したことにもとづいて、設定示唆演出（例えば、
所定条件が成立したときに、設定値を示唆するセリフ画像が表示される）が実行されるよ
うにしてもよい。この場合、所定条件は、例えば、リーチ演出や擬似連演出の実行回数が
所定回数に達したことや、特定のスーパーリーチ演出や予告演出が実行されたこと等によ
り成立するようにしてもよい。
【０４０５】
　本特徴部１１２ＩＷでは、設定値に応じて異なる割合で大当り中示唆演出を実行可能で
あるが、これは、設定値に応じて大当り中示唆演出（第１演出態様、第２演出態様、第３
演出態様および第４演出態様を含む）の実行割合が異なること、設定値に応じて第１演出
態様、第２演出態様、第３演出態様および第４演出態様の実行比率が異なること、設定値
に応じて特定の演出態様（例えば、第３演出態様）のみ実行割合が異なることを含む概念
である。
【０４０６】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、役物演出の実行の有無を決定する（ステップ１１
２ＩＷＳ６０７）。
【０４０７】
　ここでは、例えば、図８－２６（Ａ１）に示すように、画像表示装置５の上方に、可動
部材１１２ＩＷ１０１が設けられているものとする。このような構成において、役物演出
が実行されると、図８－２６（Ｂ２）に示すように、可動部材１１２ＩＷ１０１が画像表
示装置５の前面に移動する制御が行われる。
【０４０８】
　図８－２６（Ａ１），（Ｂ２）に示すように、役物演出が実行されると、可動部材１１
２ＩＷ１０１が画像表示装置５の前面に移動するため、画像表示装置５において大当り中
示唆演出によりセリフ画像が表示される位置が視認しづらくなる。本特徴部１１２ＩＷで
は、大当り中示唆演出と役物演出とは、大当り遊技におけるファンファーレ期間のうちの
異なるタイミングで実行されるため、実際に画像表示装置５の前面に移動した可動部材１
１２ＩＷ１０１が、大当り中示唆演出により表示されているセリフ画像を覆い隠すことは
ない。しかし、ファンファーレ期間中に、役物演出により可動部材１１２ＩＷ１０１が動
作すると、可動部材１１２ＩＷ１０１に遊技者の注意が向いて、大当り中示唆演出により
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表示されているセリフ画像を見落としてしまうおそれがある。そこで、ステップ１１２Ｉ
ＷＳ６０７では、図８－２５（Ｄ）に示す役物演出決定テーブルを用いることによって、
大当り中示唆演出が実行されるときには、役物演出が実行されないように構成されている
。このような構成により、大当り中示唆演出が認識しづらくなって興趣を低下させてしま
うことを防止することができる。また、このような構成により、大当り中示唆演出と役物
演出とが同じタイミングで実行されるものであっても、大当り中示唆演出が認識しづらく
なることを防止することができる。
【０４０９】
　なお、大当り中示唆演出の実行が決定されているときには、大当り中示唆演出と役物演
出とのいずれかの実行タイミングを変えて（例えば、役物演出をファンファーレ期間に行
い、大当り中示唆演出をエンディング期間に行う）、大当り中示唆演出が認識しづらくな
ることを防止するようにしてもよい。また、大当り中示唆演出の実行が決定されていると
きには、可動部材１１２ＩＷ１０１の動作態様を変化させて（例えば、大当り中示唆演出
によるセリフ画像と重なる位置で停止しないように制御して）、または大当り中示唆演出
によるセリフ画像の表示位置を変更して、大当り中示唆演出が認識しづらくなることを防
止するようにしてもよい。また、大当り中示唆演出の実行が決定されている場合には、役
物演出の実行割合を低下させることにより、役物演出の実行を制限するようにしてもよい
。また、特定期間のみ、役物演出の実行を制限するようにしてもよい。また、図８－２５
（Ｄ）に示す例に限らず、大当り中示唆演出が実行されるときにも、低い割合で役物演出
が実行されることがあるようにしてもよい。
【０４１０】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、役物演出を実行しない場合には（ステップ１１２
ＩＷＳ６０８のＮ）、導光板演出の有無を決定する（ステップ１１２ＩＷＳ６０９）。
【０４１１】
　ここでは、画像表示装置５の前面に、光を透過可能な透光性を有する導光板１１２ＩＷ
１０３と、導光板の端面から光を入射可能に設けられた発光体とが設けられ、導光板１１
２ＩＷ１０３は、発光体によって導光板１１２ＩＷ１０３の端面から導光板１１２ＩＷ１
０３の内部に入射された光を反射して遊技機の前面に出射させる反射部が設けられている
ものとする。そして、発光体を発光させることにより導光板１１２ＩＷ１０３に設けられ
た反射部から遊技機の前面に光を出射させる導光板演出を実行可能である。このような構
成において、導光板演出が実行されると、図８－２６（Ｂ３）に示すように、導光板１１
２ＩＷ１０３に設けられた反射部から遊技機の前面に光が出射され、「大当り」の文字が
現れる。また、導光板演出の実行中は、画像表示装置５に表示されている画像を視認しづ
らくなる。
【０４１２】
　ステップ１１２ＩＷＳ６０９では、図８－２５（Ｅ）に示す導光板演出決定テーブルを
用いることによって、大当り中示唆演出の有無、実行される場合の演出態様に応じて、異
なる割合により導光板演出が実行される。具体的には、第１演出態様の大当り中示唆演出
が実行されるときに、導光板演出が実行される割合が高く、第２演出態様、第３演出態様
および第４演出態様の大当り中示唆演出が実行されるときに、導光板演出が実行される割
合が低くなるように構成されている。すなわち、有利な設定値であることが示唆されない
演出態様の大当り中示唆演出が実行されるときには、導光板演出が実行される割合が高く
、大当り中示唆演出が視認しづらくするように構成されている。例えば、図８－２６（Ｂ
４）に示すように、第１演出態様の大当り中示唆演出によりセリフＡ画像（「設定は・・
・」）１１２ＩＷ１０４が表示されているときに、導光板演出が実行されると、セリフＡ
画像が視認しづらくなる。このような構成により、遊技者にとって望ましくない演出態様
の大当り中示唆演出により、却って遊技興趣を低下させてしまうことを抑えることができ
る。なお、第２演出態様、第３演出態様および第４演出態様の大当り中示唆演出が実行さ
れるときには、大当り中示唆演出と導光板演出とのいずれかの実行タイミングを変更する
（例えば、導光板演出をファンファーレ期間に行い、大当り中示唆演出をエンディング期
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間に行う）ようにしてもよい。
【０４１３】
　なお、本特徴部１１２ＩＷでは、役物演出や導光板演出が、大当り中示唆演出を認識し
づらくなる態様により実行されるが、例えば、エラーが発生したときに画像表示装置９に
おいて表示されるエラー表示も、大当り中示唆演出を認識しづらくなる態様により実行さ
れる。すなわち、エラー表示は、大当り中示唆演出（または遊技前示唆演出や遊技中示唆
演出）よりも優先して表示される。このような構成により、エラーの発生を適切に報知す
ることができる。また、大当り中示唆演出と同時に実行され得る所定の演出（例えば、フ
ァンファーレ演出のうち特定の演出態様のもの）が設けられ、当該所定の演出が大当り中
示唆演出を認識しづらくする態様である場合には、大当り中示唆演出を優先するようにし
てもよい。具体的には、当該所定の演出により画像表示装置５に表示される画像が、大当
り中示唆演出により表示される画像を認識しづらくする態様である場合には、大当り中示
唆演出により表示される画像を優先的に表示するようにしてもよい。このような構成によ
り、大当り中示唆演出を認識しやすくすることができる。
【０４１４】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、画像表示装置５の表示領域にて演出図柄を可変表示さ
せているが、表面に演出図柄を配したドラム状の可動体を駆動させることにより演出図柄
を可変表示させてもよい（つまり、所謂ドラム型の遊技機にも適用してもよい）。あるい
は、表面に演出図柄を配したベルト状の可動体を駆動させることにより演出図柄を可変表
示させてもよい（つまり、所謂ベルトリール型の遊技機にも適用してもよい）。このよう
な、ドラム型またはベルトリール型の遊技機では、設定変更を行った後の初回変動開始時
に、ドラム状またはベルト状の可動体が通常時とは異なる特徴的な動作を行う（または特
徴的な動作が発生してしまう）場合がある。そこで、設定変更を行った後の初回変動にお
いては、変動開始時に可動体を視認しづらくする導光板演出を実行する（または実行する
割合を高くする）ようにしてもよい。このような構成により、設定変更を行ったことを遊
技者に気付かれにくくすることができる。
【０４１５】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、役物演出や導光板演出が、大当り中示唆演出の視認性
を低下させることができるように構成されているが、このような構成に代えて、または加
えて、例えば、役物演出や導光板演出が実行されることにより、初期出目演出や遊技前示
唆演出、遊技中示唆演出の視認性を低下させることができるようにしてもよい。また、こ
の場合にも、遊技者にとって望ましくない示唆がなされる場合に、高い割合で視認性を低
下させるようにしてもよい。例えば、偶数初期出目が表示される場合や、第１演出態様の
遊技前示唆演出が実行される場合、第１演出態様の遊技中示唆演出が実行される場合に、
これらの視認性を低下させるように、可動部材が動作する役物演出や、導光板により文字
や絵を表示する導光板演出を実行する割合を高くするようにしてもよい。また、役物演出
や導光板演出に限らず、所定音を出力する制御や、可動部材やスティックコントローラ３
１Ａを振動させる制御、装飾用ＬＥＤといった装飾発光体を所定の態様により発光させる
制御を含む演出を行うことにより、遊技者の注意を他に向けて、初期出目演出や遊技前示
唆演出、遊技中示唆演出の視認性を低下させる（または気づきにくくする）ようにしても
よい。
【０４１６】
　また、本特徴部１１２ＩＷの設定示唆演出に加えて、計測結果（電源投入時にセットし
た計測タイマやリアルタイムクロックを用いた計測結果）にもとづいて実行される一斉演
出を、特定の態様により実行することにより、設定を示唆するようにしてもよい。
【０４１７】
　また、保留記憶が０になることなく連続して変動表示が実行された回数や、上限保留記
憶数を超える始動入賞が発生した回数に応じて、設定を示唆する設定示唆演出（例えば、
所定画像の表示制御や所定音の出力制御、所定ランプの発光制御等を行う）が実行される
ようにしてもよい。
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【０４１８】
　また、所定の操作有効期間において、スティックコントローラ３１Ａやプッシュボタン
３１Ｂの操作が検出されたことにもとづいて、設定を示唆する設定示唆演出（例えば、所
定画像の表示制御や所定音の出力制御、所定ランプの発光制御等を行う）が実行されるよ
うにしてもよい。
【０４１９】
　以上、特徴部１１２ＩＷを図面により説明してきたが、具体的な構成は本例で示したも
のに限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があって
も本発明に含まれる。
【０４２０】
　（変形例１）
　例えば、前記特徴部１１２ＩＷでは、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ａを外枠１
１２ＩＷ００１ａに固定する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、セキュリティカバーは遊技機用枠１１２ＩＷ００３側に設けてもよい。具体的には
、変形例１として図８－２８（Ａ）及び図８－２８（Ｂ）に示すように、短片１１２ＩＷ
５００Ｂａと長片１１２ＩＷ５００Ｂｂとから成るセキュリティカバー１１２ＩＷ５００
Ｂを、例えば、基板ケース１１２ＩＷ２０１に対して、長片１１２ＩＷ５００Ｂｂの右端
部が設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２とを含む基板ケース
１１２ＩＷ２０１の右側部を被覆する被覆位置と該被覆位置よりも右側の被覆解除位置と
の間で左右方向にスライド移動可能に設ける。
【０４２１】
　一方、遊技機用枠１１２ＩＷ００３を開放した際には、基板ケース１１２ＩＷ２０１に
対してセキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂを右側方にスライド移動させることによっ
て、長片１１２ＩＷ５００Ｂｂの左部に形成された貫通口１１２ＩＷ５００Ｂｃを介して
設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２とを操作可能とすればよ
い。つまり、本変形例１においては、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖されているとき
は、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂ（長片１１２ＩＷ５００Ｂｂ）が設定キー１
１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を被覆した状態で基板ケース１１２
ＩＷ２０１に対する左右方向へのスライド移動が規制されることによってパチンコ遊技機
１が規制状態に維持される。一方で、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が開放されているとき
には、基板ケース１１２ＩＷ２０１に対してセキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂを右
方向にスライド移動させて設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５
２を被覆した状態を解除することによって、パチンコ遊技機１が規制状態から解除可能（
許容状態に変化させることが可能）な状態とすることができる。
【０４２２】
　より詳しくは、図８－２８（Ａ）及び図８－２８（Ｂ）に示すように、遊技機用枠１１
２ＩＷ００３の閉鎖時は、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂの基板ケース１１２Ｉ
Ｗ２０１からの突出寸法が長さＬ１である一方で、遊技機用枠１１２ＩＷ００３を開放し
た際には、基板ケース１１２ＩＷ２０１に対してセキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂ
をスライド移動させることによってセキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂの基板ケース
１１２ＩＷ２０１からの突出寸法が長さＬ２に伸長される（Ｌ２＞Ｌ１）。
【０４２３】
　つまり、図８－２９（Ａ）に示すように、遊技機用枠１１２ＩＷ００３を所定の回動軸
を中心に回動して開放した際には、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂを基板ケース
１１２ＩＷ２０１からの突出寸法が長さＬ２となるまで基板ケース１１２ＩＷ２０１に対
してスライド移動させる（パチンコ遊技機１を許容状態とする）ことで、遊技場の店員等
が設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を操作することによっ
てパチンコ遊技機１の設定値を変更可能となっている。一方で、該パチンコ遊技機１が許
容状態である場合は、図８－２９（Ｂ）に示すように、セキュリティカバー１１２ＩＷ５
００Ｂを基板ケース１１２ＩＷ２０１からの突出寸法が長さＬ１となるまで基板ケース１
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１２ＩＷ２０１に対してスライド移動させなければ（パチンコ遊技機１を規制状態に変化
させなければ）セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂが外枠１１２ＩＷ００１ａの前端
部に当接してしまい、遊技機用枠１１２ＩＷ００３を閉鎖することが不可能となっている
。
【０４２４】
　このため、本変形例１では、パチンコ遊技機１が許容状態のまま遊技機用枠１１２ＩＷ
００３が閉鎖されてしまうことを防止することが可能となっているので、セキュリティカ
バー１１２ＩＷ５００Ｂによる設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ
０５２との被覆し忘れ、つまり、操作部に対する操作を規制しないまま遊技機用枠１１２
ＩＷ００３を閉鎖してしまうことを防ぐことができ、セキュリティ性を向上できるように
なっている。
【０４２５】
　尚、遊技機用枠１１２ＩＷ００３を閉鎖している状態では、短片１１２ＩＷ５００Ｂａ
の前端部が外枠１１２ＩＷ００１ａと遊技機用枠１１２ＩＷ００３との間に配置されるこ
とで被覆位置から左右方向への移動が規制されるようになっているが、セキュリティカバ
ー１１２ＩＷ５００Ｂにより設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０
５２とを被覆している状態が維持される範囲でセキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂが
左右方向に移動されるようになっていてもよい。
【０４２６】
　（変形例２）
　更に、セキュリティカバーを遊技機用枠１１２ＩＷ００３側に設ける形態としては、変
形例２として図８－３０（Ａ）及び図８－３０（Ｂ）に示すように、セキュリティカバー
１１２ＩＷ５００Ｃの左端部を遊技機用枠１１２ＩＷ００３の背面側に設けられた上下方
向を向く枢軸１１２ＩＷ５００Ｃｄを中心として、設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替
スイッチ１１２ＩＷ０５２とを含む基板ケース１１２ＩＷ２０１の右側部を被覆する被覆
位置と該被覆位置から回動した被覆解除位置との間で回動可能に枢支されていてもよい。
このような場合は、遊技機用枠１１２ＩＷ００３の閉鎖時には、短片１１２ＩＷ５００Ｃ
ａの前端部が外枠１１２ＩＷ００１ａの右側辺に設けられた係止部１１２ＩＷ５００Ｃｃ
に係止され、長片１１２ＩＷ５００Ｃｂが設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ
１１２ＩＷ０５２とを背面側から被覆している状態から背面側への回動が規制されるよう
にすればよい。
【０４２７】
　そして、遊技機用枠１１２ＩＷ００３を開放した際には、基板ケース１１２ＩＷ２０１
に対してセキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｃを枢軸１１２ＩＷ５００Ｃｄ周り（平面
視で反時計回り）に回動させることによって設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッ
チ１１２ＩＷ０５２とを被覆した状態を解除して操作可能とすればよい。つまり、本変形
例２においては、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖されているときは、セキュリティカ
バー１１２ＩＷ５００Ｃ（長片１１２ＩＷ５００Ｃｂ）が設定キー１１２ＩＷ０５１と設
定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を被覆した状態で回動が規制されることによってパチン
コ遊技機１が規制状態に維持される。一方で、遊技機用枠１１２ＩＷ００３が開放されて
いるときには、基板ケース１１２ＩＷ２０１に対してセキュリティカバー１１２ＩＷ５０
０Ｃを枢軸１１２ＩＷ５００Ｃｄ周り（平面視で反時計回り）に回動させて設定キー１１
２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を被覆した状態を解除することによっ
て、パチンコ遊技機１が規制状態から解除可能（許容状態に変化させることが可能）な状
態とすることができる。
【０４２８】
　より詳しくは、図８－３１（Ａ）に示すように、本変形例２におけるセキュリティカバ
ー１１２ＩＷ５００Ｃは、枢軸１１２ＩＷ５００Ｃｄ周りに回動する（パチンコ遊技機１
を許容状態とする）ことで、遊技場の店員等が設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替スイ
ッチ１１２ＩＷ０５２を操作することによってパチンコ遊技機１の設定値を変更可能とな
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っている。一方で、該パチンコ遊技機１が許容状態である場合は、図８－３１（Ｂ）に示
すように、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｃを平面視で時計回り方向に回動して該
セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｃによって設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替ス
イッチ１１２ＩＷ０５２を被覆しなければ（パチンコ遊技機１を規制状態に変化させなけ
れば）、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｃが外枠１１２ＩＷ００１ａの前端部に当
接してしまい、遊技機用枠１１２ＩＷ００３を閉鎖することが不可能となっている。
【０４２９】
　このため、本変形例２では、パチンコ遊技機１が許容状態のまま遊技機用枠１１２ＩＷ
００３が閉鎖されてしまうことを防止することが可能となっているので、セキュリティカ
バー１１２ＩＷ５００Ｃによる設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ
０５２との被覆し忘れ、つまり、操作部に対する操作を規制しないまま遊技機用枠１１２
ＩＷ００３を閉鎖してしまうことを防ぐことができ、セキュリティ性を向上できるように
なっている。
【０４３０】
　（変形例３）
　また、前記特徴部１１２ＩＷでは、遊技機用枠１１２ＩＷ００３を開放することによっ
てパチンコ遊技機１の設定値を変更可能な形態を例示したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、ガラス扉枠１１２ＩＷ００３ａを開放することによってパチンコ遊技機１
の設定値を変更可能としてもよい。尚、このようにガラス扉枠１１２ＩＷ００３ａを開放
することによってパチンコ遊技機１の設定値を変更可能とする場合は、変形例３として図
８－３２（Ａ）～図８－３２（Ｃ）に示すように、遊技機用枠１１２ＩＷ００３下部に貫
通口１１２ＩＷ００３ｂを形成し、該貫通口１１２ＩＷ００３ｂを介して設定キー１１２
ＩＷ０５１や設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２を操作可能とすればよい。尚、この場合
は、主基板１１におけるＩＣ等の実装面がパチンコ遊技機１の背面側に向けて配置され、
設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２は主基板１１における前
記実装面とは反対側の面に配置される。
【０４３１】
　このように貫通口１１２ＩＷ００３ｂを介して設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替ス
イッチ１１２ＩＷ０５２を操作可能とする場合には、貫通口１１２ＩＷ００３ｂを開閉可
能な扉体１１２ＩＷ００３ｃを設け、該扉体１１２ＩＷ００３ｃが閉鎖されている状態で
はて設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２の操作規制されるよ
うにすればよい。尚、図８－３２（Ｂ）及び図８－３２（Ｃ）に示すように、扉体１１２
ＩＷ００３ｃを遊技機用枠１１２ＩＷ００３の正面側に設ける場合は、ガラス扉枠１１２
ＩＷ００３ａを閉鎖することによって扉体１１２ＩＷ００３ｃがガラス扉枠１１２ＩＷ０
０３ａと遊技機用枠１１２ＩＷ００３との間で開閉可能に挟持されることとなるので、ガ
ラス扉枠１１２ＩＷ００３ａの閉鎖時に設定キー１１２ＩＷ０５１や設定切替スイッチ１
１２ＩＷ０５２が不正に操作されてしまうことを強力に防ぐことができ、セキュリティ性
を向上することができる。
【０４３２】
　以上に説明したように、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第１発明が含まれている
。つまり、従来、設定操作にもとづいて複数段階の設定値のうちのいずれかの設定値に設
定可能に構成され、設定されている設定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成
されたパチンコ遊技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に記載された
ものがある。特開２０１０－２００９０２号公報には、変更前後の設定値に対応する変動
停止コマンド（設定値指定コマンド）を主制御基板から演出制御基板に送信し、その変動
停止コマンドにより得られる変更前後の設定値にもとづいて、キリン、ゾウ、ライオンの
３種類のキャラクタに対応する３種類の演出パターンによる表示を行うことが記載されて
いる。しかしながら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の遊技機にあっては、設
定値情報（設定値指定コマンド）が正常でなかったときに誤った示唆演出が実行されてし
まう可能性があり、設定されている設定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成
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した遊技機において、却って遊技に対する興趣を低下させてしまうおそれがある。そのた
め、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第１発明の手段１の遊技機として、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であっ
て、
　設定操作にもとづいて複数段階の設定値（例えば、設定値「１」～設定値「３」）のう
ちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００におけるステップ１１２ＩＷＳ０２９を実行する部分）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ１１４～１１７を実行
する部分）と、
　いずれの設定値に設定されているかを特定可能な設定値情報（例えば、設定値コマンド
）を出力可能な情報出力手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００における
ステップ１１２ＩＷＳ０１１，Ｓ１０８を実行する部分）と、
　前記情報出力手段から出力された前記設定値情報にもとづいて、示唆演出（例えば、遊
技前示唆演出、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段（例
えば、演出制御用ＣＰＵ１２０におけるステップ１１２ＩＷＳ４０９～Ｓ４１５，Ｓ５０
４～Ｓ５０９，Ｓ６０１～Ｓ６０６を実行する部分）とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、前記情報出力手段から出力された前記設定値情報が正常でな
かった場合、前記複数段階の設定値のうち遊技者にとって有利度が低い所定の設定値に設
定されているものとして、前記示唆演出を実行可能である（例えば、演出制御用ＣＰＵ１
２０は、ステップ１１２ＩＷＳ４１２，Ｓ５０７，Ｓ６０４を実行する部分）
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、設定されている設定値
にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成した遊技機において、遊技に対する興趣の
低下を防止することができる。
【０４３３】
　更には、第１発明の手段２の遊技機として、
　情報出力手段は、複数のタイミングにおいて設定値情報を出力可能である（例えば、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップ１１２ＩＷＳ０１１，Ｓ１０８を実行
することにより、電源投入時と変動開始時に設定値コマンドを送信する）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、あるタイミングに
おいて設定値情報を正常に入力できなくても、次のタイミングにおいて設定値情報を正常
に入力できるので、遊技に対する興趣の低下を防止することができる。
【０４３４】
　更には、第１発明の手段３の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、示唆演出として、設定されている設定値の特定度合いが高い第１
示唆演出（例えば、第３演出態様による遊技前示唆演出や遊技中示唆演出、第４演出態様
による大当り中示唆演出）と、設定されている設定値の特定度合いが低い第２示唆演出（
例えば、第１演出態様による遊技前示唆演出や、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出）と
を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、演出効果を高める
ことができる。
【０４３５】
　更には、第１発明の手段４の遊技機として、
　示唆演出の実行態様を決定するための複数種類の決定データ（例えば、遊技前示唆演出
決定テーブル、遊技中示唆演出決定テーブル、大当り中示唆演出決定テーブル）を用いて
、前記示唆演出の実行態様を決定する示唆演出決定手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２
０におけるステップ１１２ＩＷＳ４１０，Ｓ４１２，Ｓ４１４，Ｓ５０５，Ｓ５０７，Ｓ
５０９，Ｓ６０２，Ｓ６０４，Ｓ６０６を実行する部分）を備え、
　前記示唆演出決定手段は、
　前記複数種類の決定データのうち設定されている設定値に応じた決定データを用いて、
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前記示唆演出の実行態様を決定し（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の
設定値格納領域に格納されている設定値にもとづいて、ステップ１１２ＩＷＳ４１０，Ｓ
５０５，Ｓ６０２を実行する）、
　設定値情報が正常に入力されなかった場合、所定の設定値（例えば、設定値「１」）に
応じた決定データを用いて、前記示唆演出の実行態様を決定する（例えば、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、設定値「１」にもとづいて、ステップ１１２ＩＷＳ４１２，Ｓ５０７，Ｓ
６０４を実行する）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、データ容量の増加
を防止することができる。
【０４３６】
　なお、本特徴部１１２ＩＷにおいて、「示唆演出の実行態様を決定する」とは、示唆演
出を実行するか否かを決定することを含むとともに、示唆演出の演出態様を決定すること
も含む概念である。
【０４３７】
　更には、第１発明の手段５の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更されてから最初の可変表示が実行され
るまでの期間において、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出（例え
ば、遊技前示唆演出や初期出目演出など）を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技開始前の遊技
機の状態に関心を持たせ、早い時間帯から遊技を行う動機を与えることができ、遊技興趣
を高めることができる。
【０４３８】
　更には、第１発明の手段６の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更された後、所定期間（例えば、特別期
間（設定変更後から変動表示が３０回実行されるまで））が経過するまでの遊技中におい
て、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行可能である（例えば
、図８－６（Ａ），（Ｂ）、図８－２３（Ａ），（Ｂ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、所定期間に遊技を
行う動機を与えることができ、遊技興趣を高めることができる。
【０４３９】
　更には、第１発明の手段７の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行
可能であり（例えば、図８－２３（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　実行された示唆演出に関する情報を報知可能な報知手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１
２０がステップＳ１１２ＩＷＳ４１６を実行する部分）をさらに備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、過去に実行された
示唆演出を確認することができ、遊技興趣を高めることができる。
【０４４０】
　更には、第１発明の手段８の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行
可能であり（例えば、図８－２５（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　示唆演出と並行して実行されると該示唆演出が認識しづらくなる演出態様により所定演
出（例えば、大当り示唆演出と並行して実行されると該大当り示唆演出が認識しづらくな
る役物演出や導光板演出、エラー表示など）を実行可能な所定演出実行手段と、
　示唆演出が実行されるときに、所定演出の実行を制限する制限手段（例えば、大当り中
示唆演出が実行されるときには、役物演出の実行が制限される。図８－２５（Ｄ）参照）
とをさらに備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４４１】
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　更には、第１発明の手段９の遊技機として、
　設定示唆実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により設定示唆を実行
可能であり（例えば、図８－２５（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　設定示唆と並行して実行されると該設定示唆が認識しづらくなる態様により所定報知を
実行可能な所定報知手段（例えば、大当り示唆演出と並行して実行されると該大当り示唆
演出が認識しづらくなる役物演出や導光板演出、エラー表示など）をさらに備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４４２】
　更には、第１発明の手段１０の遊技機として、
　有利状態における所定の制御期間（例えば、大当り遊技中のファンファーレ期間やイン
ターバル期間、エンディング期間など）は、設定されている設定値に応じて異なる（例え
ば、図８－５参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０４４３】
　更には、第１発明の手段１１の遊技機として、
　可変表示に関する所定の制御期間（例えば、変動時間）は、設定されている設定値に応
じて異なる（例えば、図８－７参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０４４４】
　更には、第１発明の手段１２の遊技機として、
　開閉可能な開閉体と、操作部に対する操作を規制可能な規制部材（例えば、キュリティ
ーカバー１１２ＩＷ５００Ａ／セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂ／セキュリティカ
バー１１２ＩＷ５００Ｃ）とを備え、
　開閉体が閉鎖されているときには規制部材により操作部に対する操作が規制される規制
状態に維持され、開閉体が開放されているときには規制状態が解除可能となる（例えば、
遊技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖されている状態においては、セキュリティカバー１１
２ＩＷ５００Ａによって設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２
を含む操作部に対する操作が規制される規制状態に維持される一方で、遊技機用枠１１２
ＩＷ００３が開放されている状態においては、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ａに
よる規制状態が解除され、設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５
２との操作が許容される許容状態となる。図８－２、図８－３、図８－２８～図８－３１
）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、セキュリティ性が
向上する。
【０４４５】
　また、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第２発明も含まれている。つまり、従来、
設定操作にもとづいて複数段階の設定値のうちのいずれかの設定値に設定可能に構成され
、設定されている設定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成されたパチンコ遊
技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に記載されたものがある。特開
２０１０－２００９０２号公報には、変更前後の設定値に対応する変動停止コマンド（設
定値指定コマンド）を主制御基板から演出制御基板に送信し、その変動停止コマンドによ
り得られる変更前後の設定値にもとづいて、キリン、ゾウ、ライオンの３種類のキャラク
タに対応する３種類の演出パターンによる表示を行うことが記載されている。しかしなが
ら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の遊技機にあっては、設定値情報（設定値
指定コマンド）が正常でなかったときに誤った示唆演出が実行されてしまう可能性があり
、設定されている設定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成した遊技機におい
て、却って遊技に対する興趣を低下させてしまうおそれがある。そのため、該問題点に着
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目した場合に、該問題を解決する第２発明の手段１の遊技機として、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であっ
て、
　設定操作にもとづいて複数段階の設定値（例えば、設定値「１」～設定値「３」）のう
ちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００におけるステップ１１２ＩＷＳ０２９を実行する部分）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ１１４～１１７を実行
する部分）と、
　いずれの設定値に設定されているかを特定可能な設定値情報（例えば、設定値コマンド
）を出力可能な情報出力手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００における
ステップ１１２ＩＷＳ０１１，Ｓ１０８を実行する部分）と、
　前記情報出力手段から出力された前記設定値情報にもとづいて、示唆演出（例えば、遊
技前示唆演出、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段（例
えば、演出制御用ＣＰＵ１２０におけるステップ１１２ＩＷＳ４０９～Ｓ４１５，Ｓ５０
４～Ｓ５０９，Ｓ６０１～Ｓ６０６を実行する部分）とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、前記情報出力手段から出力された前記設定値情報が正常でな
かった場合、前記示唆演出の実行を制限する（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステ
ップ１１２ＩＷＳ４１３でＮ，Ｓ５０８でＮ，Ｓ６０５でＮのとき、遊技前示唆演出、遊
技中示唆演出、大当り中示唆演出を実行しない）
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、設定されている設定値
にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成した遊技機において、遊技に対する興趣の
低下を防止することができる。
【０４４６】
　更には、第２発明の手段２の遊技機として、
　情報出力手段は、複数のタイミングにおいて設定値情報を出力可能である（例えば、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップ１１２ＩＷＳ０１１，Ｓ１０８を実行
することにより、電源投入時と変動開始時に設定値コマンドを送信する）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、あるタイミングに
おいて設定値情報を正常に入力できなくても、次のタイミングにおいて設定値情報を正常
に入力できるので、遊技に対する興趣の低下を防止することができる。
【０４４７】
　更には、第２発明の手段３の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、示唆演出として、設定されている設定値の特定度合いが高い第１
示唆演出（例えば、第３演出態様による遊技前示唆演出や遊技中示唆演出、第４演出態様
による大当り中示唆演出）と、設定されている設定値の特定度合いが低い第２示唆演出（
例えば、第１演出態様による遊技前示唆演出や、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出）と
を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、演出効果を高める
ことができる。
【０４４８】
　更には、第２発明の手段４の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更されてから最初の可変表示が実行され
るまでの期間において、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出（例え
ば、遊技前示唆演出や初期出目演出など）を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技開始前の遊技
機の状態に関心を持たせ、早い時間帯から遊技を行う動機を与えることができ、遊技興趣
を高めることができる。
【０４４９】
　更には、第２発明の手段５の遊技機として、
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　示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更された後、所定期間（例えば、特別期
間（設定変更後から変動表示が３０回実行されるまで））が経過するまでの遊技中におい
て、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行可能である（例えば
、図８－６（Ａ），（Ｂ）、図８－２３（Ａ），（Ｂ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、所定期間に遊技を
行う動機を与えることができ、遊技興趣を高めることができる。
【０４５０】
　更には、第２発明の手段６の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行
可能であり（例えば、図８－２３（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　実行された示唆演出に関する情報を報知可能な報知手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１
２０がステップＳ１１２ＩＷＳ４１６を実行する部分）をさらに備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、過去に実行された
示唆演出を確認することができ、遊技興趣を高めることができる。
【０４５１】
　更には、第２発明の手段７の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行
可能であり（例えば、図８－２５（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　示唆演出と並行して実行されると該示唆演出が認識しづらくなる演出態様により所定演
出（例えば、大当り示唆演出と並行して実行されると該大当り示唆演出が認識しづらくな
る役物演出や導光板演出、エラー表示など）を実行可能な所定演出実行手段と、
　示唆演出が実行されるときに、所定演出の実行を制限する制限手段（例えば、大当り中
示唆演出が実行されるときには、役物演出の実行が制限される。図８－２５（Ｄ）参照）
とをさらに備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４５２】
　更には、第２発明の手段８の遊技機として、
　設定示唆実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により設定示唆を実行
可能であり（例えば、図８－２５（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　設定示唆と並行して実行されると該設定示唆が認識しづらくなる態様により所定報知を
実行可能な所定報知手段（例えば、大当り示唆演出と並行して実行されると該大当り示唆
演出が認識しづらくなる役物演出や導光板演出、エラー表示など）をさらに備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４５３】
　更には、第２発明の手段９の遊技機として、
　有利状態における所定の制御期間（例えば、大当り遊技中のファンファーレ期間やイン
ターバル期間、エンディング期間など）は、設定されている設定値に応じて異なる（例え
ば、図８－５参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０４５４】
　更には、第２発明の手段１０の遊技機として、
　可変表示に関する所定の制御期間（例えば、変動時間）は、設定されている設定値に応
じて異なる（例えば、図８－７参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０４５５】
　更には、第２発明の手段１１の遊技機として、
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　開閉可能な開閉体と、操作部に対する操作を規制可能な規制部材（例えば、キュリティ
ーカバー１１２ＩＷ５００Ａ／セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂ／セキュリティカ
バー１１２ＩＷ５００Ｃ）とを備え、
　開閉体が閉鎖されているときには規制部材により操作部に対する操作が規制される規制
状態に維持され、開閉体が開放されているときには規制状態が解除可能となる（例えば、
遊技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖されている状態においては、セキュリティカバー１１
２ＩＷ５００Ａによって設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２
を含む操作部に対する操作が規制される規制状態に維持される一方で、遊技機用枠１１２
ＩＷ００３が開放されている状態においては、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ａに
よる規制状態が解除され、設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５
２との操作が許容される許容状態となる。図８－２、図８－３、図８－２８～図８－３１
）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、セキュリティ性が
向上する。
【０４５６】
　また、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第３発明も含まれている。つまり、従来、
設定操作にもとづいて複数段階の設定値のうちのいずれかの設定値に設定可能に構成され
、設定されている設定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成されたパチンコ遊
技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に記載されたものがある。特開
２０１０－２００９０２号公報には、変更前後の設定値に対応する変動停止コマンド（設
定値指定コマンド）を主制御基板から演出制御基板に送信し、その変動停止コマンドによ
り得られる変更前後の設定値にもとづいて、キリン、ゾウ、ライオンの３種類のキャラク
タに対応する３種類の演出パターンによる表示を行うことが記載されている。しかしなが
ら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の遊技機にあっては、設定値情報（設定値
指定コマンド）が正常でなかったときに誤った示唆演出が実行されてしまう可能性があり
、設定されている設定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成した遊技機におい
て、却って遊技に対する興趣を低下させてしまうおそれがある。そのため、該問題点に着
目した場合に、該問題を解決する第３発明の手段１の遊技機として、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であっ
て、
　設定操作にもとづいて複数段階の設定値（例えば、設定値「１」～設定値「３」）のう
ちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００におけるステップ１１２ＩＷＳ０２９を実行する部分）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ１１４～１１７を実行
する部分）と、
　いずれの設定値に設定されているかを特定可能な設定値情報（例えば、設定値コマンド
）を出力可能な情報出力手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００における
ステップ１１２ＩＷＳ０１１，Ｓ１０８を実行する部分）と、
　前記情報出力手段から出力された前記設定値情報にもとづいて、示唆演出（例えば、遊
技前示唆演出、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段（例
えば、演出制御用ＣＰＵ１２０におけるステップ１１２ＩＷＳ４０９～Ｓ４１５，Ｓ５０
４～Ｓ５０９，Ｓ６０１～Ｓ６０６を実行する部分）とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、
　前記示唆演出として第１示唆演出（例えば、第３演出態様による遊技前示唆演出や遊技
中示唆演出、第４演出態様による大当り中示唆演出）と第２示唆演出（例えば、第１演出
態様による遊技前示唆演出や、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出）とを実行可能であり
、
　前記情報出力手段から出力された前記設定値情報が正常でなかった場合、前記示唆演出
として前記第１示唆演出を実行せず、前記示唆演出として前記第２示唆演出を実行可能で
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ある（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ１１２ＩＷＳ４１４，Ｓ５０９，Ｓ
６０６を実行することにより、第３演出態様による遊技前示唆演出や遊技中示唆演出、第
４演出態様による大当り中示唆演出を実行しない）
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、設定されている設定値
にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成した遊技機において、遊技に対する興趣の
低下を防止することができる。
【０４５７】
　更には、第３発明の手段２の遊技機として、
　情報出力手段は、複数のタイミングにおいて設定値情報を出力可能である（例えば、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップ１１２ＩＷＳ０１１，Ｓ１０８を実行
することにより、電源投入時と変動開始時に設定値コマンドを送信する）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、あるタイミングに
おいて設定値情報を正常に入力できなくても、次のタイミングにおいて設定値情報を正常
に入力できるので、遊技に対する興趣の低下を防止することができる。
【０４５８】
　更には、第３発明の手段３の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、示唆演出として、設定されている設定値の特定度合いが高い第１
示唆演出（例えば、第３演出態様による遊技前示唆演出や遊技中示唆演出、第４演出態様
による大当り中示唆演出）と、設定されている設定値の特定度合いが低い第２示唆演出（
例えば、第１演出態様による遊技前示唆演出や、遊技中示唆演出、大当り中示唆演出）と
を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、演出効果を高める
ことができる。
【０４５９】
　更には、第３発明の手段４の遊技機として、
　示唆演出の実行態様を決定するための複数種類の決定データ（例えば、遊技前示唆演出
決定テーブル、遊技中示唆演出決定テーブル、大当り中示唆演出決定テーブル）を用いて
、前記示唆演出の実行態様を決定する示唆演出決定手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２
０におけるステップ１１２ＩＷＳ４１０，Ｓ４１２，Ｓ４１４，Ｓ５０５，Ｓ５０７，Ｓ
５０９，Ｓ６０２，Ｓ６０４，Ｓ６０６を実行する部分）を備え、
　前記示唆演出決定手段は、
　前記複数種類の決定データのうち設定されている設定値に応じた決定データを用いて、
前記示唆演出の実行態様を決定し（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の
設定値格納領域に格納されている設定値にもとづいて、ステップ１１２ＩＷＳ４１０，Ｓ
５０５，Ｓ６０２を実行する）、
　設定値情報が正常に入力されなかった場合、専用の決定データ（例えば、演出モードＣ
用の遊技前示唆演出決定テーブルや、遊技中示唆演出決定テーブル、大当り中示唆演出決
定テーブル）を用いて、前記示唆演出の実行態様を決定する（例えば、演出制御用ＣＰＵ
１２０は、演出モードＣ用の遊技前示唆演出決定テーブルや、遊技中示唆演出決定テーブ
ル、大当り中示唆演出決定テーブルを用いて、ステップ１１２ＩＷＳ４１４，Ｓ５０９，
Ｓ６０６を実行する）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技に対する興趣
の低下を防止することができる。
【０４６０】
　更には、第３発明の手段５の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更されてから最初の可変表示が実行され
るまでの期間において、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出（例え
ば、遊技前示唆演出や初期出目演出など）を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技開始前の遊技
機の状態に関心を持たせ、早い時間帯から遊技を行う動機を与えることができ、遊技興趣
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を高めることができる。
【０４６１】
　更には、第３発明の手段６の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更された後、所定期間（例えば、特別期
間（設定変更後から変動表示が３０回実行されるまで））が経過するまでの遊技中におい
て、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行可能である（例えば
、図８－６（Ａ），（Ｂ）、図８－２３（Ａ），（Ｂ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、所定期間に遊技を
行う動機を与えることができ、遊技興趣を高めることができる。
【０４６２】
　更には、第３発明の手段７の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行
可能であり（例えば、図８－２３（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　実行された示唆演出に関する情報を報知可能な報知手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１
２０がステップＳ１１２ＩＷＳ４１６を実行する部分）をさらに備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、過去に実行された
示唆演出を確認することができ、遊技興趣を高めることができる。
【０４６３】
　更には、第３発明の手段８の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行
可能であり（例えば、図８－２５（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　示唆演出と並行して実行されると該示唆演出が認識しづらくなる演出態様により所定演
出（例えば、大当り示唆演出と並行して実行されると該大当り示唆演出が認識しづらくな
る役物演出や導光板演出、エラー表示など）を実行可能な所定演出実行手段と、
　示唆演出が実行されるときに、所定演出の実行を制限する制限手段（例えば、大当り中
示唆演出が実行されるときには、役物演出の実行が制限される。図８－２５（Ｄ）参照）
とをさらに備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４６４】
　更には、第３発明の手段９の遊技機として、
　設定示唆実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により設定示唆を実行
可能であり（例えば、図８－２５（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　設定示唆と並行して実行されると該設定示唆が認識しづらくなる態様により所定報知を
実行可能な所定報知手段（例えば、大当り示唆演出と並行して実行されると該大当り示唆
演出が認識しづらくなる役物演出や導光板演出、エラー表示など）をさらに備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４６５】
　更には、第３発明の手段１０の遊技機として、
　有利状態における所定の制御期間（例えば、大当り遊技中のファンファーレ期間やイン
ターバル期間、エンディング期間など）は、設定されている設定値に応じて異なる（例え
ば、図８－５参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０４６６】
　更には、第３発明の手段１１の遊技機として、
　可変表示に関する所定の制御期間（例えば、変動時間）は、設定されている設定値に応
じて異なる（例えば、図８－７参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
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すぎてしまうことを防止することができる。
【０４６７】
　更には、第３発明の手段１２の遊技機として、
　開閉可能な開閉体と、操作部に対する操作を規制可能な規制部材（例えば、キュリティ
ーカバー１１２ＩＷ５００Ａ／セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ｂ／セキュリティカ
バー１１２ＩＷ５００Ｃ）とを備え、
　開閉体が閉鎖されているときには規制部材により操作部に対する操作が規制される規制
状態に維持され、開閉体が開放されているときには規制状態が解除可能となる（例えば、
遊技機用枠１１２ＩＷ００３が閉鎖されている状態においては、セキュリティカバー１１
２ＩＷ５００Ａによって設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５２
を含む操作部に対する操作が規制される規制状態に維持される一方で、遊技機用枠１１２
ＩＷ００３が開放されている状態においては、セキュリティカバー１１２ＩＷ５００Ａに
よる規制状態が解除され、設定キー１１２ＩＷ０５１と設定切替スイッチ１１２ＩＷ０５
２との操作が許容される許容状態となる。図８－２、図８－３、図８－２８～図８－３１
）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、セキュリティ性が
向上する。
【０４６８】
　なお、本特徴部１１２ＩＷでは、３種類の演出モードＡ～Ｃに変更可能であるように構
成し、演出モードＡに制御されている場合には、設定値情報が正常に入力されなかった場
合、遊技者にとって有利度が低い所定の設定値に設定されているものとして示唆演出を実
行可能に構成（上記の第１発明の構成）し、演出モードＢに制御されている場合には、設
定値情報が正常に入力されなかった場合、示唆演出の実行を制限するように構成（上記の
第２発明の構成）し、演出モードＣに制御されている場合には、設定値情報が正常に入力
されなかった場合、示唆演出として第１示唆演出を実行せず、示唆演出として第２示唆演
出を実行可能に構成（上記の第３発明の構成）する場合を示したが、そのような態様にか
ぎられない。例えば、遊技状態に応じて上記の第１発明～第３発明のいずれの制御方法に
より示唆演出を実行するかを切り替えてもよい。この場合、例えば、遊技状態が通常状態
であれば、設定値情報が正常に入力されなかった場合、遊技者にとって有利度が低い所定
の設定値に設定されているものとして示唆演出を実行可能に構成（上記の第１発明の構成
）し、遊技状態が時短状態であれば、設定値情報が正常に入力されなかった場合、示唆演
出の実行を制限するように構成（上記の第２発明の構成）し、遊技状態が確変状態であれ
ば、設定値情報が正常に入力されなかった場合、示唆演出として第１示唆演出を実行せず
、示唆演出として第２示唆演出を実行可能に構成（上記の第３発明の構成）するようにし
てもよい。
【０４６９】
　また、上記に示した第１発明～第３発明の全ての制御方法により示唆演出を実行可能に
構成する必要はなく、いずれか１つの制御方法のみを用いて示唆演出を実行可能に構成し
てもよい。
【０４７０】
　また、本特徴部１１２ＩＷでは、取りこぼしやデータ化けなどの理由により設定値コマ
ンド自体を受信できなかった場合に、上記の第１発明～第３発明の制御方法により示唆演
出の実行を制御する（示唆演出を制限する）場合を示したが、そのような態様にかぎられ
ない。例えば、設定値コマンドは受信したが、受信した設定値コマンドが不整合である場
合に示唆演出を制限するように構成してもよい。この場合、例えば、設定値コマンドを受
信するごとに演出制御手段側で受信した設定値コマンドで示される設定値を記憶しておく
ようにし、その後、新たな設定値コマンドを受信したときに、新たに受信した設定値コマ
ンドで示される設定値と前回記憶した設定値とが一致しない場合に不整合が発生したと判
定し、上記の第１発明～第３発明の制御方法により示唆演出の実行を制御する（示唆演出
を制限する）ようにしてもよい。
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【０４７１】
　また、各設定値「１」～「３」における遊技の異ならせ方は、本例で示したものにかぎ
られない。例えば、設定値「１」や「３」など奇数番号の設定値の場合には、連荘（確変
状態中などに大当りが連続して発生すること）が発生しやすいときと連荘が発生しにくい
ときとの差が大きいように構成し、設定値「２」など偶数番号の設定値の場合には、連荘
の発生しやすさが比較的一定で変化しないように構成し、設定値が奇数番号であることを
示唆する示唆演出を実行可能に構成してもよい。そして、この場合、設定値コマンドを正
常に受信できなかった場合には、上記の第１発明～第３発明の制御方法により、設定値が
奇数番号であることを示唆する示唆演出の実行を制御する（示唆演出を制限する）ように
構成してもよい。
【０４７２】
　また、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第４発明も含まれている。つまり、従来、
設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に記
載されているものがある。しかしながら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の遊
技機にあっては、設定値の示唆が変動表示中のみにしか行われず、十分に興趣を高められ
ないという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第４
発明の手段１の遊技機として、
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態など）に制
御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　複数の設定値（例えば、設定値１～設定値３）のうちのいずれかの設定値に設定可能な
設定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が設定変更処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、ＣＰＵ１０３が図５に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆
演出実行手段とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更されてから最初の可変表示が実行
されるまでの期間において、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出（
例えば、遊技前示唆演出や初期出目演出など）を実行可能である
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、遊技開始前の遊技機の
状態に関心を持たせ、早い時間帯から遊技を行う動機を与えることができ、遊技興趣を高
めることができる。
【０４７３】
　更には、第４発明の手段２の遊技機として、
　演出用識別情報（例えば、演出図柄）の可変表示を実行可能な遊技機であって、
　前記示唆演出実行手段は、設定値が変更されてから最初の可変表示が実行されるまでの
期間において、設定されている設定値に応じて異なる演出用識別情報が表示される示唆演
出（例えば、奇数初期出目の表示）を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
ことができる。
【０４７４】
　更には、第４発明の手段３の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、遊技機への電力供給が停止した後、遊技機への電力供給が復旧し
たときに、設定されている設定値に応じて示唆演出を実行可能である（例えば、図８－２
１（Ａ），（Ｂ）に示すように、判定値が異なる遊技前示唆演出決定テーブルが用いられ
る）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
ことができる。
【０４７５】
　更には、第４発明の手段４の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、可変表示が開始された後に、設定されている設定値を示唆する特
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定示唆演出（例えば、遊技中示唆演出や大当り中示唆演出など）を実行可能であり、
　特定示唆演出は、示唆演出よりも示唆される設定値に対する信頼度が高い
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
ことができる。
【０４７６】
　更には、第４発明の手段５の遊技機として、
　遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、
　遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口５０Ａ～一般入賞口５０Ｄ、第１始動入賞口
、第２始動入賞口、第１大入賞口、第２大入賞口７１２）に進入することにもとづいて遊
技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、ＣＰＵ１０３がＳ１２の賞球処理を実行す
る部分）と、
　前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示
手段（例えば、表示モニタ１１２ＩＷ０２９）とを備え、
　前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図８－９に示
すように、表示モニタ１１２ＩＷ０２９において連比、役比、ベースを表示可能な部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加
を抑えることができる。
【０４７７】
　また、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第５発明も含まれている。つまり、従来、
設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に記
載されているものがある。しかしながら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の遊
技機にあっては、遊技を行う動機を効果的に与えることができず、十分に興趣を高められ
ないという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第５
発明の手段１の遊技機として、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（
例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　複数の設定値（例えば、設定値１～設定値３）のうちのいずれかの設定値に設定可能な
設定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が設定変更処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、ＣＰＵ１０３が図５に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆
演出実行手段とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更された後、所定期間（例えば、特
別期間（設定変更後から変動表示が３０回実行されるまで））が経過するまでの遊技中に
おいて、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行可能である（例
えば、図８－６（Ａ），（Ｂ）、図８－２３（Ａ），（Ｂ）参照）
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、所定期間に遊技を行う
動機を与えることができ、遊技興趣を高めることができる。
【０４７８】
　更には、第５発明の手段２の遊技機として、
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンにもとづいて、可変
表示を実行する可変表示実行手段とを備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、設定値が変更されたときと変更されなかったときと
で、異なる割合により複数の可変表示パターンのいずれかに決定し（例えば、図８－６（
Ａ），（Ｂ）参照）、
　前記可変表示実行手段は、設定値が変更されたときと変更されなかったときとで、共通
の背景画像を用いて可変表示を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
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ことができる。
【０４７９】
　更には、第５発明の手段３の遊技機として、
　可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンにもとづいて、可変
表示を実行する可変表示実行手段とを備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、設定手段により設定値が第１設定値に設定されたと
きと第２設定値に設定されたときとで、異なる割合により複数の可変表示パターンのいず
れかに決定し（例えば、図８－６（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　前記可変表示実行手段は、設定手段により設定値が第１設定値に設定されたときと第２
設定値に設定されたときとで、共通の背景画像を用いて可変表示を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
ことができる。
【０４８０】
　更には、第５発明の手段４の遊技機として、
　示唆演出実行手段は、所定期間内に所定条件が成立したこと（例えば、特定期間に大当
りとなることや、リーチ演出や擬似連演出の実行回数が所定回数に達したこと、特定のス
ーパーリーチ演出や予告演出が実行されたこと等）にもとづいて、示唆演出を実行可能で
ある（例えば、特定期間内に大当りが発生した場合に、大当り中示唆演出を実行可能であ
る。図８－２５（Ａ），（Ｂ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
ことができる。
【０４８１】
　更には、第５発明の手段５の遊技機として、
　遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、
　遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口５０Ａ～一般入賞口５０Ｄ、第１始動入賞口
、第２始動入賞口、第１大入賞口、第２大入賞口７１２）に進入することにもとづいて遊
技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、ＣＰＵ１０３がＳ１２の賞球処理を実行す
る部分）と、
　前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示
手段（例えば、表示モニタ１１２ＩＷ０２９）とを備え、
　前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図８－９に示
すように、表示モニタ１１２ＩＷ０２９において連比、役比、ベースを表示可能な部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加
を抑えることができる。
【０４８２】
　また、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第６発明も含まれている。つまり、従来、
設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に記
載されているものがある。しかしながら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の遊
技機にあっては、過去に実行された示唆演出を確認することができず、十分に興趣を高め
られないという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する
第６発明の手段１の遊技機として、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（
例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　複数の設定値（例えば、設定値１～設定値３）のうちのいずれかの設定値に設定可能な
設定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が設定変更処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、ＣＰＵ１０３が図５に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆
演出実行手段とを備え、
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　前記示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を
実行可能であり（例えば、図８－２３（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　実行された示唆演出に関する情報を報知可能な報知手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１
２０がステップＳ１１２ＩＷＳ４１６を実行する部分）をさらに備えた
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、過去に実行された示唆
演出を確認することができ、遊技興趣を高めることができる。
【０４８３】
　更には、第６発明の手段２の遊技機として、
　報知手段は、示唆演出が実行された回数を報知可能である（例えば、演出制御用ＣＰＵ
１２０がステップＳ１１２ＩＷＳ４１６を実行する部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
ことができる。
【０４８４】
　更には、第６発明の手段３の遊技機として、
　報知手段は、実行された示唆演出の内容を報知可能である（例えば、演出制御用ＣＰＵ
１２０がステップＳ１１２ＩＷＳ４１６を実行する部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
ことができる。
【０４８５】
　更には、第６発明の手段４の遊技機として、
　報知手段は、可変表示が実行されていない客待ち中に、実行された示唆演出に関する情
報を報知可能である（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０がステップＳ１１２ＩＷＳ４１６
を実行する部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
ことができる。
【０４８６】
　更には、第６発明の手段５の遊技機として、
　実行された示唆演出に関する情報（例えば、実行履歴情報）を生成する情報生成手段と
、
　撮像装置によって前記情報を読み込み可能な特定画像（例えば、実行履歴情報を含む２
次元コード）を生成する画像生成手段と、
　前記特定画像を前記撮像装置によって撮像可能な態様で表示する表示手段（例えば、画
像表示装置５）とを備える
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高める
ことができる。
【０４８７】
　更には、第６発明の手段６の遊技機として、
　遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、
　遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口５０Ａ～一般入賞口５０Ｄ、第１始動入賞口
、第２始動入賞口、第１大入賞口、第２大入賞口７１２）に進入することにもとづいて遊
技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、ＣＰＵ１０３がＳ１２の賞球処理を実行す
る部分）と、
　前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示
手段（例えば、表示モニタ１１２ＩＷ０２９）とを備え、
　前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図８－９に示
すように、表示モニタ１１２ＩＷ０２９において連比、役比、ベースを表示可能な部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加
を抑えることができる。
【０４８８】
　また、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第７発明も含まれている。つまり、従来、
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設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に記
載されているものがある。しかしながら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の遊
技機にあっては、設定示唆演出が他の演出により認識しづらくなると、興趣を低下させて
しまうおそれがあるという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題
を解決する第７発明の手段１の遊技機として、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（
例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　複数の設定値（例えば、設定値１～設定値３）のうちのいずれかの設定値に設定可能な
設定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が設定変更処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、ＣＰＵ１０３が図５に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆
演出実行手段とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を
実行可能であり（例えば、図８－２５（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　示唆演出と並行して実行されると該示唆演出が認識しづらくなる演出態様により所定演
出（例えば、大当り示唆演出と並行して実行されると該大当り示唆演出が認識しづらくな
る役物演出や導光板演出、エラー表示など）を実行可能な所定演出実行手段と、
　示唆演出が実行されるときに、所定演出の実行を制限する制限手段とをさらに備えた（
例えば、大当り中示唆演出が実行されるときには、役物演出の実行が制限される。図８－
２５（Ｄ）参照）
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、興趣の低下を防止する
ことができる。
【０４８９】
　更には、第７発明の手段２の遊技機として、
　制限手段は、示唆演出と所定演出とで実行タイミングが重なる場合に、示唆演出と所定
演出との少なくともいずれかの実行タイミングを変更する（例えば、いずれか一方をファ
ンファーレ期間に実行し、他方をエンディング期間に実行するように変更する）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４９０】
　更には、第７発明の手段３の遊技機として、
　制限手段は、示唆演出が実行されるときには、所定演出の実行を禁止する（例えば、大
当り中示唆演出が実行されるときには、役物演出の実行が禁止される。図８－２５（Ｄ）
参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４９１】
　更には、第７発明の手段４の遊技機として、
　制限手段は、示唆演出が実行されるときには、該示唆演出が認識しづらくならない演出
態様により所定演出を実行する（例えば、通常とは異なる動作態様により可動部材１１２
ＩＷ１０１を動作させる（例えば、大当り中示唆演出によるセリフ画像と重なる位置で停
止しないように制御する））
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４９２】
　更には、第７発明の手段５の遊技機として、
　示唆演出および所定演出（例えば、画像表示装置５に所定の画像を表示するファンファ
ーレ演出など）は、いずれも一の表示手段（例えば、画像表示装置５）における表示を含
み、
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　前記一の表示手段は、示唆演出に関する表示を所定演出に関する表示よりも優先して表
示する
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４９３】
　更には、第７発明の手段６の遊技機として、
　遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、
　遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口５０Ａ～一般入賞口５０Ｄ、第１始動入賞口
、第２始動入賞口、第１大入賞口、第２大入賞口７１２）に進入することにもとづいて遊
技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、ＣＰＵ１０３がＳ１２の賞球処理を実行す
る部分）と、
　前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示
手段（例えば、表示モニタ１１２ＩＷ０２９）とを備え、
　前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図８－９に示
すように、表示モニタ１１２ＩＷ０２９において連比、役比、ベースを表示可能な部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加
を抑えることができる。
【０４９４】
　また、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第８発明も含まれている。つまり、従来、
設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に記
載されているものがある。しかしながら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の遊
技機にあっては、遊技者にとって好ましくない設定示唆演出実行されることにより、興趣
を低下させてしまうおそれがあるという問題があった。そのため、該問題点に着目した場
合に、該問題を解決する第８発明の手段１の遊技機として、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（
例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　複数の設定値（例えば、設定値１～設定値３）のうちのいずれかの設定値に設定可能な
設定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が設定変更処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、ＣＰＵ１０３が図５に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値を示唆する設定示唆（例えば、設定示唆演出）を実行可能な設定
示唆実行手段とを備え、
　前記設定示唆実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により設定示唆を
実行可能であり（例えば、図８－２５（Ａ），（Ｂ）等参照）、
　設定示唆と並行して実行されると該設定示唆が認識しづらくなる態様により所定報知を
実行可能な所定報知手段（例えば、大当り示唆演出と並行して実行されると該大当り示唆
演出が認識しづらくなる役物演出や導光板演出、エラー表示など）をさらに備えた
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、興趣の低下を防止する
ことができる。
【０４９５】
　更には、第８発明の手段２の遊技機として、
　所定報知手段は、可動部材（例えば、可動部材１１２ＩＷ１０１）を動作させる所定報
知（例えば、役物演出）を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、演出効果を高める
ことができる。
【０４９６】
　更には、第８発明の手段３の遊技機として、
　光を透過可能な透光性を有する導光板（例えば、導光板１１２ＩＷ１０３）と、
　前記導光板の端面から光を入射可能に設けられた発光体とを備え、
　前記導光板は、前記発光体によって該導光板の端面から該導光板の内部に入射された光
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を反射して該遊技機の前面に出射させる反射部が設けられ、
　所定報知手段は、前記発光体を発光させることにより前記導光板に設けられた前記反射
部から遊技機の前面に光を出射させる所定報知（例えば、導光板演出）を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、演出効果を高める
ことができる。
【０４９７】
　更には、第８発明の手段４の遊技機として、
　所定報知手段は、エラー表示を行う所定報知を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、適切にエラーを報
知することができる。
【０４９８】
　更には、第８発明の手段５の遊技機として、
　設定示唆実行手段は、第１設定値に設定されていることを示唆する第１設定示唆（例え
ば、第１演出態様の大当り中示唆演出。図８－２５（Ａ），（Ｂ）参照）と、該第１設定
値よりも遊技者にとって有利度が高い第２設定値に設定されていることを示唆する第２設
定示唆（例えば、第３演出態様の大当り中示唆演出。図８－２５（Ａ），（Ｂ）参照）と
を実行可能であり、
　所定報知手段は、第１設定示唆が実行されるときには、第２設定示唆が実行されるとき
に比べて高い割合で所定報知を実行可能である（例えば、図８－２５（Ｅ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０４９９】
　更には、第８発明の手段６の遊技機として、
　設定示唆の実行割合を設定可能な設定示唆設定手段を備える（例えば、電源投入後に設
定画面が表示され、プッシュボタン３１Ｂ等の操作手段や、遊技機内部に設けられたスイ
ッチ等の操作手段（管理者のみ操作可能）を操作することにより、設定示唆演出に関する
設定を変更できるようする）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０５００】
　更には、第８発明の手段７の遊技機として、
　識別情報の可変表示を行う遊技機であって、
　識別情報が配された可変表示部材（例えば、ドラム状やベルト状の可動体）を回転動作
させて識別情報を可変表示可能な可変表示装置を備え、
　前記可変表示装置は、設定値が変更された後の最初の識別情報の可変表示において、特
定動作を行い、
　所定報知手段は、設定値が変更された後の最初の識別情報の可変表示において、高い割
合で所定報知を実行する
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止
することができる。
【０５０１】
　更には、第８発明の手段８の遊技機として、
　遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、
　遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口５０Ａ～一般入賞口５０Ｄ、第１始動入賞口
、第２始動入賞口、第１大入賞口、第２大入賞口７１２）に進入することにもとづいて遊
技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、ＣＰＵ１０３がＳ１２の賞球処理を実行す
る部分）と、
　前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示
手段（例えば、表示モニタ１１２ＩＷ０２９）とを備え、
　前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図８－９に示
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すように、表示モニタ１１２ＩＷ０２９において連比、役比、ベースを表示可能な部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加
を抑えることができる。
【０５０２】
　また、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第９発明も含まれている。つまり、従来、
設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に記
載されているものがある。しかしながら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の遊
技機にあっては、有利度が高い設定では、射幸性が高くなりすぎてしまうおそれがあると
いう問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第９発明の
手段１の遊技機として、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（
例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　複数の設定値（例えば、設定値１～設定値３）のうちのいずれかの設定値に設定可能な
設定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が設定変更処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、ＣＰＵ１０３が図５に示すプロセス制御処理を実行する部分など）とを備え、
　前記有利状態における所定の制御期間（例えば、大当り遊技中のファンファーレ期間や
インターバル期間、エンディング期間など）は、設定されている設定値に応じて異なる（
例えば、図８－５参照）
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、射幸性が高くなりすぎ
てしまうことを防止することができる。
【０５０３】
　更には、第９発明の手段２の遊技機として、
　有利状態におけるファンファーレ制御期間は、設定されている設定値に応じて異なる（
例えば、図８－５（Ｂ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５０４】
　更には、第９発明の手段３の遊技機として、
　有利状態におけるインターバル制御期間は、設定されている設定値に応じて異なる（例
えば、図８－５（Ｂ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５０５】
　更には、第９発明の手段４の遊技機として、
　有利状態におけるエンディング制御期間は、設定されている設定値に応じて異なる（例
えば、図８－５（Ｂ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５０６】
　更には、第９発明の手段５の遊技機として、
　遊技価値を用いた遊技が可能な遊技機であって、
　特定条件が成立したことにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段と、
　設定手段は、第１設定値（例えば、設定値３）と、該第１設定値よりも前記遊技価値付
与手段によって付与される遊技価値の大きさが遊技に使用された遊技価値の大きさに占め
る割合が高くなる第２設定値（例えば、設定値１）とに設定可能であり、
　有利状態における所定の制御期間は、第２設定値に設定されているときの方が、第１設
定値に設定されているときよりも長い（例えば、図８－５（Ａ），（Ｂ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
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【０５０７】
　更には、第９発明の手段６の遊技機として、
　有利状態における所定の制御期間において、設定されている設定値を示唆する示唆演出
（例えば、大当り中示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段を備えた
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、有利状態における
所定の制御期間の興趣を高めることができる。
【０５０８】
　更には、第９発明の手段７の遊技機として、
　演出を実行可能な演出実行手段を備え、
　前記演出実行手段は、有利状態における所定の制御期間において、設定されている設定
値に関わらず、共通の演出（例えば、共通のファンファーレ演出やインターバル演出、エ
ンディング演出など）を実行可能である
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、有利状態における
所定の制御期間の興趣を高めることができる。
【０５０９】
　更には、第９発明の手段８の遊技機として、
　有利状態における所定の制御期間は、設定されている設定値に応じて予め定められてい
る
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５１０】
　更には、第９発明の手段９の遊技機として、
　複数種類の有利状態に制御可能な遊技機であって、
　遊技制御手段は、設定されている設定値にもとづいて異なる割合により複数種類の前記
有利状態（例えば、大当り種別Ａ～Ｃ）のいずれかに制御可能であり、
　前記有利状態における所定の制御期間は、前記有利状態の種類に応じて異なる（例えば
、図８－５（Ｂ）参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５１１】
　更には、第９発明の手段１０の遊技機として、
　遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、
　遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口５０Ａ～一般入賞口５０Ｄ、第１始動入賞口
、第２始動入賞口、第１大入賞口、第２大入賞口７１２）に進入することにもとづいて遊
技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、ＣＰＵ１０３がＳ１２の賞球処理を実行す
る部分）と、
　前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示
手段（例えば、表示モニタ１１２ＩＷ０２９）とを備え、
　前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図８－９に示
すように、表示モニタ１１２ＩＷ０２９において連比、役比、ベースを表示可能な部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加
を抑えることができる。
【０５１２】
　また、本特徴部１１２ＩＷには、以下に示す第１０発明も含まれている。つまり、従来
、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開２０１０－２００９０２号公報に
記載されているものがある。しかしながら、特開２０１０－２００９０２号公報に記載の
遊技機にあっては、有利度が高い設定では、射幸性が高くなりすぎてしまうおそれがある
という問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第１０発
明の手段１の遊技機として、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（
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例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　複数の設定値（例えば、設定値１～設定値３）のうちのいずれかの設定値に設定可能な
設定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が設定変更処理を実行する部分など）と、
　設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例
えば、ＣＰＵ１０３が図５に示すプロセス制御処理を実行する部分など）とを備え、
　可変表示に関する所定の制御期間（例えば、変動時間）は、設定されている設定値に応
じて異なる（例えば、図８－７参照）
　ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、射幸性が高くなりすぎ
てしまうことを防止することができる。
【０５１３】
　更には、第１０発明の手段２の遊技機として、
　可変表示期間は、設定されている設定値に応じて異なる（例えば、図８－７参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５１４】
　更には、第１０発明の手段３の遊技機として、
　可変表示の表示結果が表示される期間は、設定されている設定値に応じて異なる
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５１５】
　更には、第１０発明の手段４の遊技機として、
　遊技価値を用いた遊技が可能な遊技機であって、
　特定条件が成立したことにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段と、
　設定手段は、第１設定値（例えば、設定値３）と、該第１設定値よりも前記遊技価値付
与手段によって付与される遊技価値の大きさが遊技に使用された遊技価値の大きさに占め
る割合が高くなる第２設定値（例えば、設定値１）とに設定可能であり、
　可変表示に関する所定の制御期間は、第２設定値に設定されているときの方が、第１設
定値に設定されているときよりも長い（例えば、図８－７参照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５１６】
　更には、第１０発明の手段５の遊技機として、
　可変表示に関する所定の制御期間は、設定されている設定値に応じて予め定められてい
る
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５１７】
　更には、第１０発明の手段６の遊技機として、
　可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンにもとづいて、可変
表示を実行する可変表示実行手段とを備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により可
変表示期間が異なる複数の可変表示パターンのいずれかに決定する（例えば、図８－７参
照）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなり
すぎてしまうことを防止することができる。
【０５１８】
　更には、第１０発明の手段７の遊技機として、
　遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、
　遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口５０Ａ～一般入賞口５０Ｄ、第１始動入賞口
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、第２始動入賞口、第１大入賞口、第２大入賞口７１２）に進入することにもとづいて遊
技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、ＣＰＵ１０３がＳ１２の賞球処理を実行す
る部分）と、
　前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示
手段（例えば、表示モニタ１１２ＩＷ０２９）とを備え、
　前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図８－９に示
すように、表示モニタ１１２ＩＷ０２９において連比、役比、ベースを表示可能な部分）
　ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加
を抑えることができる。
【０５１９】
（特徴部１２５ＩＷに関する説明）
　次に、特徴部１２５ＩＷについて説明する。本特徴部１２５ＩＷでは、飾り図柄の変動
表示を実行して飾り図柄の停止図柄を確定表示するときに、画像表示装置５の表示画面が
複数の分割領域に分割表示され、いずれかの分割領域に飾り図柄の停止図柄が確定表示さ
れるように構成されている。図９－１は、画像表示装置５の表示画面が分割表示される場
合の具体例を示す説明図である。図９－１に示すように、本特徴部１２５ＩＷでは、飾り
図柄の停止図柄を確定表示するときに、画像表示装置５の表示画面が３×３の合計９個の
分割領域に分割表示される。
【０５２０】
　また、本特徴部１２５ＩＷでは、大当り種別に応じて大当り遊技中のラウンド数が異な
るように構成されており（本例では、１５ラウンド大当り、７ラウンド大当り、および２
ラウンド大当りがあるものとする）、画像表示装置５の表示画面中のいずれの分割領域に
飾り図柄の停止図柄（大当り図柄）が確定表示されるかによって、大当り遊技中のラウン
ド数に対する期待度が異なるように構成されている。本特徴部１２５ＩＷでは、図９－１
に示すように、右列の３つの分割領域１２５ＩＷ５０１－１～１２５ＩＷ５０３－１のい
ずれかに大当り図柄が確定表示された場合に、大当り遊技中のラウンド数に対する期待度
が最も高く（本例では、１５ラウンド大当りとなる割合が高い）なるように構成されてい
る。また、中列の３つの分割領域１２５ＩＷ５０１－２～１２５ＩＷ５０３－２のいずれ
かに大当り図柄が確定表示された場合に、大当り遊技中のラウンド数に対する期待度が中
程度（本例では、７ラウンド大当りとなる割合が高い）となるように構成されている。ま
た、左列の３つの分割領域１２５ＩＷ５０１－３～１２５ＩＷ５０３－３のいずれかに大
当り図柄が確定表示された場合に、大当り遊技中のラウンド数に対する期待度が最も低く
（本例では、２ラウンド大当りとなる割合が高い）なるように構成されている。
【０５２１】
　また、本特徴部１２５ＩＷでは、大当り種別に応じて大当り遊技終了後の時短回数が異
なるように構成されており（本例では、時短１００回、時短５０回、および時短２０回が
あるものとする）、画像表示装置５の表示画面中のいずれの分割領域に飾り図柄の停止図
柄（大当り図柄）が確定表示されるかによって、大当り遊技終了後の時短回数に対する期
待度が異なるように構成されている。本特徴部１２５ＩＷでは、図９－１に示すように、
上段の３つの分割領域１２５ＩＷ５０１－１～１２５ＩＷ５０１－３のいずれかに大当り
図柄が確定表示された場合に、大当り遊技終了後の時短回数に対する期待度が最も高く（
本例では、時短１００回となる割合が高い）なるように構成されている。また、中段の３
つの分割領域１２５ＩＷ５０２－１～１２５ＩＷ５０２－３のいずれかに大当り図柄が確
定表示された場合に、大当り遊技終了後の時短回数に対する期待度が中程度（本例では、
時短５０回となる割合が高い）となるように構成されている。また、下段の３つの分割領
域１２５ＩＷ５０３－１～１２５ＩＷ５０３－３のいずれかに大当り図柄が確定表示され
た場合に、大当り遊技終了後の時短回数に対する期待度が最も低く（本例では、時短２０
回となる割合が高い）なるように構成されている。
【０５２２】
　また、本特徴部１２５ＩＷでは、画像表示装置５の表示領域中の同じ分割領域に飾り図
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柄の停止図柄（大当り図柄）が確定表示される場合であっても、分割領域全体で大当り図
柄が確定表示される場合と、分割領域内のさらに一部の端部領域で大当り図柄が確定表示
される場合とがある。図９－２は、分割領域内で大当り図柄が確定表示される態様の具体
例を示す説明図である。図９－２では、一例として、画像表示装置５の表示画面中の９つ
の分割領域のうち上段の中列の分割領域１２５ＩＷ５０１－２で大当り図柄が確定表示さ
れる態様の具体例を示している。なお、９つの分割領域のうちの他の分割領域で大当り図
柄が確定表示される態様も同様である。
【０５２３】
　図９－２（Ａ）では、分割領域１２５ＩＷ５０１－２全体で大当り図柄（本例では、「
６６６」の図柄の組み合わせ）が確定表示される場合が示されている。また、図９－２（
Ｂ）では、分割領域１２５ＩＷ５０１－２内のさらに一部の端部領域１２５ＩＷ５０１－
２ａにおいて、大当り図柄（本例では、「７７７」の図柄の組み合わせ）が確定表示され
る場合が示されている。なお、端部領域１２５ＩＷ５０１－２ａは、分割領域１２５ＩＷ
５０１－２内の一部の領域であるので、図９－２（Ａ）に示す分割領域１２５ＩＷ５０１
－２全体は、図９－２（Ｂ）に示す分割領域内の端部領域１２５ＩＷ５０１－２ａよりも
表示サイズが大きい。
【０５２４】
　本例では、確変大当りとなる場合にのみ、図９－２（Ｂ）に示すような１２５ＩＷ５０
１－２ａにおいて大当り図柄が確定表示される場合があるように構成されている。従って
、本例では、分割領域内の端部領域において大当り図柄が確定表示される場合には、確変
大当りに対する期待度（大当り遊技終了後に確変状態に制御されることに対する期待度（
確変期待度））が高い。一方、本例では、通常大当りとなる場合には、図９－２（Ａ）に
示すような分割領域１２５ＩＷ５０１－２全体で大当り図柄を確定表示するように構成さ
れている。従って、本例では、分割領域全体で大当り図柄が確定表示される場合には、分
割領域内の端部領域において大当り図柄が確定表示される場合と比較して、確変大当りに
対する期待度（確変期待度）が低い。なお、本例では、確変大当りとなる場合であっても
、図９－２（Ａ）に示すように、分割領域全体で大当り図柄が確定表示される場合がある
。
【０５２５】
（変動パターン決定テーブル）
　次に、本特徴部１２５ＩＷにおける大当り用の変動パターン決定テーブルについて説明
する。図９－３は、大当り用変動パターン決定テーブルの具体例を示す説明図である。こ
のうち、図９－３（Ａ）は、通常大当りとなる場合に用いられる大当り用変動パターン決
定テーブルの具体例を示している。また、図９－３（Ｂ）は、確変大当りとなる場合に用
いられる大当り用変動パターン決定テーブルの具体例を示している。
【０５２６】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００（具体的には、ＣＰＵ１０３）は、図５に示さ
れた特別図柄プロセス処理の変動パターン設定処理（ステップＳ１１１）において、大当
りと決定されている場合には、図９－３に示す大当り用変動パターン決定テーブルを用い
て、乱数にもとづく抽選処理を行い、いずれの変動パターンとするかを決定する。なお、
はずれと決定されている場合には、ＣＰＵ１０３は、はずれ用の変動パターン決定テーブ
ル（図示せず）を用いて、乱数にもとづく抽選処理を行い、いずれの変動パターンとする
かを決定する。
【０５２７】
　図９－３に示すように、本例では、大当りとなる場合には、変動パターン１～４のいず
れかの変動パターンに決定される。変動パターン１は、飾り図柄の変動表示中にノーマル
リーチを実行する変動パターンである。また、変動パターン２は、飾り図柄の変動表示中
にスーパーリーチＡを実行する変動パターンである。また、変動パターン３は、飾り図柄
の変動表示中にスーパーリーチＢを実行する変動パターンである。また、変動パターン４
は、飾り図柄の変動表示中にスペシャルリーチを実行する変動パターンである。
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【０５２８】
　図９－３に示すように、本例では、確変大当りとなる場合にのみ変動パターン４を決定
する（スペシャルリーチが実行される）場合があるように構成されており、飾り図柄の変
動表示中にスペシャルリーチが実行されれば、確変大当りが確定するように構成されてい
る。従って、本例では、飾り図柄の変動表示中にスペシャルリーチが実行される場合が最
も確変期待度が高くなるように構成されている。また、図９－３に示すように、本例では
、変動パターン３を決定する（スーパーリーチＢが実行される）場合が次に確変期待度が
高く、変動パターン２を決定する（スーパーリーチＡが実行される）場合がさらに次に確
変期待度が高く、変動パターン１を決定する（ノーマルリーチが実行される）場合が最も
確変期待度が低くなるように判定値が割り振られている。
【０５２９】
　また、本例では、変動パターン１～３を用いて飾り図柄の変動表示が実行される場合に
は、図９－２（Ａ）に示すように、画像表示装置５の表示画面中の分割領域全体で大当り
図柄が確定表示される。また、変動パターン４を用いて飾り図柄の変動表示が実行される
場合には、図９－２（Ｂ）に示すように、画像表示装置５の表示画面中の分割領域内のさ
らに端部領域で大当り図柄が確定表示される。従って、本例では、飾り図柄の変動表示中
にスペシャルリーチが実行される場合にのみ、分割領域内のさらに端部領域で大当り図柄
が確定表示されて確変大当りとなる場合がある。
【０５３０】
（可変表示開始設定処理）
　図９－４は、図７に示された演出制御プロセス処理における可変表示開始設定処理（ス
テップＳ１７１）を示すフローチャートである。可変表示開始設定処理において、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、まず、変動パターンコマンド格納領域（ＲＡＭ１２２に設けられた
受信した変動パターンコマンド（変動パターンを指定する演出制御コマンド）を格納する
領域）から変動パターンコマンドを読み出す（ステップ１２５ＩＷＳ００１）。次いで、
演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ１２５ＩＷＳ００１で読み出した変動パターンコマ
ンド、および表示結果指定コマンド格納領域（ＲＡＭ１２２に設けられた受信した表示結
果指定コマンド（大当りとするか否かや大当り種別を指定する演出制御コマンド）を格納
する領域）に格納されているデータ（すなわち、受信した表示結果指定コマンド）に応じ
て飾り図柄の表示結果（停止図柄）を決定する（ステップ１２５ＩＷＳ００２）。すなわ
ち、演出制御用ＣＰＵ１２０によってステップ１２５ＩＷＳ００２の処理が実行されるこ
とによって、可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターン（変動パターン）に
応じて、識別情報の可変表示の表示結果（飾り図柄の停止図柄）を決定する表示結果決定
手段が実現される。なお、演出制御用ＣＰＵ１２０は、決定した飾り図柄の停止図柄を示
すデータを飾り図柄表示結果格納領域（ＲＡＭ１２２に設けられている）に格納する。な
お、ステップ１２５ＩＷＳ００２において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した変動パ
ターンコマンドにもとづいて大当りであるか否かを判定し、変動パターンコマンドのみに
もとづいて飾り図柄の停止図柄を決定するようにしてもよい。
【０５３１】
　ステップ１２５ＩＷＳ００２では、例えば、受信した表示結果指定コマンドが確変大当
りを示している場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、停止図柄として３図柄が同じ奇数
図柄で揃った飾り図柄の組み合わせを決定する。また、例えば、受信した表示結果指定コ
マンドが通常大当り（非確変大当り）を示している場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、停止図柄として３図柄が同じ偶数図柄で揃った飾り図柄の組み合わせを決定する。また
、受信した表示結果指定コマンドがはずれを示している場合には、上記以外の飾り図柄の
組み合わせを決定する。ただし、リーチ演出を伴う場合には、左右の２図柄が揃った飾り
図柄の組み合わせを決定する。
【０５３２】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば、停止図柄を決定するための乱数を抽出し、飾り図
柄の組み合わせを示すデータと数値とが対応付けられている停止図柄決定テーブルを用い
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て、飾り図柄の停止図柄を決定する。すなわち、抽出した乱数に一致する数値に対応する
飾り図柄の組み合わせを示すデータを選択することによって停止図柄を決定する。
【０５３３】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、今回開始する変動表示が大当りとなるものである
か否か、および大当り遊技中のラウンド数に応じて、飾り図柄の停止図柄を確定表示する
分割領域の横方向の位置を決定するための分割領域（横方向）決定テーブルを選択する（
ステップ１２５ＩＷＳ００３）。なお、今回開始する変動表示が大当りとなるものである
か否かは、例えば、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマン
ドが大当りを示すものであるか否かを確認することにより判定できる。また、大当り遊技
中のラウンド数は、例えば、表示結果指定コマンドで示される大当り種別を確認すること
により判定できる。
【０５３４】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ１２５ＩＷＳ００３で選択した分割領域
（横方向）決定テーブルを用いて、乱数にもとづく抽選処理を行い、飾り図柄の停止図柄
を確定表示する分割領域の横方向の位置を左列、中列および右列のいずれとするかを決定
する（ステップ１２５ＩＷＳ００４）。
【０５３５】
　図９－５は、分割領域（横方向）決定テーブルの具体例を示す説明図である。このうち
、図９－５（Ａ）は、１５ラウンド大当りとなる場合に選択される分割領域（横方向）決
定テーブルの具体例を示している。また、図９－５（Ｂ）は、７ラウンド大当りとなる場
合に選択される分割領域（横方向）決定テーブルの具体例を示している。また、図９－５
（Ｃ）は、２ラウンド大当りとなる場合に選択される分割領域（横方向）決定テーブルの
具体例を示している。また、図９－５（Ｄ）は、はずれとなる場合に選択される分割領域
（横方向）決定テーブルの具体例を示している。
【０５３６】
　図９－５（Ａ）に示すように、本例では、１５ラウンド大当りとなる場合には、右列の
分割領域１２５ＩＷ５０１－１～１２５ＩＷ５０３－１に飾り図柄の停止図柄（大当り図
柄）を確定表示する割合が最も高くなっている。また、図９－５（Ｂ）に示すように、本
例では、７ラウンド大当りとなる場合には、中列の分割領域１２５ＩＷ５０１－２～１２
５ＩＷ５０３－２に飾り図柄の停止図柄（大当り図柄）を確定表示する割合が最も高くな
っている。また、図９－５（Ｃ）に示すように、本例では、２ラウンド大当りとなる場合
には、左列の分割領域１２５ＩＷ５０１－３～１２５ＩＷ５０３－３に飾り図柄の停止図
柄（大当り図柄）を確定表示する割合が最も高くなっている。従って、本例では、画像表
示装置５の表示画面中の各分割領域のうち右方の分割領域に飾り図柄の停止図柄（大当り
図柄）が確定表示されるほど、ラウンド数が多い大当りとなることに対する期待度が高く
なる。また、言い換えれば、ラウンド数が多くなるほど大当り遊技中の期間が長くなり多
くの賞球が得られやすいことから、右方の分割領域に飾り図柄の停止図柄（大当り図柄）
が確定表示されるほど、大当り遊技中に多くの賞球が得られることに対する期待度が高く
なる。
【０５３７】
　また、図９－５（Ｄ）に示すように、本例では、はずれとなる場合には、左列の分割領
域１２５ＩＷ５０１－３～１２５ＩＷ５０３－３に飾り図柄の停止図柄（はずれ図柄）を
確定表示する割合が最も高くなっているとともに、２ラウンド大当りとなる場合と比較し
て、左列の分割領域１２５ＩＷ５０１－３～１２５ＩＷ５０３－３に飾り図柄の停止図柄
が確定表示される割合がさらに高くなっている。
【０５３８】
　なお、本例で示した態様にかぎらず、例えば、はずれとなる場合には、１００％の確率
で一律に左列の分割領域１２５ＩＷ５０１－３～１２５ＩＷ５０３－３に飾り図柄の停止
図柄（はずれ図柄）を確定表示するように構成してもよい。また、大当り図柄を確定表示
する場合のみ画像表示装置５の表示画面を分割表示するようにし、はずれとなる場合には
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画像表示装置５の表示画面を分割表示することなく、そのまま画像表示装置５の表示画面
全体ではずれ図柄の停止図柄を確定表示するように構成してもよい。
【０５３９】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、今回開始する変動表示が大当りとなるものである
か否か、および大当り遊技終了後の時短回数に応じて、飾り図柄の停止図柄を確定表示す
る分割領域の縦方向の位置を決定するための分割領域（縦方向）決定テーブルを選択する
（ステップ１２５ＩＷＳ００５）。なお、今回開始する変動表示が大当りとなるものであ
るか否かは、例えば、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマ
ンドが大当りを示すものであるか否かを確認することにより判定できる。また、大当り遊
技終了後の時短回数は、例えば、表示結果指定コマンドで示される大当り種別を確認する
ことにより判定できる。
【０５４０】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ１２５ＩＷＳ００５で選択した分割領域
（縦方向）決定テーブルを用いて、乱数にもとづく抽選処理を行い、飾り図柄の停止図柄
を確定表示する分割領域の縦方向の位置を上段、中段および下段のいずれとするかを決定
する（ステップ１２５ＩＷＳ００６）。
【０５４１】
　図９－６は、分割領域（縦方向）決定テーブルの具体例を示す説明図である。このうち
、図９－６（Ａ）は、時短回数１００回となる場合に選択される分割領域（縦方向）決定
テーブルの具体例を示している。また、図９－６（Ｂ）は、時短回数５０回となる場合に
選択される分割領域（縦方向）決定テーブルの具体例を示している。また、図９－６（Ｃ
）は、時短回数２０回となる場合に選択される分割領域（縦方向）決定テーブルの具体例
を示している。また、図９－６（Ｄ）は、はずれとなる場合に選択される分割領域（縦方
向）決定テーブルの具体例を示している。
【０５４２】
　図９－６（Ａ）に示すように、本例では、時短回数１００回となる場合には、上段の分
割領域１２５ＩＷ５０１－１～１２５ＩＷ５０１－３に飾り図柄の停止図柄（大当り図柄
）を確定表示する割合が最も高くなっている。また、図９－６（Ｂ）に示すように、本例
では、時短回数５０回となる場合には、中段の分割領域１２５ＩＷ５０２－１～１２５Ｉ
Ｗ５０２－３に飾り図柄の停止図柄（大当り図柄）を確定表示する割合が最も高くなって
いる。また、図９－６（Ｃ）に示すように、本例では、時短回数２０回となる場合には、
下段の分割領域１２５ＩＷ５０３－１～１２５ＩＷ５０３－３に飾り図柄の停止図柄（大
当り図柄）を確定表示する割合が最も高くなっている。従って、本例では、画像表示装置
５の表示画面中の各分割領域のうち上方の分割領域に飾り図柄の停止図柄（大当り図柄）
が確定表示されるほど、大当り遊技終了後の時短回数が多くなることに対する期待度が高
くなる。
【０５４３】
　また、図９－６（Ｄ）に示すように、本例では、はずれとなる場合には、下段の分割領
域１２５ＩＷ５０３－１～１２５ＩＷ５０３－３に飾り図柄の停止図柄（はずれ図柄）を
確定表示する割合が最も高くなっているとともに、時短回数２０回となる場合と比較して
、下段の分割領域１２５ＩＷ５０３－１～１２５ＩＷ５０３－３に飾り図柄の停止図柄が
確定表示される割合がさらに高くなっている。
【０５４４】
　なお、本例で示した態様にかぎらず、例えば、はずれとなる場合には、１００％の確率
で一律に下段の分割領域１２５ＩＷ５０３－１～１２５ＩＷ５０３－３に飾り図柄の停止
図柄（はずれ図柄）を確定表示するように構成してもよい。また、大当り図柄を確定表示
する場合のみ画像表示装置５の表示画面を分割表示するようにし、はずれとなる場合には
画像表示装置５の表示画面を分割表示することなく、そのまま画像表示装置５の表示画面
全体ではずれ図柄の停止図柄を確定表示するように構成してもよい。
【０５４５】
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　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、今回開始する変動表示がスペシャルリーチを伴う
ものであるか否かを確認する（ステップ１２５ＩＷＳ００７）。なお、スペシャルリーチ
を伴う変動表示であるか否かは、例えば、ステップ１２５ＩＷＳ００１で読み出した変動
パターンコマンドで指定される変動パターンを確認することにより判定できる。スペシャ
ルリーチを伴う変動表示であれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、飾り図柄の停止図柄を確
定表示させる表示領域を分割領域内のさらに端部領域に決定する（ステップ１２５ＩＷＳ
００８）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、決定した分割領域に応じたスペシャルリ
ーチ（特定演出）用のプロセステーブルを選択する（ステップ１２５ＩＷＳ００９）。そ
して、ステップ１２５ＩＷＳ０１２に移行する。
【０５４６】
　一方、スペシャルリーチを伴う変動表示でなければ、演出制御用ＣＰＵ１２０は、飾り
図柄の停止図柄を分割領域全体で確定表示させることに決定する（ステップ１２５ＩＷＳ
０１０）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動パターン、および決定した分割領域
に応じたプロセステーブルを選択する（ステップ１２５ＩＷＳ０１１）。そして、ステッ
プ１２５ＩＷＳ０１２に移行する。
【０５４７】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ１２５ＩＷＳ００９，０１１で選択した
プロセステーブルのプロセスデータ１におけるプロセスタイマをスタートさせる（ステッ
プ１２５ＩＷＳ０１２）。
【０５４８】
　プロセステーブルとは、演出制御用ＣＰＵ１２０が演出装置の制御を実行する際に参照
するプロセスデータが設定されたテーブルである。すなわち、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、プロセステーブルに設定されているプロセスデータに従って画像表示装置５等の演出装
置（演出用部品）の制御を行う。プロセステーブルは、プロセスタイマ設定値と表示制御
実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データの組み合わせが複数集まったデー
タで構成されている。表示制御実行データには、飾り図柄の可変表示の可変表示時間（変
動時間）中の変動態様を構成する各変動の態様を示すデータ等が記載されている。具体的
には、画像表示装置５の表示画面の変更に関わるデータが記載されている。また、プロセ
スタイマ設定値には、その変動の態様での変動時間が設定されている。演出制御用ＣＰＵ
１２０は、プロセステーブルを参照し、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけ
表示制御実行データに設定されている変動の態様で飾り図柄を表示させる制御を行う。ま
た、プロセステーブルは、演出制御基板１２におけるＲＯＭ１２１に格納されている。ま
た、プロセステーブルは、各変動パターンに応じて用意されている。
【０５４９】
　なお、リーチ演出を伴う変動パターンについて演出制御を実行する場合に用いられるプ
ロセステーブルには、変動開始から所定時間が経過したときに左図柄を停止表示させ、さ
らに所定時間が経過すると右図柄を停止表示させることを示すプロセスデータが設定され
ている。なお、停止表示させる図柄をプロセステーブルに設定するのではなく、決定され
た停止図柄、擬似連や滑り演出における仮停止図柄に応じて、図柄を表示するための画像
を合成して生成するようにしてもよい。
【０５５０】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、プロセスデータ１の内容（表示制御実行データ１、
ランプ制御実行データ１、音番号データ１）に従って演出装置（演出用部品としての画像
表示装置５、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ８Ｌ，８
Ｒ）の制御を実行する（ステップ１２５ＩＷＳ０１３）。
【０５５１】
　本例では、変動パターンにおいてノーマルリーチやスーパーリーチＡ、スーパーリーチ
Ｂが指定されている場合には、ステップ１２５ＩＷＳ０１１で選択したプロセステーブル
に従ってステップ１２５ＩＷＳ０１３および可変表示中演出処理（ステップＳ１７２）が
実行されることによって、飾り図柄の変動表示中にノーマルリーチやスーパーリーチＡ、
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スーパーリーチＢが実行される。そして、変動時間を終了すると、画像表示装置５の表示
画面が図９－１に示すように９個の分割領域に分割表示され、ステップＩＷＳ００４，Ｓ
００６，Ｓ０１０で決定した分割領域に飾り図柄の停止図柄が確定表示される。
【０５５２】
　また、変動パターンにおいてスペシャルリーチが指定されている場合には、ステップ１
２５ＩＷＳ００９で選択したプロセステーブルに従ってステップ１２５ＩＷＳ０１３およ
び可変表示中演出処理（ステップＳ１７２）が実行されることによって、飾り図柄の変動
表示中にスペシャルリーチが実行される。そして、変動時間を終了すると、画像表示装置
５の表示画面が図９－１に示すように９個の分割領域に分割表示され、ステップＩＷＳ０
０４，Ｓ００６，Ｓ００８で決定した分割領域のさらに端部領域に飾り図柄の停止図柄が
確定表示される。
【０５５３】
　なお、この特徴部１２５ＩＷでは、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動パターンコマンド
に１対１に対応する変動パターンによる飾り図柄の可変表示が行われるように制御するが
、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動パターンコマンドに対応する複数種類の変動パターン
から、使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。
【０５５４】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動時間タイマに、変動パターンコマンドで特定
される変動時間に相当する値を設定する（ステップ１２５ＩＷＳ０１４）。そして、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、演出プロセスフラグの値を“２”に更新し（ステップ１２５ＩＷ
Ｓ０１５）、可変表示開始設定処理を終了する。
【０５５５】
（特図当り待ち処理）
　図９－７は、図７に示された演出制御プロセス処理における特図当り待ち処理（ステッ
プＳ１７３）を示すフローチャートである。特図当り待ち処理において、まず、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、飾り図柄の停止図柄を表示していることを示す停止図柄表示フラグが
セットされているか否かを確認する（ステップ１２５ＩＷＳ１０１）。停止図柄表示フラ
グがセットされていれば、ステップ１２５ＩＷＳ１０５に移行する。この実施の形態では
、飾り図柄の停止図柄として大当り図柄を表示した場合には、ステップ１２５ＩＷＳ１０
４で停止図柄表示フラグがセットされる。そして、大当り中演出を実行するときに停止図
柄表示フラグがリセットされる。従って、停止図柄表示フラグがセットされているという
ことは、大当り図柄を確定表示したが大当り中演出をまだ実行していない段階であるので
、ステップ１２５ＩＷＳ１０２の飾り図柄の停止図柄を表示する処理を実行することなく
、ステップ１２５ＩＷＳ１０５に移行する。
【０５５６】
　停止図柄表示フラグがセットされていない場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステ
ップ１２５ＩＷＳ００４，００６，００８，０１０で決定した分割領域において、ステッ
プ１２５ＩＷＳ００２で決定した停止図柄（はずれ図柄、大当り図柄）を確定表示させる
制御を行う（ステップ１２５ＩＷＳ１０２）。なお、ステップ１２５ＩＷＳ００８で分割
領域内のさらに端部領域に停止図柄を確定表示させることに決定している場合には、ステ
ップ１２５ＩＷＳ１０２において分割領域内のさらに端部領域に飾り図柄の停止図柄を確
定表示させる。また、ステップ１２５ＩＷＳ０１０で分割領域全体で停止図柄を確定表示
させることに決定している場合には、ステップ１２５ＩＷＳ１０２において分割領域全体
で飾り図柄の停止図柄を確定表示させる。ステップＩＷＳ１０２の処理で大当り図柄を確
定表示しなかった場合（すなわち、はずれ図柄を確定表示した場合）には（ステップ１２
５ＩＷＳ１０３のＮ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ１２５ＩＷＳ１１３に移行
する。
【０５５７】
　ステップ１２５ＩＷＳ１０２の処理で大当り図柄を確定表示した場合には（ステップ１
２５ＩＷＳ１０３のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、停止図柄表示フラグをセットし（
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ステップ１２５ＩＷＳ１０４）、大当り開始指定コマンド（大当り遊技を開始することを
指定する演出制御コマンド）を受信したか否か確認する（ステップ１２５ＩＷＳ１０５）
。大当り開始指定コマンドを受信していなければ、そのまま処理を終了する。大当り開始
指定コマンドを受信していれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、停止図柄表示フラグをリセ
ットする（ステップ１２５ＩＷＳ１０６）。
【０５５８】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、今回終了する変動表示がスペシャルリーチを伴う
ものであるか否かを確認する（ステップ１２５ＩＷＳ１０７）。なお、スペシャルリーチ
を伴う変動表示であるか否かは、例えば、変動パターンコマンド格納領域に格納されてい
る変動パターンコマンドで指定される変動パターンを確認することにより判定できる。ス
ペシャルリーチを伴う変動表示であれば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特定演出を含む大
当り中演出用のプロセステーブルを選択する（ステップ１２５ＩＷＳ１０８）。一方、ス
ペシャルリーチを伴う変動表示でなければ、演出制御用ＣＰＵ１２０は、通常の大当り中
演出（特定演出を含まない大当り中演出）用のプロセステーブルを選択する（ステップ１
２５ＩＷＳ１０９）。
【０５５９】
　本特徴部１２５ＩＷでは、飾り図柄の変動表示中にスペシャルリーチが実行された場合
には、ステップ１２５ＩＷＳ１０８で選択されたプロセステーブルに従って、ステップ１
２５ＩＷＳ１１１および大当り中演出処理（ステップＳ１７６）が実行されることによっ
て、大当り遊技中にスペシャルリーチと関連のある演出（例えば、スペシャルリーチで表
示されたストーリーの後半のストーリーを表示する演出や、スペシャルリーチと同様の演
出態様の演出）が実行される。従って、本例では、スペシャルリーチが実行される場合に
は、飾り図柄の変動表示中のスペシャルリーチから大当り遊技中にわたって関連性のある
一連の特定演出が実行される。
【０５６０】
　なお、本例では、変動表示中から大当り遊技中にわたって一連の特定演出を実行するが
、プロセステーブル自体は変動表示中と大当り遊技中とで切り替えて設定する場合を示し
ているが、そのような処理態様にかぎられない。例えば、飾り図柄の変動表示中にスペシ
ャルリーチ用の動画データを用いて動画再生を開始し、大当り遊技開始後もその動画デー
タを用いた動画再生を継続する（１つの動画データを用いて継続して演出を実行する）よ
うに構成してもよい。
【０５６１】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、プロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定す
ることによってプロセスタイマをスタートさせ（ステップ１２５ＩＷＳ１１０）、プロセ
スデータ１の内容（表示制御実行データ１、ランプ制御実行データ１、音番号データ１）
に従って演出装置（演出用部品としての画像表示装置５、演出用部品としての遊技効果ラ
ンプ９、および演出用部品としてのスピーカ８Ｌ，８Ｒ）の制御を実行する（ステップ１
２５ＩＷＳ１１１）。その後、演出プロセスフラグの値を“６”に更新し（ステップ１２
５ＩＷＳ１１２）、特図当り待ち処理を終了する。
【０５６２】
　大当りとしないことに決定されている場合には（ステップ１２５ＩＷＳ１０３のＮ）、
演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出プロセスフラグの値を“０”に更新し（ステップ１２５
ＩＷＳ１１３）、特図当り待ち処理を終了する。
【０５６３】
（演出例）
　次に、演出例について説明する。図９－８～図９－１１は、特徴部１２５ＩＷにおける
演出例を示す説明図である。このうち、図９－８および図９－９は、通常大当り（非確変
大当り）となる場合の演出例を示している。また、図９－１０および図９－１１は、確変
大当りとなる場合であってスペシャルリーチが実行される場合の演出例を示している。な
お、図９－８～図９－１１において、（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）・・・の順に表示画面が遷移す
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るものとする。
【０５６４】
　まず、図９－８および図９－９を用いて、通常大当り（非確変大当り）となる場合の演
出例について説明する。図９－８および図９－９に示す例では、飾り図柄の変動表示を開
始するときに、通常大当りと決定されていることにもとづいて飾り図柄の停止図柄として
「６６６」の図柄の組み合わせを決定したものとする。また、飾り図柄の停止図柄を確定
表示させる分割領域の位置を左列（ステップ１２５ＩＷＳ００４参照）および上段（ステ
ップ１２５ＩＷＳ００６参照）と決定し、左上の分割領域１２５ＩＷ５０１－３に飾り図
柄の停止図柄を確定表示させることに決定したものとする。また、スペシャルリーチを実
行する場合ではないことから、分割領域全体で飾り図柄の停止図柄を確定表示させること
に決定したものとする（ステップ１２５ＩＷＳ０１０参照）。なお、本例では、変動パタ
ーンコマンドにおいてスーパーリーチ（スーパーリーチＡ、スーパーリーチＢ）を伴う変
動パターン（変動パターン２，３）が指定されていたものとする。
【０５６５】
　図９－８（Ａ）に示すように、画像表示装置５において左中右の飾り図柄が変動表示さ
れ、図９－８（Ｂ）に示すように、左および右の飾り図柄が同じ図柄（本例では、図柄「
６」）で仮停止表示されてリーチ状態となる。なお、本例では、リーチ状態の段階では左
右の飾り図柄は仮停止表示の状態であり確定表示されていないものとする。なお、仮停止
表示とは、例えば、飾り図柄を揺れ変動させたり上下や左右に微変動させたりすることに
より、飾り図柄が一見して停止しているように見えるものの完全には停止していない状態
である。
【０５６６】
　次いで、スーパーリーチへの発展タイミングとなると、図９－８（Ｃ）に示すように、
画像表示装置５においてスーパーリーチ（スーパーリーチＡ、スーパーリーチＢ）が開始
される。図９－８（Ｃ）に示す例では、画像表示装置５においてキャラクタ１２５ＩＷ０
０１が表示されるとともに、キャラクタ１２５ＩＷ００１のセリフとして「スーパーリー
チ突入！」の文字表示１２５ＩＷ００２が表示されることによって、スーパーリーチが開
始される場合が示されている。また、図９－８（Ｃ）に示す例では、スーパーリーチの実
行中に飾り図柄の変動表示が画像表示装置５の表示画面の右上端部に縮小表示される場合
が示されている。
【０５６７】
　次いで、図９－８（Ｄ）に示すように、中の飾り図柄が左右の飾り図柄と同じ図柄（本
例では、図柄「６」）で仮停止表示され、左中右の飾り図柄が全て同じ図柄で揃った状態
で仮停止表示されることによって、大当りとなることが報知される。なお、本例では、図
９－８（Ｄ）に示すように、大当り報知の段階では左中右の飾り図柄は仮停止表示された
状態であり確定表示されていないものとする。
【０５６８】
　そして、変動時間が終了すると、図９－９（Ｅ）に示すように、画像表示装置９の表示
画面が３×３の９個の分割領域に分割表示される。そして、図９－９（Ｅ）に示すように
、変動開始時に決定した分割領域に飾り図柄の停止図柄が確定表示される。図９－９（Ｅ
）に示す例では、変動開始時に分割領域の位置を左列および上段と決定し、左上の分割領
域１２５ＩＷ５０１－３と決定したことにもとづいて、分割領域１２５ＩＷ５０１－３に
飾り図柄の停止図柄（本例では、通常大当り（非確変大当り）図柄「６６６」の図柄の組
み合わせ）が確定表示される場合が示されている。また、スペシャルリーチを実行した場
合ではないことから、図９－９（Ｅ）に示す例では、分割領域１２５ＩＷ５０１－３全体
で飾り図柄の停止図柄が確定表示される場合が示されている。
【０５６９】
　なお、図９－９（Ｅ）に示す例では、飾り図柄の停止図柄が左列に確定表示されている
ことから、大当り遊技中のラウンド数に対する期待度が低い（本例では、２ラウンド大当
りとなる割合が高い）場合が示されている。また、図９－９（Ｅ）に示す例では、飾り図
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柄の停止図柄が上段に確定表示されていることから、大当り遊技後の時短回数に対する期
待度が高い（本例では、時短回数１００回となる割合が高い）場合が示されている。また
、図９－９（Ｅ）に示す例では、分割領域全体で飾り図柄の停止図柄が確定表示されてい
ることから、確変大当りとなることに対する期待度が低い場合が示されている。
【０５７０】
　次に、図９－１０および図９－１１を用いて、確変大当りとなる場合であってスペシャ
ルリーチが実行される場合の演出例について説明する。図９－１０および図９－１１に示
す例では、飾り図柄の変動表示を開始するときに、確変大当りと決定されていることにも
とづいて飾り図柄の停止図柄として「７７７」の図柄の組み合わせを決定したものとする
。また、飾り図柄の停止図柄を確定表示させる分割領域の位置を右列（ステップ１２５Ｉ
ＷＳ００４参照）および中段（ステップ１２５ＩＷＳ００６参照）と決定し、右中の分割
領域１２５ＩＷ５０２－１に飾り図柄の停止図柄を確定表示させることに決定したものと
する。また、スペシャルリーチを実行する場合であることから、分割領域のさらに端部領
域において飾り図柄の停止図柄を確定表示させることに決定したものとする（ステップ１
２５ＩＷＳ００８参照）。なお、本例では、変動パターンコマンドにおいてスペシャルリ
ーチを伴う変動パターン（変動パターン４）が指定されていたものとする。
【０５７１】
　図９－１０（Ａ）に示すように、画像表示装置５において左中右の飾り図柄が変動表示
され、図９－１０（Ｂ）に示すように、左および右の飾り図柄が同じ図柄（本例では、図
柄「７」）で仮停止表示されてリーチ状態となる。なお、本例では、リーチ状態の段階で
は左右の飾り図柄は仮停止表示の状態であり確定表示されていないものとする。
【０５７２】
　次いで、スペシャルリーチへの発展タイミングとなると、図９－１０（Ｃ）に示すよう
に、画像表示装置５においてスペシャルリーチが開始される。図９－１０（Ｃ）に示す例
では、画像表示装置５において３台のレーシングカー１２５ＩＷ００３～１２５ＩＷ００
５が表示され、レースを行っているような態様の演出が開始される場合が示されている。
また、図９－１０（Ｃ）に示す例では、スペシャルリーチの実行中に飾り図柄の変動表示
が画像表示装置５の表示画面の右上端部に縮小表示される場合が示されている。
【０５７３】
　次いで、図９－１０（Ｄ）に示すように、中の飾り図柄が左右の飾り図柄と同じ図柄（
本例では、図柄「７」）で仮停止表示され、左中右の飾り図柄が全て同じ図柄で揃った状
態で仮停止表示されることによって、大当りとなることが報知される。なお、本例では、
図９－１０（Ｄ）に示すように、大当り報知の段階では左中右の飾り図柄は仮停止表示さ
れた状態であり確定表示されていないものとする。
【０５７４】
　そして、変動時間が終了すると、図９－１１（Ｅ）に示すように、画像表示装置９の表
示画面が３×３の９個の分割領域に分割表示される。そして、図９－１１（Ｅ）に示すよ
うに、変動開始時に決定した分割領域に飾り図柄の停止図柄が確定表示される。図９－１
１（Ｅ）に示す例では、変動開始時に分割領域の位置を右列および中段と決定し、右中の
分割領域１２５ＩＷ５０２－１と決定したことにもとづいて、分割領域１２５ＩＷ５０２
－１に飾り図柄の停止図柄（本例では、確変大当り図柄「７７７」の図柄の組み合わせ）
が確定表示される場合が示されている。また、スペシャルリーチを実行した場合であるこ
とから、図９－１１（Ｅ）に示す例では、分割領域１２５ＩＷ５０２－１内のさらに端部
領域１２５ＩＷ５０２－１ａにおいて飾り図柄の停止図柄が確定表示される場合が示され
ている。
【０５７５】
　なお、図９－１１（Ｅ）に示す例では、飾り図柄の停止図柄が右列に確定表示されてい
ることから、大当り遊技中のラウンド数に対する期待度が高い（本例では、１５ラウンド
大当りとなる割合が高い）場合が示されている。また、図９－１１（Ｅ）に示す例では、
飾り図柄の停止図柄が中段に確定表示されていることから、大当り遊技後の時短回数に対
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する期待度が中程度（本例では、時短回数５０回となる割合が高い）である場合が示され
ている。また、図９－１１（Ｅ）に示す例では、分割領域内のさらに端部領域において飾
り図柄の停止図柄が確定表示されていることから、確変大当りとなることに対する期待度
が高い場合が示されている。
【０５７６】
　次いで、大当り遊技が開始されると、図９－１１（Ｆ）に示すように、画像表示装置５
において大当り遊技中の演出が開始される。本例では、図９－１１（Ｆ）に示すように、
大当り遊技中も画像表示装置５において３台のレーシングカー１２５ＩＷ００３～１２５
ＩＷ００５が継続して表示され、スペシャルリーチ中から大当り遊技中にわたってレース
を行っているような態様の一連の特定演出が実行される場合が示されている。
【０５７７】
　なお、確変大当りとなる場合であってもスーパーリーチが実行され分割領域全体で飾り
図柄の停止図柄が確定表示される場合があるのであるが、その場合には、リーチ図柄や確
定表示される停止図柄が確変大当り図柄に変わるだけで、図９－８および図９－９と同様
の演出が実行される。
【０５７８】
　また、本例では、ノーマルリーチとなる場合にも画像表示装置５の表示画面が分割表示
されて飾り図柄の停止図柄が確定表示される場合があるのであるが、その場合には、図９
－８（Ｃ）のスーパーリーチを経由することなく、図９－８（Ｂ）のリーチ状態からその
まま図９－８（Ｄ）の大当り報知に移行する点が異なるだけで、図９－８および図９－９
と同様の演出が実行される。
【０５７９】
　また、本例では、はずれとなる場合にも画像表示装置５の表示画面が分割表示されて飾
り図柄の停止図柄が確定表示される場合があるのであるが、その場合には、図９－８（Ｂ
）～（Ｄ）のリーチや大当り報知を経由することなく、図９－８（Ａ）および図９－９（
Ｅ）と同様の態様で飾り図柄の変動表示が実行され分割領域にはずれ図柄が確定表示され
る。
【０５８０】
　なお、本例では、確変大当りとなる場合にのみスペシャルリーチが実行されて分割領域
内の端部領域に飾り図柄の停止図柄が確定表示される場合を示したが、そのような態様に
かぎられない。例えば、通常大当りとなる場合であっても、低い割合でスペシャルリーチ
が実行されて分割領域内の端部領域に飾り図柄の停止図柄が確定表示される場合があるよ
うに構成してもよい。また、例えば、はずれとなる場合であっても、低い割合でスペシャ
ルリーチが実行されて分割領域内の端部領域に飾り図柄の停止図柄が確定表示される場合
があるように構成してもよい。
【０５８１】
　また、図９－８～図９－１１に示す例では、通常大当り図柄（本例では、「６６６」）
が仮停止表示されて大当り報知されると、そのまま通常大当り図柄が確定表示され、確変
大当り図柄（本例では、「７７７」）が仮停止表示されて大当り報知されると、そのまま
確変大当り図柄が確定表示される場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例え
ば、通常大当り図柄が仮停止表示されて大当り報知された後に、確変大当り図柄に差し替
えて分割領域に確定表示する場合があるように構成してもよい。また、例えば、確変大当
り図柄が仮停止表示されて大当り報知された後に、通常大当り図柄に差し替えて分割領域
に確定表示する場合があるように構成してもよい。
【０５８２】
　また、本例では、図９－８～図９－１１に示すように、飾り図柄の変動表示中は画像表
示装置５の表示画面全体で変動表示やリーチを実行し、変動終了時に画像表示装置５の表
示画面を分割表示する場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、変動開
始時から画像表示装置５の表示画面を分割して、いずれかの分割領域において飾り図柄の
変動表示を実行するように構成してもよい。また、例えば、画像表示装置５の表示画面全
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体で飾り図柄の変動表示を開始した後、変動表示の途中で画像表示装置５の表示画面を分
割して、いずれかの分割領域における飾り図柄の変動表示に切り替えるように構成しても
よい。
【０５８３】
　また、例えば、画像表示装置５の表示画面全体で飾り図柄の変動表示を開始した後、変
動表示の途中でいずれかの分割領域に飾り図柄の変動表示が移動することによって、大当
りとなる可能性や、確変大当りとなる可能性、大当り遊技中のラウンド数、大当り遊技後
の時短回数が予告されるように構成してもよい。また、このように構成する場合、予告と
して表示される飾り図柄の位置（分割領域）は、必ずしも最終的に飾り図柄の停止図柄が
確定表示される位置（分割領域）と同じでなくてもよい。例えば、まずラウンド数や時短
回数に対する期待度が最も低い左下の分割領域１２５ＩＷ５０３－３で飾り図柄の変動表
示を行い、次いで、それよりも期待度が高い中央の分割領域１２５ＩＷ５０２－２に飾り
図柄の変動表示を移動させ、最終的に、最も期待度が高い右上の分割領域１２５ＩＷ５０
１－１に飾り図柄の停止図柄を確定表示させるようにしてもよい。そのように、段階的に
期待度が高い分割領域に飾り図柄を移動させていき、段階的に期待感を高めるようにして
もよい。
【０５８４】
　また、本例では、図９－８～図９－１１に示すように、変動表示の進行に応じて、図９
－８（Ａ），（Ｂ）および図９－１０（Ａ），（Ｂ）に示すように画像表示装置５の中央
部分において飾り図柄の変動表示を実行したり、スーパーリーチやスペシャルリーチへの
発展に応じて図９－８（Ｃ）および図９－１０（Ｃ）に示すように画像表示装置５の表示
画面の右上端部に飾り図柄の変動表示を縮小表示したり、確定表示のタイミングで図９－
９（Ｅ）および図９－１１（Ｅ）に示すように分割領域において飾り図柄の停止図柄を確
定表示したりして、飾り図柄の表示態様を順に切り替えていく場合を示したが、そのよう
な態様にかぎらず、例えば、常に固定的な位置に表示される小図柄を設けるように構成し
てもよい。例えば、高速変動中であるかスーパーリーチやスペシャルリーチの実行中であ
るか、確定表示のタイミングであるかにかかわらず、画像表示装置５の表示画面のいずれ
かの端部に小図柄を表示するように構成し、画像表示装置５の中央部分に表示される飾り
図柄の変動表示や、スーパーリーチやスペシャルリーチの表示、分割領域に表示される飾
り図柄の確定表示と並行して、その小図柄の変動表示や小図柄の停止図柄を表示するよう
に構成してもよい。また、必ずしも画像表示装置５の表示画面の端部に小図柄を表示する
必要はなく、画像表示装置５以外に設けられた液晶表示装置や表示器において小図柄を表
示するように構成してもよい。そのように構成すれば、変動表示の状況を遊技者にわかり
やすく認識させることができる。
【０５８５】
　以上に説明したように、本特徴部１２５ＩＷによれば、可変表示を実行し、第１表示領
域（例えば、図９－２（Ａ）に示す分割領域全体）および第２表示領域（例えば、図９－
２（Ｂ）に示す分割領域内の端部領域）を含む表示領域において可変表示の表示結果を導
出表示可能であり、可変表示の表示結果として特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導
出表示されたときに遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可
能である。また、第１表示領域において特定表示結果が導出表示されて有利状態に制御さ
れる場合と第２表示領域において特定表示結果が導出表示されて有利状態に制御される場
合とで、有利度合いが異なる（例えば、分割領域内の端部領域において大当り図柄が確定
表示される場合には、分割領域全体で大当り図柄が確定表示される場合と比較して、確変
大当りとなることに対する期待度（確変期待度）が高い）。そのため、いずれの表示領域
において特定表示結果が導出表示されるかによって有利度合いが異なるので、可変表示の
表示結果を導出表示する場合の演出効果を高めることができる。
【０５８６】
　また、本特徴部１２５ＩＷによれば、第１表示領域は、第２表示領域と比較して大きい
（例えば、図９－２（Ａ）に示す分割領域全体は、図９－２（Ｂ）に示す分割領域内の端
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部領域よりも表示サイズが大きい）。そのため、表示領域の大きさにバリエーションを設
けることにより、可変表示の表示結果を導出表示する場合の演出効果を高めることができ
る。
【０５８７】
　また、本特徴部１２５ＩＷによれば、第２表示領域において特定表示結果が導出表示さ
れて有利状態に制御される場合に、第１表示領域において特定表示結果が導出表示されて
有利状態に制御される場合と比較して、有利度合いが高い（例えば、確変大当りとなる場
合にのみ分割領域内の端部領域において大当り図柄が確定表示される場合があり、端部領
域に大当り図柄が確定表示されれば、確変大当りとなることに対する期待度（確変期待度
）が高い）。そのため、大きさが小さい第２表示領域において特定表示結果が導出表示さ
れた場合の方が有利度合いが高いので、可変表示の表示結果を導出表示する場合の演出効
果を高めることができる。
【０５８８】
　また、本特徴部１２５ＩＷによれば、第１表示領域において特定表示結果が導出表示さ
れて有利状態に制御される場合であっても、有利度合いが高い場合がある（例えば、確変
大当りとなる場合であっても、ノーマルリーチやスーパーリーチＡ，Ｂが実行される場合
には、分割領域全体で大当り図柄が確定表示される場合がある）。そのため、演出に意外
性をもたせることができ、可変表示の表示結果を導出表示する場合の演出効果を高めるこ
とができる。
【０５８９】
　また、本特徴部１２５ＩＷによれば、第２表示領域において特定表示結果が導出表示さ
れて有利状態に制御される場合に、可変表示の実行中から有利状態中にわたって一連の演
出（例えば、図９－１０（Ｃ）および図９－１１（Ｆ）に示す特定演出）を実行可能であ
る。そのため、可変表示の実行中から有利状態中にわたって演出の連続性をもたせること
ができ、可変表示の表示結果を導出表示する場合の演出効果を高めることができる。
【０５９０】
　また、本特徴部１２５ＩＷによれば、表示装置における複数種類の表示位置（例えば、
図９－１に示す３×３の合計９個の分割領域）および複数種類の大きさ（例えば、図９－
２（Ａ）に示す分割領域全体と図９－２（Ｂ）に示す分割領域内の端部領域）にて特定表
示結果を導出表示可能であり、複数種類の表示位置のうちのいずれの表示位置にて特定表
示結果が導出表示されるか、および複数種類の大きさのうちのいずれの大きさにて特定表
示結果が導出表示されるかに応じて、複数種類の期待度を示唆可能である（例えば、図９
－１に示すように、右方の分割領域に大当り図柄が確定表示されるほど大当り遊技中のラ
ウンド数に対する期待度が高く、上方の分割領域に大当り図柄が確定表示されるほど大当
り遊技終了後の時短回数に対する期待度が高い。図９－２（Ｂ）に示す分割領域内の端部
領域において大当り図柄が確定表示された場合には、図９－２（Ａ）に示す分割領域全体
で大当り図柄が確定表示された場合と比較して、確変大当りに対する期待度（確変期待度
）が高い。）。そのため、いずれの表示位置およびいずれの大きさにて特定表示結果が導
出表示されるかによって有利度合いが異なるので、可変表示の表示結果を導出表示する場
合の演出効果を高めることができる。
【０５９１】
　なお、本特徴部１２５ＩＷでは、画像表示装置５の表示画面を３×３の合計９個の分割
領域に分割表示する場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、画像表示
装置５の表示画面を４×４の合計１６個の分割領域に分割表示したり、２×２の合計４個
の分割領域に分割表示したりするように構成してもよい。また、必ずしも縦方向と横方向
の分割数を同じにする必要はなく、例えば、３×４の合計１２個の分割領域に分割表示す
るように構成してもよい。
【０５９２】
　また、本特徴部１２５ＩＷでは、左列、中列および右列のいずれの分割領域に確定表示
されるかによって大当り遊技中のラウンド数に対する期待度を異ならせ、上段、中段およ
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び下段のいずれの分割領域に確定表示されるかによって大当り遊技終了後の時短回数に対
する期待度を異ならせ、分割領域全体と分割領域内の端部領域とのいずれで確定表示され
るかによって確変大当りとなることに対する期待度（確変期待度）を異ならせる場合を示
したが、そのような態様にかぎられない。例えば、左列、中列および右列のいずれの分割
領域に確定表示されるかによって、時短回数に対する期待度や確変期待度を異ならせるよ
うに構成してもよい。また、例えば、上段、中段および下段のいずれの分割領域に確定表
示されるかによって、ラウンド数に対する期待度や確変期待度を異ならせるように構成し
てもよい。また、例えば、分割領域全体と分割領域内の端部領域とのいずれで確定表示さ
れるかによってラウンド数に対する期待度や時短回数に対する期待度を異ならせるように
構成してもよい。
【０５９３】
　また、本特徴部１２５ＩＷでは、分割領域全体と分割領域内の端部領域とのいずれで確
定表示されるかによって確変大当りとなることに対する期待度（確変期待度）を異ならせ
る場合を示したが、そのような態様にかぎらず、例えば、その分割領域において確定表示
される大当り図柄の表示色に応じて確変期待度を異ならせるように構成してもよい。また
、例えば、その分割領域において確定表示される大当り図柄の表示色に応じてラウンド数
に対する期待度や時短回数に対する期待度を異ならせるように構成してもよい。
【０５９４】
　また、本特徴部１２５ＩＷでは、画像表示装置５の表示画面を複数の分割領域に分割表
示する場合を示したが、例えば、画像表示装置５の表示画面の中央部分に大きく飾り図柄
の停止図柄を確定表示するか、表示画面の端部に飾り図柄の停止図柄を縮小表示して確定
表示するかによって、ラウンド数に対する期待度や、時短回数に対する期待度、確変期待
度を異ならせるように構成してもよい。
【０５９５】
　また、例えば、メイン液晶表示装置とサブ液晶表示装置とを備えた遊技機において、メ
イン液晶表示装置の表示画面に大きく飾り図柄の停止図柄を確定表示するか、サブ液晶表
示装置の表示画面に小さく飾り図柄の停止図柄を確定表示するかによって、ラウンド数に
対する期待度や、時短回数に対する期待度、確変期待度を異ならせるように構成してもよ
い。
【０５９６】
　また、本特徴部１２５ＩＷでは、ラウンド数に対する期待度や、時短回数に対する期待
度、確変期待度を示唆する場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、大
当り遊技後に確変状態に制御され、その後所定の確変回数の変動表示が実行されたことに
もとづいて確変状態が終了するように構成された遊技機において、飾り図柄の停止図柄が
確定表示される分割領域の位置や大きさで確変回数に対する期待度を異ならせるように構
成してもよい。また、例えば、大当り遊技中に確変昇格演出を実行する場合に、飾り図柄
の停止図柄が確定表示される分割領域の位置や大きさで確変昇格に対する期待度を異なら
せるように構成してもよい。そのように様々な期待度を示唆する場合に本特徴部１２５Ｉ
Ｗで示した構成を適用することができる。
【０５９７】
　また、本特徴部１２５ＩＷでは、スペシャルリーチが実行される場合に分割領域内の端
部領域で飾り図柄の停止図柄を確定表示させる場合を示したが、そのような態様にかぎら
れない。例えば、全回転リーチが実行される場合やバトル演出など特定の演出が実行され
る場合に、分割領域内の端部領域で飾り図柄の停止図柄を確定表示させるように構成して
もよく、様々な態様が考えられる。
【０５９８】
　なお、この特徴部１２５ＩＷで示した構成は、特徴部１１２ＩＷで示した構成と適宜組
み合わせて遊技機を構成することが可能である。例えば、本特徴部１２５ＩＷにおいても
、特徴部１１２ＩＷと同様に設定値に応じて有利度が異なるように構成したり、設定値情
報が正常に入力されなかった場合に示唆演出の実行を制限したりするように構成してもよ
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【符号の説明】
【０５９９】
　　１　…　パチンコ遊技機
　　２　…　遊技盤
　　３　…　遊技機用枠
　　４Ａ、４Ｂ　…　特別図柄表示装置
　　５　…　画像表示装置
　　６Ａ　…　入賞球装置
　　６Ｂ　…　可変入賞球装置
　　７　…　特別可変入賞球装置
　　８Ｌ、８Ｒ　…　スピーカ
　　９　…　遊技効果ランプ
　　１０　…　一般入賞口
　　１１　…　主基板
　　１２　…　演出制御基板
　　１３　…　音声制御基板
　　１４　…　ランプ制御基板
　　１５　…　中継基板
　　２０　…　普通図柄表示器
　　２１　…　ゲートスイッチ
　　２２Ａ、２２Ｂ　…　始動口スイッチ
　　２３　…　カウントスイッチ
　　３０　…　打球操作ハンドル
　　３１Ａ　…　スティックコントローラ
　　３１Ｂ　…　プッシュボタン
　　３２　…　可動体
　　１００　…　遊技制御用マイクロコンピュータ
　　１０１、１２１　…　ＲＯＭ
　　１０２、１２２　…　ＲＡＭ
　　１０３　…　ＣＰＵ
　　１０４、１２４　…　乱数回路
　　１０５、１２５　…　Ｉ／Ｏ
　　１２０　…　演出制御用ＣＰＵ
　　１２３　…　表示制御部
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